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中部運輸局プレスリリース

� 令和４年１月 21 日

不正車検を行った指定自動車整備事業の取消し処分

中部運輸局は、車検に必要な点検の一部を省略するなどの道路運送車両法に違反した下記事業者

に対し、指定自動車整備事業の指定の取消し処分を行いました。

１　事業者及び事業場の名称
　事業者　名鉄自動車整備株式会社　（愛知県名古屋市）

　事業場　名鉄自動車整備株式会社 津島工場　（愛知県津島市）

２　行政処分の内容（処分年月日　令和４年１月 21 日）
　指定自動車整備事業の指定の取消し

３　主な違反条項
　⑴　道路運送車両法第 94 条の３第１項

　⑵　道路運送車両法第 94 条の５第１項

　⑶　道路運送車両法第 94 条の６第１項

４　違反の概要
　⑴　点検の一部を実施せず保安基準適合証等を交付した。（402 台）

　⑵　検査の一部を実施せず保安基準適合証等を交付した。（20 台）

　⑶　保安基準不適合状態で保安基準適合証等を交付した。（４台）

　⑷　検査作業と整備作業を分業していない。

　⑸　自動車検査員の証明がないにもかかわらず保安基準適合証等を交付した。（７台）

　⑹　指定整備記録簿に虚偽の記載をした。

　⑺　指定整備記録簿に一部記載漏れ、記載誤りがあった。

　⑻　法令の規定を遵守する体制でない。
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国土交通省プレスリリース

� 令和４年３月３0日

車検時の安全性等に係る確認項目を見直します
～自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方「中間とりまとめ」の公表～

自家用乗用車の車検時の確認項目 78 項目について、車両へのセルフチェック（OBD）機能の搭載

が進んでいること等を踏まえ、駐車ブレーキ等の５項目に OBD 機能を活用した方法等を導入し、

また、点火装置に係る２項目はその装置の構造が変化してきたことから削除することとしました。

近年、セルフチェック（OBD※）機能が搭載された自動車が普及してきたこと等を踏まえ、国土交

通省では昨年８月より、「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方検討会」を設置し、車検時の確

認方法について見直しを検討してきたところ、今般、本検討会の中間とりまとめを策定しました。
※ OBD：On-Board�Diagnosis（車載式故障診断）

自家用乗用車の車検時の確認項目 78 項目のうち、駐車ブレーキ、タイヤ等に関する５項目につ

いては、OBD 機能を活用した確認方法等によることも可能とします。また、点火装置については、

機械制御式から電子制御式に変化してきたことから、当該装置に係る２項目について、点検項目か

ら削除することとします。

表　自家用乗用車の車検時の確認項目７８項目の見直し結果
① OBD機能を活用した確認方法の導入等 ５項目

駐車ブレーキ機構 引きしろ

トランスミッション※１・トランスファ※２ オイル漏れ、オイル量

燃料蒸発ガス排出抑制装置 チャコール・キャニスタ※３の詰まりと損傷

チェック・バルブ※４の機能

タイヤ 空気圧

② 削除する項目 ２項目

点火装置 点火時期

ディストリビュータ※５のキャップの状態

※１　トランスミッションとは、走行状態に応じてギヤ比を切り替える変速装置
※２　トランスファとは、四輪駆動において、エンジンの動力を前輪と後輪に分配する装置
※３　チャコール・キャニスタとは、燃料タンク等から放出される燃料蒸発ガスを一時的に貯蔵する装置
※４　チェック・バルブとは、燃料蒸発ガスのチャコール・キャニスタからの逆流を防止する装置
※５　ディストリビュータとは、高電圧の電気を点火プラグに配電する装置

今後、自動車点検基準（省令）、自動車の点検及び整備に関する手引（告示）を改正します。なお、

今年度の検討会において結論に至らなかった項目については、次年度（令和４年度）も引き続き検討

を進めることとします。
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【添付資料】

・自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方について【中間とりまとめ】概要

・自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方について【中間とりまとめ】　略

※中間とりまとめは、以下の国土交通省ホームページにも掲載しています。

　https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk8_000014.html
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国土交通省プレスリリース

� 令和４年５月 17 日

「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び
道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の

整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定

令和元年５月に公布された道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

及び当該施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、本日、閣議決定されました。

１．背景
令和元年５月に道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号。以下「改正法」と

いう。）が公布され、自動車検査証を電子化することや、自動車検査証に有効期間等を記録する事

務等について国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託すること等ができることとなりました

（以下「記録等事務委託制度」という。）。これに伴い、改正法の施行期日等を定める等の関係政令

の整備を行います。

２．概要
⑴　道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

　�　記録等事務委託制度の準備行為に係る施行期日は、令和４年５月 2３ 日とし、自動車検査証

の電子化及び記録等事務委託制度に係る施行期日は、令和５年１月１日とします。

⑵　道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令

　①　道路運送車両法施行令

　　�　記録等事務委託制度の創設に伴い、当該委託に係る国土交通大臣の権限を運輸支局長等に

委任します。

　②　自動車登録令

　　�　自動車検査証の電子化に伴い、現行、自動車登録検査情報処理システムからの出力方法に、

「電磁的方法」を加えます。

　③　その他

　　　改正法における用語の見直しに伴い、関係政令について所要の改正を行います。

　④　経過措置

　　�　軽自動車における自動車検査証の電子化等に係る経過措置の期限を、令和５年 12 月 ３1 日

とします。

３．スケジュール
公布：令和４年５月 20 日㈮

施行：令和４年５月 2３ 日㈪（記録等事務委託制度の準備行為関係）

　　　令和５年１月１ 日㈰（自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係）
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等
が
一
定
の
要
件
を
備
え
る
者
（
指
定

整
備
事
業
者
、行

政
書
士
等
）
に
委
託
す
る
制
度
（
記
録
等
事
務
委
託
制
度
）
を
導
入
。な

お
、軽

自
動
車
に
つ
い
て

は
令
和

6年
1月

よ
り導

入
予
定
。

〇
これ

に
よ
り、
継
続
検
査
等
に
お
け
る
運
輸
支
局
等
へ
の
来
訪
が
不
要
とな

り、
オ
ン
ライ
ンで

完
結
した

申
請
を
実
現
。
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管理課関係

特定記録等事務代行等委託要領の制定について

各地方運輸局長 殿
沖縄総合事務局長 殿

国 自 情 第 44 号
国 自 整 第 50 号 自動車局長
令和４年５月20日

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）の規定により、改正後の道路運送

車両法第 74 条の５第１項及び第 74 条の６第１項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為

については、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和４年政令

第 194 号）の規定により、令和４年５月 2３ 日より行うことが可能となったところであり、併せて道

路運送車両法施行規則等の一部を改正し、関係法令を整備したところである。

上記期日以降、運輸監理部長又は運輸支局長あてに記録等事務の委託申請がなされることになる

が、改正後の道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則等に基づく記録等事務の委託審査に関し、

別紙のとおり要領を定めたので、各地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、その趣旨を十分理

解の上、本件事務処理について遺漏のないよう取り計らわれたい。

なお、本件については、軽自動車検査協会理事長、日本行政書士会連合会会長、一般社団法人日

本自動車整備振興会連合会会長、一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長及び一般社団法人全

国軽自動車協会連合会会長あて、別添のとおり通知したので申し添える。
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特定記録等事務代行等委託要領の制定について

軽自動車検査協会理事長 殿
国自情第 44 号の２
国自整第 50 号の２ 国土交通省自動車局長
令和４年５月20日

道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第 14 号）の規定により、改正後の道路運送

車両法第 74 条の５第１項及び第 74 条の６第１項の規定による委託に関し必要な手続その他の行為

については、道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和４年政令

第 194号）の規定により、令和４年５月 2３ 日より行うことが可能となったところであり、併せて道

路運送車両法施行規則等の一部を改正し、関係法令を整備したところです。

上記期日以降、記録等事務の委託申請をすることが可能となりますので、改正後の道路運送車両

法及び道路運送車両法施行規則等に基づく記録等事務の委託審査に関し、別紙のとおり要領を定め

ましたので、了知願います。

なお、本件につきましては、各地方運輸局長、沖縄総合事務局長及び関係団体に別添のとおり通

知していることを申し添えます。
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特定記録等事務代行等委託要領

 
 

(国自情第 44号、国自整第 50号 令和 4年 5月 20日) 

1 
 

特定記録等事務代行等委託要領 
 
目次 
 第１章 総則（第１条―第３条） 
 第２章 特定記録等事務（第４条―第１７条） 
 第３章 特定変更記録事務（第１８条―第２９条） 
 附則 
 

第１章 総則 
 
 （適用） 
第１条 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）第７４条の５第１項

の規定による継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託及び法第７４条の６

第１項の規定による自動車検査証の変更記録に関する事務の委託に関しては、同法、道路運送

車両法施行令（昭和２６年政令第２５４号）及び道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省

令第７４号。以下「施行規則」という。）の規定によるほか、この要領の定めるところによる。 
 
 （定義） 
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
一 特定記録等事務 自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に

関する事務であって、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務に該当しないもの 
二 特定記録等事務代行者 本要領第６条の規定により、運輸支局長（運輸監理部長を含む。

以下同じ。）又は軽自動車検査協会（以下「運輸支局長等」という。）より特定記録等事務の

委託を受けた者 
三 特定変更記録事務 登録自動車の自動車検査証の変更記録に関する事務であって、施行規

則第４９条の２０に定める事務に該当しないもの 
四 特定変更記録事務代行者 本要領第２０条の規定により、運輸支局長より特定変更記録事

務の委託を受けた者 
五 委託番号 運輸支局長等が、特定記録等事務代行者又は特定変更記録事務代行者（以下「記

録等事務代行者」と総称する。）に特定記録等事務又は特定変更記録事務（以下「記録等事務」

と総称する。）を委託するときに付与する固有の番号 
六 記録等事務代行アプリ 国土交通省自動車局（以下「本省」という。）が構築し、提供する

アプリケーションであって、記録等事務代行者が記録等事務を行う際に使用するもの 
 
（委託業務に係る費用） 

第３条 記録等事務代行者は、運輸支局長等に対し、記録等事務を行うにあたって必要となる費

用又は手数料その他の金銭の支払を請求することができない。    
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第２章 特定記録等事務 
 
（申請の単位） 

第４条 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、特定記録等事務の委託の申請について、

事業場単位で申請を行うものとする。 
 
（特定記録等事務の委託の申請） 
第５条 登録自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、最寄りの運輸支局長に、

検査対象軽自動車に係る特定記録等事務の委託を受けようとする者は、軽自動車検査協会に申

請するものとする。 
２ 前項の規定により、同時に運輸支局長及び軽自動車検査協会のいずれにも申請するときは、

登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の範囲に含める旨を申請書に明

記の上、運輸支局長及び軽自動車検査協会に同時に申請するものとする。 
３ 既に軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託を受けている場合において登録自動車に係

る特定記録等事務の委託を受けようとするとき又は法第７４条の６第１項に基づき変更記録事

務の委託を受けている場合において特定記録等事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与された委託番号を申請書に記載するものとする。 
４ 特定記録等事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の特

定記録等事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 
 
（委託に当たっての審査基準等） 
第６条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託に関する申請があった場合において、施行規則第

４９条の７の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託するも

のとする。 
（１）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、以下のいずれか

に該当する者であること。 
ア 行政書士の資格を有する者又は行政書士法人 
イ 行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１９条第１項ただし書に規定する総務省令で

定める者として、行政書士法施行規則（昭和２６年総理府令第５号）第２０条第２項第

２号に規定される者（ただし、同号で規定される手続きの区分に限る。） 
ウ 指定自動車整備事業の指定を受けている者 

（２）特定記録等事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定記録

等事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 
ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 
イ 検査標章の保管及び出納の管理 
ウ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 
エ 問題が生じた場合等において運輸支局長等と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切

な措置を講ずる等の統括管理 
（３）特定記録等事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 
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ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 
イ アに接続し、検査標章、自動車検査証記録事項等を印刷するための機器 
ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が
可能な機器 
エ インターネット接続環境 
オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定記録等事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられていること。 
（５）施行規則第４９条の７第３号に掲げる者に該当しないこと。 
２ 前条第２項の規定により、登録自動車に係る事務及び検査対象軽自動車に係る事務を委託の

範囲に含める旨が明記されている場合において、前項に定める要件をすべて満たしていると認

めたときは、当該申請を受けた運輸支局長はその旨を軽自動車検査協会に通知しなければなら

ない。 
３ 運輸支局長は、軽自動車検査協会から特定記録等事務の委託に関する申請を審査するため、

申請者が第１項（１）ウに該当する者であるかについて問合せがあった場合は速やかに回答す

ること。 
 
（委託に係る事務の範囲） 
第７条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者に対し、施行規則第４９条の６各号に掲げる事務

を委託してはならない。 
 
（委託書） 
第８条 運輸支局長は、特定記録等事務の委託をしたときは、当該特定記録等事務代行者に対し

て固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、既に

当該特定記録等事務代行者が軽自動車検査協会より特定記録等事務の委託を受けているとき又

は本要領第２０条の規定により既に特定変更記録事務の委託を受けているときは、新たに委託

番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託書に記載するものとする。 
 
（通知の方法） 
第９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の４の規定に基づき特定記録等事務代行者に通知を行

うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 
 
 （特定記録等事務代行者が講じる措置） 
第１０条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の４の規定による通知を受けたときは、

次に掲げる措置を講じなければならない。 
一 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間及び自動車検査証へ記録すべき事項を記録

等事務代行アプリを使用することにより自動車検査証に記録し返付すること。 
二 通知を受けた自動車の自動車検査証の有効期間と同一の有効期間を表示した検査標章を交

付すること。 
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（検査標章の配付等） 
第１１条 運輸支局長は、特定記録等事務代行者の申請により、特定記録等事務に必要な検査標

章を配付することとする。 
２ 運輸支局長は、特定記録等事務代行者から未使用の検査標章の返納があった場合はこれを回

収することとする。 
 
（検査標章の出納の記録） 
第１２条 運輸支局長は、検査標章授受出納簿（運輸支局用）を作成し、前条の規定により検査

標章を配付、回収したとき又は紛失の報告を受けたときは、出納状況を記録しなければならな

い。 
２ 特定記録等事務代行者は、検査標章の受入れ、交付、き損及び紛失等を記録する検査標章授

受出納簿（事業者用）を作成し、検査標章の出納状況を適切に管理しなければならない。 
 
（特定記録等事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  

第１３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の５第１項の規定により特定記録等事務代行者に関

する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 
２ 本省は、施行規則第４９条の５第２項の規定により特定記録等事務代行者の名称及び住所等

を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 
３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 
４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１３の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の１４の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 
５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の１５の規定による廃止の届出又は第４９条の１６の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 
６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 
 
（事業場の位置の変更の承認） 
第１４条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１３の規定により事業場の位置を変更

しようとするときは、本要領第５条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとする。 
２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は、本要領第６条第１項（２）、(３)及び
（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認するも

のとする。 
 
（氏名又は名称等の変更の届出） 
第１５条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１４の規定により変更の届出をすると

きは、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 
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２ 特定記録等事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第５条第４項の規定により提出した連

絡先、メールアドレスその他の特定記録等事務の実施にあたり必要な事項に変更があった場合

は、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 
 
（委託業務廃止の届出） 

第１６条 特定記録等事務代行者は、施行規則第４９条の１５の規定による委託業務廃止の届出

をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長等に届け出るものとする。 
２ 特定記録等事務代行者は、前項の廃止をした場合、遅滞なく保管している検査標章を運輸支

局長に返納すること。 
 
（委託の解除等） 

第１７条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１６の規定によるほか、特定記録等事務代行者が

本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 
２ 運輸支局長は、前項の解除を行った場合、当該解除を行った特定記録等事務代行者に対し、

遅滞なく保管している検査標章を返納させるものとする。 
 

第３章 特定変更記録事務 
 
（申請の単位） 

第１８条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、特定変更記録事務の委託の申請につ

いて、事業場単位で行うものとする。 
 
（特定変更記録事務の委託の申請） 

第１９条 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、当該委託を受けようとする事務の範

囲を管轄する運輸支局長に申請するものとする。 
２ 前項の規定において、複数の運輸支局長に申請するときは、申請手続を行うにあたり利便性

の高い運輸支局長（以下「代表運輸支局長」という。）を指定した上で、複数の運輸支局長に同

時に申請するものとする。 
３ 既に運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受けている場合において委託を受けていない

運輸支局長から委託を受けようとするとき又は法第７４条の５第１項に基づき特定記録等事務

の委託を受けている場合において特定変更記録事務の委託を受けようとするときは、本要領第

８条又は第２２条の規定により既に付与されている委託番号を申請書に記載するものとする。 
４ 特定変更記録事務の委託を受けようとする者は、申請書に連絡先、メールアドレスその他の

特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項を記載して提出するものとする。 
 
（委託に当たっての審査基準等） 
第２０条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託に関する申請があった場合において、施行規

則第４９条の２１の要件として、以下の（１）から（５）に適合すると認められるときは、委託

するものとする。ただし、複数の運輸支局長へ同時に申請があった場合は前条第２項に規定す
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る代表運輸支局長が審査し、他の運輸支局長は次項の規定により代表運輸支局長から通知を受

けてから審査するものとする。 
（１）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な能力を有する者として、行政書士の資

格を有する者又は行政書士法人であること。 
（２）特定変更記録事務を実施するのに必要かつ適切な組織として、以下の業務を行う特定変

更記録事務責任者を選任し、当該事務を確実に実施できる体制を構築していること。 
ア 自動車検査証への記録の適切な実施の管理 
イ 法令及び委託に付した条件の遵守についての必要な監督 
ウ 問題が生じた場合等において運輸支局長と確実に連絡が取れる体制の構築及び適切な

措置を講ずる等の統括管理 
（３）特定変更記録事務を実施するのに必要な設備等として、以下を備えていること。 
ア 記録等事務代行アプリを使用することが可能なパソコン 
イ アに接続し、自動車検査証記録事項を印刷するための機器 
ウ アに接続し、自動車検査証に搭載される IC タグをかざすことにより読取及び書換が
可能な機器 
エ インターネット接続環境 
オ 記録等事務代行アプリの使用にあたって個人を認証するもの 

（４）特定変更記録事務を実施するにあたって、必要なセキュリティ対策が講じられているこ

と。 
（５）施行規則第４９条の２１第３号に掲げる者に該当しないこと。 
２ 前条第２項の規定により、申請者が複数の運輸支局長に対して委託の申請をした場合におい

て、代表運輸支局長は、前項に定める要件をすべて満たしていると認めたときは、その旨を申

請があった他のすべての運輸支局長に通知しなければならない。 
 
（委託に係る事務の範囲） 
第２１条 運輸支局長は、特定変更記録事務代行者に対し、施行規則第４９条の２０に掲げる事

務を委託してはならない。 
 
（委託書） 
第２２条 運輸支局長は、特定変更記録事務の委託をしたときは、当該特定変更記録事務代行者

に対して固有の委託番号を付与し、当該番号を記載した委託書を交付するものとする。ただし、

既に当該特定変更記録事務代行者が本要領第６条の規定により特定記録等事務の委託を受けて

いるとき又は本要領第２０条の規定により他の運輸支局長から特定変更記録事務の委託を受け

ているときは、新たに委託番号を付与せず、先に委託を受けた際に付与された委託番号を委託

書に記載するものとする。 
 
（通知の方法） 

第２３条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１８の規定に基づき特定変更記録事務代行者に通

知を行うときは、記録等事務代行アプリを通じて通知することとする。 
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 （特定変更記録事務代行者が講じる措置） 
第２４条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の１８の規定による通知を受けたとき

は、通知を受けた自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を記録等事務代行アプリを

使用することにより自動車検査証に記録し返付しなければならない。 
 
（特定変更記録事務代行者に関する記録及びインターネットへの公開等）  
第２５条 運輸支局長は、施行規則第４９条の１９第１項の規定により特定変更記録事務代行者

に関する記録を作成したときは、当該記録を本省に報告しなければならない。 
２ 本省は、施行規則第４９条の１９第２項の規定により特定変更記録事務代行者の名称及び住

所等を、本省が管理するホームページに掲載することとする。 
３ 運輸支局長は、各運輸支局ホームページにリンクを設置するなど前項に規定するホームペー

ジを閲覧することができる状態にすることとする。 
４ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２６の規定による変更の承認を行ったとき又は第４９条

の２７の規定による変更の届出があったときは、第１項の規定による記録を更新し、当該記録

を本省に報告しなければならない。 
５ 運輸支局長は、施行規則第４９条の２８の規定による廃止の届出又は第４９条の２９の規定

による委託の解除を行ったときは、第１項の規定による記録を削除し、その旨を本省に報告し

なければならない。 
６ 本省は、前２項の規定による報告を受けたときは、第２項に規定するホームページに掲載し

た情報を更新又は削除することとする。 
 
（事業場の位置の変更の承認） 
第２６条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２６の規定により事業場の位置を変

更しようとするときは、本要領第１９条各項の規定に準じて、変更の承認申請を行うものとす

る。 
２ 前項の規定により申請があったときは、運輸支局長は本要領第２０条第１項（２）、（３）及

び（４）の審査基準等に準じて審査を行い、要件を満たしていると認められる場合は承認する

ものとする。 
 
（氏名又は名称等の変更の届出） 
第２７条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２７の規定により変更の届出をする

ときは、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 
２ 特定変更記録事務代行者は、前項に定めるほか、本要領第１９条第４項の規定により提出し

た連絡先、メールアドレスその他の特定変更記録事務の実施にあたり必要な事項に変更があっ

た場合は、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 
 
（委託業務廃止の届出） 

第２８条 特定変更記録事務代行者は、施行規則第４９条の２８の規定による委託業務廃止の届

出をするときは、あらかじめ、委託を受けた運輸支局長に届け出るものとする。 
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（委託の解除等） 
第２９条 運輸支局長は、施行規則第４９条の２９の規定によるほか、特定変更記録事務代行者

が本要領の規定に違反したときは委託を解除することができる。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要領は令和４年５月２３日から施行する。 
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国土交通省プレスリリース

� 令和３年 12 月 10 日

引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に！
～来年（令和４年）１月４日より運用を開始します！～

国土交通省では、個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナン
バープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設することとし、来年１月４日から運用
を開始することといたします。

１．特例措置の内容
①　特例の対象となる手続き
　�　引越に伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップ

サービス（OSS）により行う手続きが対象となります。
※所有者と使用者が不同一の場合など一部の場合は本特例の対象外となります。

②　新旧車検証の郵送による交換
　�　所有者は、OSS で変更登録を申請した後、15 日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄す

る運輸支局等あてに旧車検証（写しも可）を郵送していただくと、運輸支局等から変更後の新車
検証（備考欄に旧登録番号が記載されたもの）を郵送にて交付します。
※�旧車検証（写し）を送付いただいた場合は、新車検証受取り後、旧車検証（原本）を速やかに運輸支局等宛に

郵送してください。

③　新たなナンバープレートの交付等
　�　所有者は、次回車検までに（車検時でも可）、管轄の運輸支局等の窓口に提出していただくと、

新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書を交付します。
　�　これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出していただくと、新しいナンバープレー

トが交付されます。その際、旧ナンバープレートは返納いただきます。
２．本特例措置の運用開始日

　令和４年１月４日㈫

※注意事項
・�次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問わ

れる場合があります。
・�車検証（原本）の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際にはご注意

ください。

【参考】　自動車保有関係手続きのワンストップ・サービス（OSS）について
・申請ポータルサイト　URL：https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
・ヘルプデスク　　　　電話：050-5540-2000（年末年始を除く平日で、８：３0 ～ 17：00）
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自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の
取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について

地方運輸局自動車技術安全部長 殿
内閣府沖縄総合事務局運輸部長 殿

国 自 情 第 242 号
国 自 整 第 221 号 自動車情報課長

整備課長令和３年12月10日

政府全体で推進している引越に伴う手続きの負担軽減の一環として、自動車の所有者が引越に伴

い使用の本拠の位置を含む変更登録申請を自動車 OSS により行う場合において、自動車登録番号

標の交付の時期を次回車検時まで猶予するよう特例として認めるにあたり、以下の要領で取り扱う

こととしたので、遺漏ないよう取り扱われたい。

記

１．本特例の対象となる手続き
　�　本件は、引越時の忙しい時に自動車の所有者本人が自動車検査証や自動車登録番号標の交換の

ために運輸支局等へ出頭することを不要とする特例のため、自動車の所有者本人が、引越に伴い

使用の本拠の位置を含む変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車 OSS により行う場

合（電子化されていない書類の提出が必要な手続きを除く）を対象とするものとする。

２．自動車検査証の返付及び交付の手段
　本特例の適用を受けることを前提に変更登録申請を OSS により行った所有者において、

OSSIF システムから審査完了通知を受けた際は、追跡機能がある返送用封筒（例：レターパック、

送料は所有者負担）を同封の上、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等あてに自動車検査証（写

しも可）を郵送させること。運輸支局等への郵送にあたっても、所有者負担の下で追跡機能があ

る方法で行わせること。

　①　管轄変更のある（番号変更を伴う）使用の本拠の位置の変更の場合

　　�　自動車検査証（写しも可）の返付を受けた運輸支局等は、新たに交付する自動車検査証（備

考欄に交換を猶予されている車体表示ナンバーが記載されたもの）を返送用封筒に封入の上、

速やかに所有者へ郵送にて交付し、登録事項等通知書は運輸支局等にて保管する。なお、郵

送の際、返付された自動車検査証が写しの場合には、速やかにその原本を返付するよう促す

文書を同封すること。

　②　管轄変更のない（番号変更を伴わない）使用の本拠の位置の変更の場合

　　�　自動車検査証（写しも可）の返付を受けた運輸支局等は、新たに交付する自動車検査証及び

登録事項等通知書を返送用封筒に封入の上、所有者へ郵送にて交付する。なお、郵送の際、

返付された自動車検査証が写しの場合には、速やかにその原本を返付するよう促す文書を同

封すること。

−　20　−



３．自動車登録番号標交付代行者との関係
　各運輸支局等において、一日の業務終了後、本特例により自動車登録番号標の交付の時期が次

回車検時まで猶予された自動車登録番号が示された登録番号一覧帳票を出力の上、自動車登録番

号標交付代行者に通知する。

　自動車登録番号標交付代行者において、当該登録番号一覧帳票により通知を受け、交付の時期

が次回車検時まで猶予された変更登録後の自動車登録番号標については、所有者が交付を受ける

までの間は、適切な管理・保管を行うものとする。

４．自動車登録番号標の交付
　所有者（代理人を含む）は、変更登録後の登録事項等通知書及び自動車登録番号標の交付を受け

る場合は、自動車検査証を使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の窓口に提出する。

　運輸支局等においては、提出された自動車検査証の備考欄を確認するとともに、変更登録前の

自動車登録番号標の返納方法を確認し、変更登録前の自動車登録番号の記載を削除した自動車検

査証及び保管していた登録事項等通知書を所有者に交付する。

　自動車登録番号標交付代行者においては、提出された登録事項等通知書と自動車検査証を確認

するとともに、変更登録前の自動車登録番号標の返納（出張封印の場合を除く）を受け、保管して

いる変更登録後の自動車登録番号標を交付する。

５．自動車登録番号標の交付を受けずに検査申請を受けた場合の取扱い
　運輸支局等の検査部門等の職員は、継続検査等により有効期間が更新された自動車検査証と併

せて、MOTAS から出力される通知書（変更登録後の自動車登録番号標の交付を受けていないこ

とが明記された書面）を受検者に交付する。

　なお、この場合の特例違反に関する使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等への連絡は、

MOTAS の業務連絡により自動的に行われる。

６．自動車登録番号標の交付を受けない所有者の取扱い
　５．の規定により、特例違反の連絡を受けた運輸支局等は、２．①で保管していた当該自動車

の登録事項等通知書に記載されている所有者に対し、当該登録事項等通知書及び自動車登録番号

標の交付を速やかに受けることを求める旨の通知文書を同封の上、追跡機能がある方法にて送付

するものとする。

　郵送した登録事項等通知書が所有者に到達してから 15 日経過してもなお、変更登録後の自動

車登録番号標の交付を受けない所有者がいることを確認した場合は、道路運送車両法 20 条違反

の状態にあることから、運輸支局等より所有者に対して変更登録後の自動車登録番号標の交付を

すみやかに受けるよう、電話連絡等により催促を行うものとする。

　上記催促を繰り返し実施したにもかかわらず、変更登録後の自動車登録番号標の交付を受けな

い所有者については、反復性や悪質性の高さなどを総合的に判断の上、都道府県警察へ相談する

ものとする。
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７．未交付となった自動車登録番号標の取扱い
　運輸支局等の職員は、以下の取扱いを行った際は、その旨を自動車登録番号標交付代行者に連

絡するものとする。

　①�　自動車登録番号標交付代行者において管理・保管していた自動車登録番号標が不用となっ

た旨 MOTAS の業務連絡により確認した場合

　②�　自動車登録番号標の交付を受けない所有者に登録事項等通知書が到達したことを確認した

場合

　①の場合、運輸支局等から連絡を受けた自動車登録番号標交付代行者は、当該自動車登録番号

標について適切に廃棄処理を行うとともに、廃棄処理を行った場合にはその旨を運輸支局等に報

告するものとする。

　②の場合、運輸支局等から連絡を受けた自動車登録番号標交付代行者は、当該自動車登録番号

標が不用となった旨運輸支局等から連絡があるまで当該自動車登録番号標について引き続き適切

な管理・保管を行うものとする。

　本通達は、令和４年１月４日から施行する。
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希望ナンバー制の導入について

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿

自 管 第 61 号 自動車交通局技術安全部
自動車情報課長平成９年８月４日

平成12年12月７日
平成16年３月22日
平成16年４月６日
平成17年３月31日
平成18年３月30日
平成19年３月30日
平成20年３月28日
平成21年３月30日
平成22年３月31日
平成23年４月11日
平成24年４月10日
平成25年４月26日
平成26年５月28日
平成27年８月24日
平成28年５月26日
平成29年２月２日
平成29年６月26日
令和２年１月31日
令和３年３月２日
最終改正 国自情235号
令和３年12月２日

標記については、平成９年８月４日付け自管第 60 号で通達したところであるが、その細則を下記

のとおり定めたので遺漏なきよう取り計らわれたい。

記

１．希望の対象等について
⑴�　希望ナンバー制における希望の対象は、自動車登録番号のうち自動車登録規則（以下「規則」

という。）第 1３ 条第４号に掲げる「４ケタ以下のアラビア数字」（以下「番号」という。）とする。

⑵�　希望番号の払出方法は、自動車の区分に応じ次の通りとし、島しょ地域を除いて、予約を受

けてから原則として４日間（土・日曜日を除く。）でナンバープレートを交付するものとする。

　�　なお、希望番号の払出に当たっては分類番号の範囲を区分して行うこととし、従来の受付順

による番号（以下「一連番号」という。）用として X00 ～ X09（但し、①エ．及び②イ．で定める

ものについては希望番号用とする。）、転入抹消用として次の転入抹消用番号表の番号とし、残

りを希望番号用とする。但し、厳原、宮古、八重山の各自動車検査登録事務所又は運輸事務所

においては、X10 ～ X98 であっても一連番号用とする場合がある。
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＜転入抹消用番号表＞

分類番号１桁目 分類番号 下２桁 分類番号１桁目 分類番号 下２桁

１ナンバー 98，99 ６ナンバー 99

２ナンバー 98，99 ７ナンバー 78，79，99

３ナンバー 26，29，99 ８ナンバー 79，99

４ナンバー 79，99 ９ナンバー 98，99

５ナンバー 99 ０ナンバー 98，99

　　①　自家用自動車（規則別表第三第２号に掲げる自動車をいう。）

　　　ア�．　特に希望が集中すると考えられる次の 1３ 通りの番号（以下「抽選対象希望番号」とい

う。）については、コンピュータにより自動車登録番号標交付代行者（以下「交付代行者」

という。）が行う抽選（毎週１回実施）の結果に基づいて予約を受け、払出しを行うことと

する。

1 7 8 88 333

555 777 888 1111 3333

5555 7777 8888

　　　イ．�　ア．の番号以外でも、特定の運輸支局等において、特に希望が集中している次の番

号については、抽選対象希望番号として取り扱うこととする。

特定の運輸支局等（表示文字） 番　　　　号

札幌運輸支局（札幌） 3，11，1122

千葉運輸支局（千葉） 3，1122

習志野自動車検査登録事務所（習志野） 3

埼玉運輸支局（大宮） 3，5，11，55，77，1122，1188，2525

東京運輸支局（品川）
3，5，6，9，10，11，18，33，55，77，111，1000，
1001，1010，1122，1188，2525，8008

足立自動車検査登録事務所（足立） 3，5，11，55，77，1122

練馬自動車検査登録事務所（練馬） 3，5，11，55，77，1122

多摩自動車検査登録事務所（多摩） 3，5，11，55，77，1122

神奈川運輸支局（横浜）
2，3，5，6，9，10，11，18，33，55，77，111，
123，1000，1001，1010，1122，1188，1212，2525，
7000，8000，8008

愛知運輸支局（名古屋）
2，3，5，6，9，10，11，18，23，33，55，77，111，
123，358，1000，1001，1010，1122，1188，2525，
7788，8008

三重運輸支局（三重） 3
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岐阜運輸支局（岐阜） 3，5，11，55，1188，8008，1122

大阪運輸支局（大阪）
2，3，5，6，9，10，11，18，33，55，77，111，
123，1000，1001，1010，1122，1188，2525，5678，
7788，8000，8008，9999

なにわ自動車検査登録事務所（なにわ） 3，5，11，33，55，77，111，1000，1001，8008

和泉自動車検査登録事務所（和泉） 3，5，55，11，77，111，1000，1001，8008

京都運輸支局（京都）
3，5，11，33，55，77，111，123，1000，1001，
1122，1188，8008

奈良運輸支局（奈良） 3，8008

滋賀運輸支局（滋賀） 3，8008

兵庫陸運部（神戸）
2，3，5，6，9，10，11，18，33，55，77，111，
123，1000，1001，1010，1122，1123，1188，1212，
2525，7788，8000，8008，8118，9999

姫路自動車検査登録事務所（姫路） 8008

岡山運輸支局（岡山） 3，5，11

福岡運輸支局（福岡） 3，5，33

　　　ウ．�　抽選対象希望番号以外の番号（以下「一般希望番号」という。）については番号が払底

しない限り、申込（予約）に応じて払出を行うこととする。

　　　エ．�　希望ナンバー制を利用しないユーザーに対しては、一連番号による自動車登録番号

標が交付されることとなるが、抽選対象希望番号及び抽選対象希望番号から一般希望

番号に変更された次の 16 通りの番号については、一連番号による自動車登録番号標

の交付では払出しを行わないこととする。また、これらの番号については、分類番号

の X00 ～ X09 も希望番号として用いることとする。

2 3 5 111 222

1000 1234 2000 2019 2020

2222 3000 5000 5678 7000

8000

　　②�　①以外の自動車（規則別表第三１号、３号及び第４号に掲げる自動車をいう。）

　　　ア�．全ての番号について、番号が払底しない限り、申込（予約）に応じて払出しを行うこととする。

　　　イ�．希望ナンバー制を利用しないユーザーに対しては、一連番号による自動車登録番号標

が交付されることとなるが、事業用自動車に関しては、①ア．の表に掲げる番号のうち

「88」を除いた 12 通りの番号と①エ．の表に掲げる 16 通りの抽選対象希望番号から一般

希望番号に変更された番号の合計 28 通りの番号については、一連番号による自動車登

録番号標の交付では払出しを行わないこととする。また、これらの番号については、分

類番号の X00 ～ X09 も希望番号として用いることとする。
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２．適切な希望番号の予約業務の実施について
　交付代行者が行う希望番号の予約業務の実施方法の骨子については次の通りであるが、交付代

行者から「希望番号予約業務運営要領」を提出させることにより確認し、公正・公平かつ円滑に予

約業務が実施できるよう指導するものとする。

〇予約業務の実施方法（骨子）

　⑴　申込は、本人又は代理人が、交付代行者に対し次の方法により行うものとする。

　　①　出頭

　　②　郵送又はファックス

　　③　インターネット

　⑵　申込用紙は交付代行者の窓口で配布するものとする。

　⑶　申込に当たっては、自動車の使用者の氏名又は名称及び車台番号を明記させることとする。

　⑷�　抽選対象希望番号は、毎週１回の抽選に当選した者からのみ予約を受付けることとする。

一般希望番号については、申込の時点で予約を受付けることとする。

　⑸�　１回の抽選で払い出す希望番号の数は原則２個以上とするが、小型乗用車及び小型貨物車に

あっては分類番号が２倍あるため、１回の抽選で払い出す希望番号の数は原則４個以上とする。

　　�　ただし、特定の運輸支局等において、特に希望が集中し、払出が進んでいる特定の番号に

ついては、１回の抽選で払い出す希望番号の数を１個とすることができる。

　⑹�　交付代行者は、予約を受付ける際にユーザーから自動車登録番号標の交付手数料を収受す

ることとする。この交付手数料については、予約を受付けた時点で希望番号に係る自動車登

録番号標が製作されることに鑑み、予約のキャンセル、構造変更等により希望番号による登

録が行われなかった場合であっても返還しないこととする。

　⑺�　抽選対象希望番号受付証及び希望番号予約済証には有効期間を付すこととし、当該有効期

間を経過した場合は失効するものとする。

３．周知事項等について
　少なくとも次に掲げる事項については、交付代行者の事務所に掲示する等の方法によりユー

ザーに周知させることとする。

　⑴　抽選対象希望番号

　⑵　抽選対象希望番号については、同一車台番号で複数の申込みができない旨

　⑶�　希望番号の予約の申込みの際に明記された自動車の使用者の氏名又は名称及び車台番号と

異なる内容の登録申請については、希望番号による登録ができない旨

　⑷　予約受付から自動車登録番号標交付までの所要日数

　⑸　自動車登録番号標の交付手数料の返還を行わない旨

　⑹　抽選対象希望番号受付証の有効期間

　⑺　希望番号予約済証の有効期間
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国土交通省プレスリリース

� 令和２年12月８日

車検証を電子へ！
～電子車検証の仕様に関する検討結果について～

電子化された自動車検査証（以下、「電子車検証」という。）の仕様について、総合的に検討した結果、

A６サイズ程度の台紙に IC タグを貼り付ける方式を採用することとしましたので、お知らせします。

自動車保有関係手続については、関係省庁と連携し、オンラインで一括した申請手続を可能とす

るワンストップサービス（OSS）を導入・推進しています。さらなる推進に向けて、継続検査等で紙

の車検証の受取のために必要となっている運輸支局等への来訪を不要とし、OSS で申請手続を完

結することを可能とする、車検証の電子化を実現するため、平成３0年９月から計11回にわたって、

「自動車検査証の電子化に関する検討会」が開催され、令和２年６月に「報告書」が公表されたところ

です。

電子車検証の仕様について、同報告書において、「実際の利活用のニーズを十分に踏まえながら

も、ユーザ負担を抑制する観点から、システムのライフサイクルでの費用対効果を十分に勘案しつ

つ、自動車検査証の電子化を可能な限り低コストで実現することが適当である」とされました。

これを踏まえ、国土交通省において、車検証の電子化に係る全体コストや IC チップの空き領域

の利活用方策等、あらゆる観点から総合的に検討した結果、A６サイズ程度の台紙に IC タグを貼

り付ける方式を採用することといたしました。

電子車検証のイメージは別紙のとおりです。

今後は、令和５年１月に予定している車検証電子化の開始に向けて、関係者と連携しながら、具

体的な制度整備や関係システムの構築等に着実に取り組んでまいります。

＜参考＞「自動車検査証の電子化に関する検討会」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_0000３4.html
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に
あ
って
は
燃
料
タ
ン
ク
の
個
数
・容
量

貸
渡
自
動
車
（
ワ
ン
ウ
ェイ
方
式
）
で
あ
る
旨

軽
自
動
車
で
最
高
速
度
60
km

/h
の
うち
、高

速
道
路
を
運
行
しな

い
も
の
で
あ
る
旨

＜
券
面
非
表
示
事
項
（
IC
タ
グ
の
み
）
＞

所
有
者
の
氏
名
・住
所

使
用
者
の
住
所

自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間

使
用
の
本
拠
の
位
置

被
牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

保
安
上
・環
境
保
全
上
の
必
要
な
指
示
を
した

自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
内
容

保
安
基
準
を
緩
和
した

自
動
車
に
あ
って
は
そ
の
内
容

備
考
欄
情
報

特
区
法
の
規
定
に
よ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
の
内
容

牽
引
自
動
車
に
あ
って
は
被
牽
引
自
動
車
の
車
名
・型
式

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
に
あ
って
は
、そ
の
総
重
量

牽
引
自
動
車
で
あ
る
旨

キ
ャン
ピ
ン
グ
トレ
ー
ラ
ー
を
牽
引
す
る
自
動
車
で
あ
る
旨

※
下
線
の
事
項
は
、電

子
化
に
伴
い
「そ
の
旨
」の
み
を
券
面
に
記
載
し、
具
体
的
な
内
容
は
IC
タ
グ
に
記
録
す
る
も
の

現
行
の
車
検
証
情
報
は
IC
タグ
に
全
て
記
録

汎
用
の
カー

ドリ
ー
ダー

で
読
取
可
能
（
読
取
機
能
付
きス

マー
トフ
ォン
に
も
対
応
）
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� （別紙３）

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リ
の
概
要

国国
土土
交交
通通
省省

あ
な
た
の
お
車
「
品
川
3
0
0
お
1
2
3
4
」

の
車
検
の
有
効
期
間
が

近
づ
い
て
い
ま
す
。

（
有
効
期
間
*
*
年
*
*
月
*
*
日
）

電電
子子
車車
検検
証証

！
通
知
！

① ①
「「
車車
検検
証証
閲閲
覧覧
アア
ププ
リリ
」」
のの
提提
供供

②②
車車
検検
証証
有有
効効
期期
間間
更更
新新
時時
期期
のの
通通
知知

自自
動動
車車
ユユ
ーー
ザザ
ーー

○○
車車
検検
証証
閲閲
覧覧
アア
ププ
リリ
をを
イイ
ンン
スス
トト
ーー
ルル

ＰＰ
！！

○
今
後
IC
タグ

に
記
録
され

る
こと
に
な
る
有
効
期
間
や
使
用
者
住
所
、所

有
者
情
報
に
つ
い
て
、ユ

ー
ザ
や
関
係
事
業
者
は
、車

検
証
閲
覧

ア
プ
リを
活
用
して

当
該
情
報
を
確
認
す
る
。

○
閲
覧
ア
プ
リに
よ
り、
車
検
証
情
報
の
確
認
の
ほ
か
、車

検
証
情
報
ファ
イル

の
出
力
（
PD
F等

）
や
車
検
証
情
報
以
外
の
情
報
の
確
認

等
も
可
能
に
な
る
予
定
。

○
ま
た
、車

検
証
閲
覧
アプ

リを
イン

ス
トー

ル
した

ユ
ー
ザ
ー
に
は
車
検
証
有
効
期
間
更
新
時
期
をお

知
らせ

す
る
サ
ー
ビス

を開
始
予
定
。

サ
ー
ビス

の
概
要

利
用
開
始
時
期

サ
ー
ビス

時
間

利
用
可
能
者

利
用
可
能
機
器

20
23
年
1月

～
24
時
間
36
5日

車
検
証
原
本
を
所
持
す
る
者

提
示
を
受
け
られ

る
者

PC
ス
マ
ー
トフ
ォン

車
検
証
閲
覧
ア
プ
リの

概
要

・車
検
証
情
報
の
閲
覧

・車
検
証
情
報
ファ
イル

の
出
力

・リ
コー

ル
情
報
等
の
確
認

…

車車
検検
証証
閲閲
覧覧
アア
ププ
リリ
のの
機機
能能
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新
た
な
全
国
版
図
柄
入
りナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
採
用
デ
ザ
イ
ン

経経
緯緯採採
用用
デデ
ザザ
イイ
ンン

タイ
トル

：
は
な
れ
て
い
て
も
「思
い
、み

な
一
つ
に
」

〇
日
本
全
国
4
7
都
道
府
県
の
県
花
を
モ
チ
ー
フ
に
、
日
本
の
美

し
さ
を
表
現
し
ま
し
た
。
（
制
作
者
）

デ
ザ
イン
コン
セ
プ
ト

※
寄
付
金
な
しの

場
合
は
、モ
ノト
ー
ン版

とな
る
。

〇
日
本
を
元
気
に
して
い
こう
との
メッ
セ
ー
ジ
を
込
め
、「
日
本
を
元
気
に
！
」、
「立
ち
上
が
れ
！
美
しい

日
本
」を
テ
ー
マと
して
若
い
方

た
ち
を
対
象
とし
て
デ
ザ
イン
案
を
募
集

〇
東
京
20
20
大
会
特
別
仕
様
ナ
ンバ

ー
プ
レ
ー
ト時

の
９
６
件
を
超
え
る
１
４
５
件
の
デ
ザ
イン
応
募
あ
り

※
1次

審
査
で
14
5作

品
か
ら1
2作

品
を
選
出
、2
次
審
査
で
12
作
品
か
ら5
作
品
を
選
出
、最

終
審
査
で
5作

品
か
ら1
作
品
を

選
出

〇
２
次
審
査
通
過
作
品
に
つ
い
て
は
６
月
１
日
よ
り国

民
の
皆
様
か
ら意

見
募
集
を
行
い
、７

３
６
件
の
応
募
が
あ
った

※
国
民
意
見
募
集
期
間
：
6/
1～
6/
14
（
国
交
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
意
見
募
集
）

交交
付付
期期
間間

〇
令
和
4年
4月

半
ば
頃
か
ら5
年
間
交
付
予
定
。

寄
付
金
の
使
途

〇
道
路
交
通
環
境
向
上
等
の
取
組
に
充
て
られ

る
予
定

（
あ
らゆ

る
人
の
移
動
円
滑
化
、交

通
事
故
の
削
減
、観

光
振
興
、環

境
負
荷
の
軽
減
等
）
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「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱いについて」
（平成７年11月21日付け自技第240号）の一部改正について
	 国 自 整 第301号
	 令和４年３月28日
	 自動車局整備課

１．背景
・	試作車又は組立車の道路運送車両の保安基準の適合性審査にあたっては、「改造自動車等の取

扱いについて」（平成７年 11 月 21 日付け自技 239 号）により、現車審査に先立ち、国（地方運輸

局）が書面審査を実施している。

・	また、書面審査の方法については、「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱いについ

て」（平成７年 11 月 21 日付け自技第 240 号：以下「細部取扱い」という。）において運用している。

・	今般、道路運送車両の保安基準の基準強化に伴い複雑化する基準に対して、書面審査の効率性

向上を目的として細部取扱いを改正する。

２．改正概要
⑴	　道路運送車両の保安基準に基づく技術基準への適合性審査を効率的に実施するため、申請車

両と同一構造を有した自動車の試験成績書を流用（キャリーオーバー）することで当該申請車両

の試験成績書を省略する場合について、取扱いの明確化を行う。

⑵	　協定規則第 13 号への適合性を証する書面については、自動車製作者により作成された技術

基準適合検討書の提出をもって、試験成績書に代えることができることとし、技術基準適合検

討書の様式を定める。

３．改正年月日等
⑴　改正年月日：令和４年３月 28 日

⑵　適用年月日：改正年月日と同じ

技術課関係
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令和４年３月４日

キャンピング車等構造要件
見直しのおしらせ

今般、キャンピング車等の構造要件について、見直しを
おこない、新しい構造要件を令令和和４４年年４４月月１１日日より適用し
ます。見直しの内容は以下の通りです。

中部運輸局

詳しくは、以下URLをご確認ください。

① 水道・炊事設備を利用する床面の有効高さ見直し

② 就寝設備の最低数の見直し

③ その他特種用途自動車の構造要件見直し

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_2.htm

着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備※について、これらを利用するた
めの床面高さを１，２００ｍｍとしました。

乗車定員３名以下の自動車について、就寝設備の最低数を大人２名分
から１名分に変更しました。

または
1,600mm以上

1,200mm以上

1,600mm以上

850mm超 ※850mm以下

1,000mm以上

1,800mm以上

500mm以上

1,800mm以上

就寝設備 ※大人一人当たりの就寝設備の寸法は、長さ1800mm以上、幅500mm以上。

※着座姿勢で利用可能な水道・炊事設備は、高さ850mm以下。
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国土交通省プレスリリース

	 令和３年６月2５日

豪雨に備えて、車に脱出用ハンマーを備えましょう！
～脱出用ハンマーの使用方法と選び方～

・台風等による豪雨時においては、道路が冠水する前に早急に避難することが重要です。

・	万一避難が遅れ、水没した車両内に閉じ込められた場合に備え、車両からの脱出に有効な脱出用

ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオをご覧ください。

・	市場に流通している脱出用ハンマーの破砕性能試験を実施し、製品の選び方をまとめましたので、

ご参考にしてください。

Ⅰ．実演動画 → 概要は別紙１の通り

脱出用ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオを作成しましたので、ご覧ください。

Ⅱ．製品の選び方 → 破砕性能試験結果は別紙２の通り
自動車用品販売店、通信販売サイト、雑貨店等で販売されている ５1 銘柄の脱出用ハンマーに

対して、JIS 規格、GS 規格に準拠した２通りの破砕性能試験を実施し、その結果を踏まえて製

品の選び方をまとめました。

・全ての製品について、自動車用ガラスの破砕が可能であることを確認しました。

・	特に、十分な破砕性能が確保されていた JIS マーク、GS マークを取得している製品及び各販

売店等が推奨する製品（純正品等）の購入を推奨します。

Ⅲ．今後の対応
・今後とも、脱出用ハンマーの普及拡大と、製品の正しい使用方法の周知に努めます。

【参　考】　2020/８/12 国土交通省プレスリリース	 	
台風の前に車両からの脱出手順の確認を！ －水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて－		
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003793.html

	【委託先】	 	
独立行政法人 自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 - ビデオ制作	 	
芝浦工業大学 - 製品性能市場調査

	【別添資料】	 	
別紙１：脱出用ハンマーの種類・使用方法をまとめたビデオ概要	 	
別紙２：脱出用ハンマーの市場製品の破砕性能調査結果　略

 

 

https://youtu.be/WqzaHX8TEYM

 

 
令和３年６月２５日 

自 動 車 局 

審 査 ・リコール課         

豪豪雨雨にに備備ええてて、、車車にに脱脱出出用用ハハンンママーーをを備備ええままししょょうう！！  
～～脱脱出出用用ハハンンママーーのの使使用用方方法法とと選選びび方方～～  

 台風等による豪雨時においては、道路が冠水する前に早急に避難することが重要です。 

 万一避難が遅れ、水没した車両内に閉じ込められた場合に備え、車両からの脱出に有効な 

脱出用ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオをご覧ください。 

 市場に流通している脱出用ハンマーの破砕性能試験を実施し、製品の選び方をまとめましたの
で、ご参考にしてください。 

Ⅰ．実演動画 → 概要は別紙１の通り 

  脱出用ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオを作成しましたので、ご覧ください。 

 

 

 

 
 
 

Ⅱ．製品の選び方 → 破砕性能試験結果は別紙２の通り 

自動車用品販売店、通信販売サイト、雑貨店等で販売されている５１銘柄の脱出用ハンマーに

対して、JIS規格、GS規格に準拠した２通りの破砕性能試験を実施し、その結果を踏まえて製品の

選び方をまとめました。 

全ての製品について、自動車用ガラスの破砕が可能であることを確認しました。 

特に、十分な破砕性能が確保されていた JIS マーク、GS マークを取得している製品及び各販

売店等が推奨する製品（純正品等）の購入を推奨します。 

Ⅲ．今後の対応 

今後とも、脱出用ハンマーの普及拡大と、製品の正しい使用方法の周知に努めます。 

【参考】 ２０２０/８/１２ 国土交通省プレスリリース 

台風の前に車両からの脱出手順の確認を！―水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて― 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003793.html 

【委託先】 

独立行政法人 自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 - ビデオ制作 

芝浦工業大学 - 製品性能市場調査 

【別添資料】 

別紙１ ： 脱出用ハンマーの種類・使用方法をまとめたビデオ概要 

別紙２ ： 脱出用ハンマーの市場製品の破砕性能調査結果 

【お問い合わせ先】  
審査・リコール課 西野、渋谷 
代表：03-5253-8111 （内線：42352） 
直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640 

QR コード 

↓動画はこちら！ 

 

 

https://youtu.be/WqzaHX8TEYM

 

 
令和３年６月２５日 

自 動 車 局 

審 査 ・リコール課         

豪豪雨雨にに備備ええてて、、車車にに脱脱出出用用ハハンンママーーをを備備ええままししょょうう！！  
～～脱脱出出用用ハハンンママーーのの使使用用方方法法とと選選びび方方～～  

 台風等による豪雨時においては、道路が冠水する前に早急に避難することが重要です。 

 万一避難が遅れ、水没した車両内に閉じ込められた場合に備え、車両からの脱出に有効な 

脱出用ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオをご覧ください。 

 市場に流通している脱出用ハンマーの破砕性能試験を実施し、製品の選び方をまとめましたの
で、ご参考にしてください。 

Ⅰ．実演動画 → 概要は別紙１の通り 

  脱出用ハンマーの種類・使用方法等をまとめたビデオを作成しましたので、ご覧ください。 

 

 

 

 
 
 

Ⅱ．製品の選び方 → 破砕性能試験結果は別紙２の通り 

自動車用品販売店、通信販売サイト、雑貨店等で販売されている５１銘柄の脱出用ハンマーに

対して、JIS規格、GS規格に準拠した２通りの破砕性能試験を実施し、その結果を踏まえて製品の

選び方をまとめました。 

全ての製品について、自動車用ガラスの破砕が可能であることを確認しました。 

特に、十分な破砕性能が確保されていた JIS マーク、GS マークを取得している製品及び各販

売店等が推奨する製品（純正品等）の購入を推奨します。 

Ⅲ．今後の対応 

今後とも、脱出用ハンマーの普及拡大と、製品の正しい使用方法の周知に努めます。 

【参考】 ２０２０/８/１２ 国土交通省プレスリリース 

台風の前に車両からの脱出手順の確認を！―水没車両からの脱出手順と脱出用ハンマー搭載のお願いについて― 

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_003793.html 

【委託先】 

独立行政法人 自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 - ビデオ制作 

芝浦工業大学 - 製品性能市場調査 

【別添資料】 

別紙１ ： 脱出用ハンマーの種類・使用方法をまとめたビデオ概要 

別紙２ ： 脱出用ハンマーの市場製品の破砕性能調査結果 

【お問い合わせ先】  
審査・リコール課 西野、渋谷 
代表：03-5253-8111 （内線：42352） 
直通：03-5253-8597、FAX：03-5253-1640 

QR コード 

↓動画はこちら！ 

https://youtu.be/WqzaHX8TEYM
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（別紙１）
脱出用ハンマーの種類・使用方法をまとめたビデオの概要 

－「水没時における脱出用ハンマー使用方法の注意点について」－

１．水害時に冠水した道路を走行する際の危険性※１

水害時に冠水した道路を自動車で走行した場合、車内への浸水によりエンジンやモーター等が
停止して移動できなくなる危険性があります。

さらに水位が上昇すると、車外の水圧により、内側からドアを開けることはほぼ不可能となります。
車両が水没してしまった場合には早め早めに行動し、水位が低い内に脱出することが命を守る

ために重要です。

※１	　「水深が床面を超えたら、もう危険！－自動車が冠水した道路を走行する場合に発生する不具合について－」	
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001317806.pdf

２．水没した車両からの脱出手順
車両が水没した際には、以下の①～④の手順に沿って、速やかに車両から脱出してください。
①　水位が低いうちにドアを開けて脱出する。
②　水圧等でドアが開かない場合、窓を開いて脱出する。
③　	ドアも窓も開かない場合は、脱出用ハンマーで窓を割って脱出する。（ただし、フロント

ガラスに使用されている「合わせガラス」は、割れません。更に、一部の車種では、ドアガ
ラスやリアガラスにも「合わせガラス」が採用されていることがあります。）※２

④　	それでも脱出できない場合も、あきらめないでください。浸水により内外の水位が同程度
になると、ドアが開く可能性が高まります。

※２	　水没時における実験・検証動画等（出典：JAF）	 	
URL：http://movie.jaf.or.jp/channel-1/?cat=cat3
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車両が水没してしまった場合には早め早めに行動し、水水位位がが低低いい内内にに脱脱出出すするるここととが命を守るため

に重要です。 
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３．脱出用ハンマーの種類・使用方法
脱出用ハンマーには、幾つかの種類があります。
種類によって使用方法が異なるため、使いやすいものをお求めください。

金づちタイプ ピックタイプ ポンチタイプ

一
　
　
例

  

３３．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの種種類類・・使使用用方方法法  

  

  脱出用ハンマーには、幾つかの種類があります。 

種類によって使用方法が異なるため、使いやすいものをお求めください。 
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一 

 

例 
 

出典：国民生活センター 
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出典：本田技研工業 

説 

 

明 

金金づづちちののよよううにに握握っってて先端で
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シートベルトカッター等と一体
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アアイイススピピッッククののよよううにに握握っってて  

窓に叩き付けて使用するハン

マー。 

消火具や発炎筒と一体型の製

品もあります。 

先端を窓に押し当てることで 

自自動動でで先先端端がが飛飛びび出出しし窓を破

砕するハンマー。 

このタイプの製品は突起物が

内蔵されている。 
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り 
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破

砕

方

法 
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４．脱出用ハンマー使用時の注意点
⑴　脱出用ハンマーでも割れないガラスについて

　「合わせガラス」は、脱出用ハンマーでも割れません！

・脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。
・	フロントガラスは、合わせガラスです。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスに

も合わせガラスが使用されています。
・	脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの

箇所をご確認ください。

⑵　水と一緒に流れ込むガラス片に注意！

・	水面が窓の下縁以上に達した状態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢い
よく流れ込む可能性がありますのでご注意ください。

⑶　破砕のコツ・破砕した後について

・先端が窓ガラスに垂直にぶつかるように破砕してください。
・	ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなっ

ているため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。

  

４４．．脱脱出出用用ハハンンママーー使使用用時時のの注注意意点点  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて 

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！  

脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。 

フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの箇

所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水とと一一緒緒にに流流れれ込込むむガガララスス片片にに注注意意！！  

水水面面がが窓窓のの下下縁縁以以上上にに達達ししたた状状態態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢いよ

く流れ込む可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（３３））  破破砕砕ののココツツ・・破破砕砕ししたた後後ににつついいてて 

先端が窓窓ガガララススにに垂垂直直ににぶつかるように破砕してください。 

ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなってい

るため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。 
 

 
 

 

水水面面  

窓窓のの下下縁縁  

３/４ 

合わせガラスであるフロントガラスに 
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子 

  

４４．．脱脱出出用用ハハンンママーー使使用用時時のの注注意意点点  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて 

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！  

脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。 

フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの箇

所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水とと一一緒緒にに流流れれ込込むむガガララスス片片にに注注意意！！  

水水面面がが窓窓のの下下縁縁以以上上にに達達ししたた状状態態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢いよ

く流れ込む可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（３３））  破破砕砕ののココツツ・・破破砕砕ししたた後後ににつついいてて 

先端が窓窓ガガララススにに垂垂直直ににぶつかるように破砕してください。 

ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなってい

るため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。 
 

 
 

 

水水面面  

窓窓のの下下縁縁  

３/４ 

合わせガラスであるフロントガラスに 
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子 

  

４４．．脱脱出出用用ハハンンママーー使使用用時時のの注注意意点点  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて 

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！  

脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。 

フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの箇

所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水とと一一緒緒にに流流れれ込込むむガガララスス片片にに注注意意！！  

水水面面がが窓窓のの下下縁縁以以上上にに達達ししたた状状態態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢いよ

く流れ込む可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（３３））  破破砕砕ののココツツ・・破破砕砕ししたた後後ににつついいてて 

先端が窓窓ガガララススにに垂垂直直ににぶつかるように破砕してください。 

ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなってい

るため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。 
 

 
 

 

水水面面  

窓窓のの下下縁縁  

３/４ 

合わせガラスであるフロントガラスに 
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子 

  

４４．．脱脱出出用用ハハンンママーー使使用用時時のの注注意意点点  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて 

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！  

脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。 

フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの箇

所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水とと一一緒緒にに流流れれ込込むむガガララスス片片にに注注意意！！  

水水面面がが窓窓のの下下縁縁以以上上にに達達ししたた状状態態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢いよ

く流れ込む可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（３３））  破破砕砕ののココツツ・・破破砕砕ししたた後後ににつついいてて 

先端が窓窓ガガララススにに垂垂直直ににぶつかるように破砕してください。 

ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなってい

るため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。 
 

 
 

 

水水面面  

窓窓のの下下縁縁  

３/４ 

合わせガラスであるフロントガラスに 
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子 

  

４４．．脱脱出出用用ハハンンママーー使使用用時時のの注注意意点点  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれなないいガガララススににつついいてて 

「「合合わわせせガガララスス」」はは、、脱脱出出用用ハハンンママーーででもも割割れれまませせんん！！  

脱出用ハンマーは、サイドガラスやリアガラスに使用される「強化ガラス」用です。 

フフロロンントトガガララススはは、、合合わわせせガガララススでですす。また、一部の車種では、サイドガラスやリアガラスにも合わ

せガラスが使用されています。 

脱出用ハンマーを購入する際は、販売店にご確認頂く等により、ご自身の車の合わせガラスの箇

所をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水とと一一緒緒にに流流れれ込込むむガガララスス片片にに注注意意！！  

水水面面がが窓窓のの下下縁縁以以上上にに達達ししたた状状態態で窓ガラスを破砕すると、割れた破片が水と共に車内に勢いよ

く流れ込む可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（（３３））  破破砕砕ののココツツ・・破破砕砕ししたた後後ににつついいてて 

先端が窓窓ガガララススにに垂垂直直ににぶつかるように破砕してください。 

ハンマーで破砕した際、窓枠にガラスが残ることがありますが、ガラスの破片の角は丸くなってい

るため、怪我をすることなく手で簡単に振り払えます。 
 

 
 

 

水水面面  

窓窓のの下下縁縁  

３/４ 

合わせガラスであるフロントガラスに 
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子 
合わせガラスであるフロントガラスに
ハンマーを叩きつけ破砕しようとする様子
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５．脱出用ハンマーの備付けのお願い
自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有して

おり、専用の道具を使わず破砕することは困難です。
自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自

動車販売店、自動車用品販売店、ホームセンター、インターネット通信販
売等において、３千円未満程度で入手することが可能です。
「命綱」として、１台に１本、備え付けをお願いします。

６．脱出用ハンマーの選び方
⑴　脱出用ハンマーの製品性能について

脱出用ハンマーの購入時には、JIS マーク※３や GS マーク※４など、性能を保証する表示がある製
品のほか、販売店等が推奨する製品をお求めください。

JIS マーク ＧＳマーク 販売店推奨品

  

５５．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの備備付付けけののおお願願いい 

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、

専専用用のの道道具具をを使使わわずず破破砕砕すするるここととはは困困難難でですす。。 

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車

販売店、自動車用品販売店、ホームセンター、インターネット通信販売等におい

て、３千円未満程度で入手することが可能です。 

「命綱」として、１１台台にに１１本本、、備備ええ付付けけををおお願願いいししまますす。 

  

６６．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの選選びび方方  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーのの製製品品性性能能ににつついいてて 

脱出用ハンマーの購入時には、JISマーク※３や GSマーク※４など、性能を保証する表示がある製品

のほか、販売店等が推奨する製品をお求めください。 

※３ 自動車用緊急脱出支援用具に係る JIS 規格（JIS D 5716）に規定された試験に適合していることが認定機関又は

製造者等において確認された際、JISマークを付けられます。 

※４ GSマークはドイツ国内の任意の認証マークであり、ドイツの製品安全法 (ProdSG 法)にもとづいて検査され、正式

に認定を受けた機関で安全性が認証された製品に付けられるものです。 

 

（（２２））  保保管管時時のの安安全全性性ににつついいてて 

 突起部分にキャップ等が装着されている、保管時の安全性に十分考慮された製品をお求めく
ださい。 

 いざという時、特にシートベルトが外れなくても手が届き、また走行中の振動などで、床面に転
がったりしないような場所にしっかり収納しておきましょう。 

 脱出用ハンマーは小さなお子様の手に触れないよう、保護者の方は十分ご注意ください。 

 

【脱出用ハンマーの備付け場所の例】 

ドアポケット アシストグリップ コンソールボックス 

 
  

  

  

JISマーク ＧＳマーク 販売店推奨品 

 
出典：経済産業省 

 
出典：国民生活センター 

 

４/４ 

出典：経済産業省

  

５５．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの備備付付けけののおお願願いい 

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、

専専用用のの道道具具をを使使わわずず破破砕砕すするるここととはは困困難難でですす。。 

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車

販売店、自動車用品販売店、ホームセンター、インターネット通信販売等におい

て、３千円未満程度で入手することが可能です。 

「命綱」として、１１台台にに１１本本、、備備ええ付付けけををおお願願いいししまますす。 

  

６６．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの選選びび方方  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーのの製製品品性性能能ににつついいてて 

脱出用ハンマーの購入時には、JISマーク※３や GSマーク※４など、性能を保証する表示がある製品

のほか、販売店等が推奨する製品をお求めください。 

※３ 自動車用緊急脱出支援用具に係る JIS 規格（JIS D 5716）に規定された試験に適合していることが認定機関又は

製造者等において確認された際、JISマークを付けられます。 

※４ GSマークはドイツ国内の任意の認証マークであり、ドイツの製品安全法 (ProdSG 法)にもとづいて検査され、正式

に認定を受けた機関で安全性が認証された製品に付けられるものです。 

 

（（２２））  保保管管時時のの安安全全性性ににつついいてて 

 突起部分にキャップ等が装着されている、保管時の安全性に十分考慮された製品をお求めく
ださい。 

 いざという時、特にシートベルトが外れなくても手が届き、また走行中の振動などで、床面に転
がったりしないような場所にしっかり収納しておきましょう。 

 脱出用ハンマーは小さなお子様の手に触れないよう、保護者の方は十分ご注意ください。 

 

【脱出用ハンマーの備付け場所の例】 

ドアポケット アシストグリップ コンソールボックス 

 
  

  

  

JISマーク ＧＳマーク 販売店推奨品 

 
出典：経済産業省 

 
出典：国民生活センター 

 

４/４ 

出典：国民生活センター

  

５５．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの備備付付けけののおお願願いい 

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、

専専用用のの道道具具をを使使わわずず破破砕砕すするるここととはは困困難難でですす。。 

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車

販売店、自動車用品販売店、ホームセンター、インターネット通信販売等におい

て、３千円未満程度で入手することが可能です。 

「命綱」として、１１台台にに１１本本、、備備ええ付付けけををおお願願いいししまますす。 

  

６６．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの選選びび方方  

（（１１））  脱脱出出用用ハハンンママーーのの製製品品性性能能ににつついいてて 

脱出用ハンマーの購入時には、JISマーク※３や GSマーク※４など、性能を保証する表示がある製品

のほか、販売店等が推奨する製品をお求めください。 

※３ 自動車用緊急脱出支援用具に係る JIS 規格（JIS D 5716）に規定された試験に適合していることが認定機関又は

製造者等において確認された際、JISマークを付けられます。 

※４ GSマークはドイツ国内の任意の認証マークであり、ドイツの製品安全法 (ProdSG 法)にもとづいて検査され、正式

に認定を受けた機関で安全性が認証された製品に付けられるものです。 

 

（（２２））  保保管管時時のの安安全全性性ににつついいてて 

 突起部分にキャップ等が装着されている、保管時の安全性に十分考慮された製品をお求めく
ださい。 

 いざという時、特にシートベルトが外れなくても手が届き、また走行中の振動などで、床面に転
がったりしないような場所にしっかり収納しておきましょう。 

 脱出用ハンマーは小さなお子様の手に触れないよう、保護者の方は十分ご注意ください。 

 

【脱出用ハンマーの備付け場所の例】 

ドアポケット アシストグリップ コンソールボックス 

 
  

  

  

JISマーク ＧＳマーク 販売店推奨品 

 
出典：経済産業省 

 
出典：国民生活センター 

 

４/４ 

※３	　自動車用緊急脱出支援用具に係る JIS 規格（JIS	D	 ５716）に規定された試験に適合していることが認定機
関又は製造者等において確認された際、JIS マークを付けられます。

※４	　GS マークはドイツ国内の任意の認証マークであり、ドイツの製品安全法（ProdSG 法）にもとづいて検査
され、正式に認定を受けた機関で安全性が認証された製品に付けられるものです。

⑵　保管時の安全性について

・	突起部分にキャップ等が装着されている、保管時の安全性に十分考慮された製品をお求めください。
・	いざという時、特にシートベルトが外れなくても手が届き、また走行中の振動などで、床面に

転がったりしないような場所にしっかり収納しておきましょう。
・	脱出用ハンマーは小さなお子様の手に触れないよう、保護者の方は十分ご注意ください。

【脱出用ハンマーの備付け場所の例】
ドアポケット アシストグリップ コンソールボックス

  

５５．．脱脱出出用用ハハンンママーーのの備備付付けけののおお願願いい 

自動車の窓ガラスは、走行中の安全性確保のため、十分な強度を有しており、

専専用用のの道道具具をを使使わわずず破破砕砕すするるここととはは困困難難でですす。。 

自動車の窓ガラスを破砕する専用の道具である「脱出用ハンマー」は、自動車
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国土交通省プレスリリース

� 令和３年６月 28 日

今後の車両の安全対策のあり方
～交通政策審議会自動車部会報告書のとりまとめ～

国土交通省では、今後の車両の安全対策のあり方を取りまとめました。
「高度な安全運転支援技術」の活用等により、更なる交通事故の削減を目指します。

交通事故の状況は、近年改善傾向にあるものの、令和２年においても、死者数 2,839 人、重傷者
数 27,774 人であるなど、依然厳しい状況にあります。

国土交通省では「第 11 次交通安全基本計画」（令和３年３月 29 日中央交通安全対策会議決定）を踏
まえ、今後の車両の安全対策の方向性及び目標を検討するため、交通政策審議会自動車部会の下に
技術安全ワーキンググループを設置して審議を重ね、今般、報告書を取りまとめました。

【今後５年間の対策の方向性（ポイント）】（概要は別添１（略）、本文は別添２（略）参照）
○交通事故の更なる削減のためには、「高度な安全運転支援技術」の開発・実用化・普及促進がカギ
○少子高齢化が進展する中、高齢運転者の交通事故防止と子供の安全確保が重要
○死者数の半数超を占める「歩行者」「自転車乗員」の安全確保が課題
○交通事故の抜本的な削減に資する「自動運転技術」の開発を促進

【車両安全対策の数値目標】
車両の安全対策により年間の交通事故死者数※１を 1,200 人、重傷者数を 11,000 人削減※２

※１　30 日以内交通事故死者数　　※２　令和２年（2020 年）比、目標年：令和 12 年（2030 年）

                   
 

令和３年６月２８日 

自動車局技術・環境政策課 

  
今今後後のの車車両両のの安安全全対対策策ののあありり方方  

～～交交通通政政策策審審議議会会自自動動車車部部会会報報告告書書ののととりりままととめめ～～  

  

国土交通省では、今後の車両の安全対策のあり方を取りまとめました。 

「高度な安全運転支援技術」の活用等により、更なる交通事故の削減を目指します。 

 

 交通事故の状況は、近年改善傾向にあるものの、令和２年においても、死者数 2,839人、
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を取りまとめました。 

 

【【今今後後５５年年間間のの対対策策のの方方向向性性（（ポポイインントト））】】（概要は別添１、本文は別添２参照）  
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【【車車両両安安全全対対策策のの数数値値目目標標】】    

車両の安全対策により年間の交通事故死者数※1を 1,200人、重傷者数を 11,000人削減※２ 

※１ 30日以内交通事故死者数 ※２ 令和２年（2020年）比、目標年：令和 12年（2030年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年状態別交通事故死者数、重傷者数        安全運転支援技術の高度化の例 

 

※報告書は、以下の国土交通省ホームページにも掲載しています。 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/jidosha07_sg_000069.html 

 

（お問い合わせ先） 
自動車局技術・環境政策課 東海、佐藤、八田 
代表：03-5253-8111（内線 42254） 
直通：03-5253-8592 FAX：03-5253-1639 

令和２年状態別交通事故死者数、重傷者数
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及
。

・
高
速
道
路
に
お
け
る
自
動
運
転
技
術

(レ
ベ
ル

3)
を
搭
載
し
た
乗
用
車
を

世
界
で
初
め
て
型
式
指
定
。

〇
電
動
化
の
加
速

・
電
池
技
術
等
の
向
上
に
よ
り
、

HV
を
含
む
電
動
車
の
普
及
が
進
む
。

〇
そ
の
他
車
両
安
全
技
術
の
向
上
等

・
衝
突
安
全
技
術
や
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
な
ど
も
発
展
。

・
国
際
基
準
調
和
活
動
の
一
層
の
推
進
。

【
交
通
事
故
の
状
況
】

〇
概
況

・
令
和

2年
の
交
通
事
故
死
者
数
は

2,
83

9人
と
戦
後
最
小
で
あ
る
が
、

10
次
計
目
標

(2
,5

00
人
以
下

)は
未
達
成
。

〇
交
通
事
故
の
特
徴

・
死
者
数
の
半
数
は
歩
行
中
・
自
転
車
乗
車
中
。
死
者
数
全
体
の
約
６

割
は

65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
り
、
交
通
弱
者
保
護
が
必
要
。

・
交
通
事
故
負
傷
者
数
全
体
の
う
ち
約
６
割
は
自
動
車
乗
員
で
あ
り
、

頭
部
、
胸
部
な
ど
の
更
な
る
乗
員
保
護
が
不
可
欠
。

・
運
転
操
作
ミ
ス
等
を
含
む
法
令
違
反
に
よ
る
事
故
が
依
然
と
し
て
多

く
、
加
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う
事
故
を
防
止
す
る
対
策
は
肝
要
。

今
後
の
車
両
安
全
対
策
の
方
向
性

新
た
な
削
減
目
標
の
設
定

○
目
標
年
：
令
和
12
年
(2
03
0年
)

○
目
標
値
：
車
両
安
全
対
策
に
よ
り
、
令
和

2年
(2

02
0年

)比
で
、
①
30
日
以
内
交
通
事
故
死
者
数
を
1,
20
0人
削
減
、
②
重
傷
者
数
を
11
,0
00
人
削
減
す
る
。

そ
の
他
施
策
等

そ
の
他
対
策

【
自
動
車
乗
員
の
安
全
確
保
】

【
自
動
運
転
関
連
技
術
の
活
用
・
適
正
利
用
促
進
】

〇
歩
行
者
の
安
全
確
保

・
夜
間
等
対
応
の
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
安
全

基
準
の
強
化

・
交
差
点
右
折
時
等
に
お
け
る
対
歩
行
者
検
知
技
術

の
向
上

・
歩
行
者
頭
部
・
脚
部
保
護
対
策
の
強
化

・
車
両
近
接
視
界
確
保
等
の
安
全
基
準
の
強
化

〇
自
転
車
等
利
用
者
の
安
全
確
保

・
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
ア
セ
ス
メ
ン

ト
試
験
の
追
加
、
安
全
基
準
の
強
化

・
検
知
や
通
信
等
に
よ
る
出
会
い
頭
事
故
等
防
止
技
術

の
向
上

・
多
様
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
安
全
対
策

な
ど

〇
子
供
の
安
全
確
保

・
安
全
性
・
使
用
性
の
高
い
製
品
の
市
場
普
及

・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
等
の
未
装
着
や
適
正
使
用
に

係
る
理
解
促
進

・
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
の
情
報
発
信
の
強
化

〇
高
齢
者
等
の
安
全
確
保

・
高
齢
者
等
に
対
応
し
た
乗
員
保
護
性
能
の
向
上

〇
乗
員
保
護
対
策
の
高
度
化

・
衝
突
時
加
害
性
を
考
慮
し
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
試
験

の
追
加

・
事
故
実
態
を
踏
ま
え
た
乗
員
保
護
研
究
の
促
進

・
自
動
運
転
車
の
乗
員
保
護
対
策
の
研
究
の
促
進

な
ど

〇
高
齢
運
転
者
等
に
よ
る
運
転
操
作
ミ
ス
や
健
康
起
因

に
よ
る
事
故
の
防
止

・
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
防
止
装
置
の
安
全
基
準
の
検
討

・
ド
ラ
イ
バ
ー
異
常
時
対
応
シ
ス
テ
ム
の
装
備
加
速
化
、

安
全
基
準
の
検
討

・
高
齢
運
転
者
等
見
守
り
用
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等

の
予
防
的
活
用
の
促
進

〇
危
険
な
運
転
の
防
止

・
道
路
標
識
に
係
る
情
報
提
供
装
置
の
普
及
促
進

・
自
動
速
度
制
御
装
置
の
実
用
化
促
進

〇
大
型
車
に
よ
る
事
故
の
防
止

・
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
安
全
基
準
の
強
化

・
バ
ス
乗
客
の
安
全
確
保
や
車
内
事
故
の
防
止

・
先
進
安
全
技
術
搭
載
車
へ
の
代
替
促
進

な
ど

〇
安
全
運
転
支
援
装
置
等
の
搭
載
加
速
化
・
性
能
向
上

・
車
線
維
持
や
車
線
変
更
機
能
等
の
普
及
拡
大

・
高
度
な
画
像
認
識
や

AR
(拡
張
現
実

)技
術
の
活
用

・
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
の
搭
載
拡
大
、
課
題
検
討

〇
自
動
運
転
車
の
開
発
促
進
・
安
全
確
保

・
高
度
な
自
動
運
転
機
能
に
か
か
る
安
全
基
準
の
策
定

・
悪
天
候
や
様
々
な
イ
ン
シ
デ
ン
ト
へ
の
対
応
技
術
の

向
上

・
自
動
運
転
車
の
デ
ー
タ
記
録
の
安
全
基
準
の
拡
充

〇
自
動
運
転
関
連
技
術
等
の
社
会
的
受
容
性
の
向
上

・
過
信
・
誤
解
防
止
対
策
及
び
適
正
利
用
の
推
進

・
自
動
運
転
車
の
既
存
交
通
と
の
調
和
の
検
討

・
事
故
削
減
効
果
に
係
る
情
報
発
信
強
化

な
ど

*今
後

3年
か
ら

5年
間
程
度

【
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
重
視
す
べ
き

重
大
事
故
の
防
止
】

【
歩
行
者
・
自
転
車
等
利
用
者
の
安
全
確
保
】

重
点
項
目

○
短
期
・
中
期
的
視
点
*：
死
亡
・
重
傷
化
リ
ス
ク
が
高
い
場
面
に
対
し
、
よ
り
高
度
な
安
全
運
転
支
援
技
術
の
開
発
、
実
用
化
、
普
及
、
適
正
利
用
等
を
加
速

○
長
期
的
視
点

：
20
35
年
頃
ま
で
に
、
自
動
車
技
術
に
よ
り
対
策
が
可
能
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
新
た
に
市
場
に
投
入
さ
れ
る
車
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
死
亡

事
故
を
ゼ
ロ
と
す
る
こ
と
を
目
指
す

1
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重
点
項
目
の
概
要
①

重
点
項
目

1.
 歩
行
者
・自
転
車
等
利
用
者
の
安
全
確
保

1.
 歩
行
者
の
安
全
確
保

○
乗
用
車
等
に
お
け
る
対
歩
行
者
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
高
度
化
・
普
及
促
進

・
夜
間
に
も
対
応
す
る
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

・
未
就
学
児
や
車
椅
子
利
用
者
な
ど
の
歩
行
者
に
対
す
る
検
知
技
術
の
向
上

○
大
型
車
に
お
け
る
対
歩
行
者
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
性
能
強
化
・
普
及
促
進

・
対
歩
行
者
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

○
交
差
点
な
ど
事
故
リ
ス
ク
が
高
い
場
面
に
お
け
る
歩
行
者
の
検
知
・
警
報
・
制
動
技
術
の
向
上

・
特
に
事
故
リ
ス
ク
が
高
い
交
差
点
右
折
時
に
お
け
る
歩
行
者
に
対
す
る
検
知
技
術
の
向
上

・
歩
車
間
通
信
等
の
技
術
を
活
用
し
た
イ
ン
フ
ラ
協
調
に
よ
る
対
策
の
検
討
【
長
期
】

○
夜
間
歩
行
者
に
対
す
る
視
認
性
向
上
の
た
め
の
先
進
ラ
イ
ト
の
搭
載
拡
大
・
普
及
促
進

・
先
進
ラ
イ
ト

(自
動
切
換
型
前
照
灯

(A
HB

)、
自
動
防
眩
型
前
照
灯

(A
DB

))
の
搭
載
拡
大

・
オ
ー
ト
レ
ベ
リ
ン
グ
装
置
に
関
す
る
安
全
基
準
の
強
化

・
加
齢
が
眩
し
さ
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
研
究
の
促
進

○
歩
行
者
と
の
衝
突
時
に
お
け
る
頭
部
・
脚
部
保
護
対
策
の
強
化

・
歩
行
者
頭
部
保
護
エ
リ
ア
拡
大
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

・
歩
行
者
脚
部
保
護
技
術
の
向
上

○
近
接
し
た
歩
行
者
等
の
事
故
防
止
に
有
効
な
視
界
確
保
等
を
目
的
と
し
た
安
全
基
準
の
強
化

・
車
両
周
辺
・
後
方
の
視
界
確
保
や
検
知
装
置
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

2.
 自
転
車
等
利
用
者
の
安
全
確
保

○
乗
用
車
等
に
お
け
る
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
高
度
化
・
普
及
促
進

・
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
に
関
す
る
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
試
験
の
導
入
、
安
全
基
準

の
策
定
・
強
化

・
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
な
ど
の
多
様
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
乗
員
に
対
す
る
検
知
技
術
の
向
上

○
大
型
車
に
お
け
る
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
等
の
性
能
強
化
・
普
及
促
進

・
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

○
事
故
リ
ス
ク
が
高
い
場
面
に
お
け
る
自
転
車
等
の
検
知
・
警
報
・
制
動
技
術
の
向
上

・
自
転
車
・
自
動
車
間
通
信
等
の
技
術
を
活
用
し
た
イ
ン
フ
ラ
協
調
に
よ
る
対
策
の
検
討
【
長
期
】

・
右
直
事
故
な
ど
二
輪
車
に
対
す
る
検
知
技
術
の
向
上

○
多
様
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
乗
員
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た
車
両
安
全
対
策
の
推
進

・
多
様
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
被
視
認
性
確
保
や
必
要
と
な
る
保
安
装
置
に
関
す
る
検
討

○
交
通
事
故
死
者
数
の
う
ち
、
約

37
%
が
「
歩
行
中
」
で
発
生
。

「
夜
間
」
、
「
歩
行
者
横
断
中
」
や
「
自
動
車
直
進
中
」
の

事
故
で
の
死
者
が
多
い
。

○
安
全
安
心
に
移
動
で
き
る
道
路
交
通
社
会
の
実
現
の
た
め
に

は
、
道
路
ユ
ー
ザ
ー
の
中
で
最
も
弱
い
立
場
で
あ
る
歩
行
者

の
安
全
対
策
は
重
要
。

○
歩
行
者
の
死
亡
・
重
症
度
を
低
減
す
る
た
め
に
は
、
事
故
の

発
生
自
体
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合

で
も
、
衝
突
速
度
を
い
か
に
抑
え
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
交
通
事
故
死
者
数
の
う
ち
、
約

13
%
が
「
自
転
車
乗
車
中
」

に
発
生
（
二
輪
車
乗
車
中
を
含
め
る
と
、
約

29
%
）
。

○
自
転
車
対
自
動
車
の
事
故
に
つ
い
て
、
致
死
率
は
「
追
突
」

が
多
く
、
事
故
件
数
は
「
出
会
い
頭
」
が
最
も
多
い
。

○
技
術
の
進
展
等
に
よ
り
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
な
ど
多
様
な

モ
ビ
リ
テ
ィ
が
増
加
す
る
可
能
性
あ
り
。

2
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重
点
項
目
の
概
要
②

重
点
項
目

2.
 自
動
車
乗
員
の
安
全
確
保

1.
 子
供
の
安
全
確
保

○
安
全
性
能
が
高
く
使
用
性
に
優
れ
た
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
等
の
開
発
・
普
及
促
進

・
側
面
衝
突
対
応
の
製
品
（

UN
R1

29
適
合
品
）
の
開
発
・
普
及
促
進

・
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
も
含
め
た
誤
使
用
対
策
と
し
て

IS
O

-F
IX
対
応
製
品
の
普
及
促
進

・
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
不
適
合
品
排
除
を
通
し
た
更
な
る
安
全
性
能
・
使
用
性
向
上
の
促
進

○
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
等
の
適
正
使
用
の
促
進

・
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
た
、
国
民
全
体
に
対
す
る
交
通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底
・

適
切
使
用
に
関
す
る
理
解
促
進

○
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
の
情
報
発
信
の
強
化

・
安
全
性
能
が
高
く
使
用
性
に
優
れ
た
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
の
適
正
使
用
を

促
す
情
報
発
信
の
検
討

3.
 乗
員
保
護
対
策
の
高
度
化

○
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
安
全
基
準
の
強
化
を
通
じ
た
衝
突
時
の
乗
員
保
護
性
能
の
向
上

・
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
衝
突
時
の
加
害
性
を
考
慮
し
た

M
PD

B*
に
係
る
衝
突
安
全
性
能

評
価
の
実
施
を
通
し
た
乗
員
保
護
性
能
の
普
及
促
進

・
重
傷
化
リ
ス
ク
低
減
の
た
め
の
ヘ
ッ
ド
レ
ス
ト
に
係
る
安
全
基
準
の
強
化

○
衝
突
事
故
実
態
を
踏
ま
え
た
乗
員
保
護
対
策
に
関
す
る
研
究
の
促
進
【
長
期
】

・
交
差
点
右
折
時
な
ど
実
際
に
発
生
し
て
い
る
事
故
形
態
を
踏
ま
え
た
乗
員
保
護
に
関
す
る
研
究

○
医
工
連
携
に
よ
る
乗
員
傷
害
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
に
関
す
る
研
究
の
促
進

・
交
通
事
故
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
を
通
じ
た
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
故
削
減
効
果

の
検
証

○
自
動
運
転
車
の
乗
員
保
護
対
策
に
関
す
る
研
究
等
の
促
進
【
長
期
】

・
座
席
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
時
や
後
ろ
向
き
座
席
乗
車
時
等
に
お
け
る
乗
員
保
護
の
あ
り
方
の
研
究

・
乗
員
保
護
に
関
す
る
適
切
な
普
及
啓
発
方
法
等
の
検
討

2.
 高
齢
者
等
の
安
全
確
保

○
高
齢
者
等
に
対
応
し
た
乗
員
保
護
性
能
の
向
上

・
高
齢
者
な
ど
衝
突
時
の
傷
害
リ
ス
ク
が
高
い
乗
員
に
対
応
し
た
国
際
基
準
の
適
用
に
よ
る

乗
員
保
護
性
能
の
強
化

○
将
来
を
担
う
子
供
が
交
通
事
故
で
命
を
落
と
す
こ
と
は
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
子
供
の
安
全
確
保
は
最
優
先
の
課
題
。

○
未
就
学
児
に
お
け
る
死
亡
事
故
の
大
半
は
「
自
動
車
乗
車
中
」

で
あ
り
、
子
供
を
考
慮
し
た
乗
員
保
護
対
策
は
必
須
。

○
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
等
の
誤
使
用
や
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト
の

不
使
用
は
依
然
と
し
て
多
く
、
仕
様
適
正
化
や
交
通
全
思
想
の

普
及
徹
底
が
重
要
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
交
通
事
故
死
者
数
の
う
ち
約

6割
は

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が

占
め
て
お
り
、
特
に
、
人
体
組
成
強
度
の
低
下
な
ど
の
高
齢

者
の
特
徴

(「
胸
部
」
が
損
傷
主
部
位
に
な
る
傾
向
あ
り

)
を
踏
ま
え
た
乗
員
保
護
対
策
は
不
可
欠
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
実
際
の
衝
突
事
故
は
様
々
な
状
況
の
下
で
発
生
し
て
お
り
、

理
想
的
な
衝
突
試
験
を
追
求
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
。

○
自
動
運
転
車
の
導
入
に
よ
る
座
席
の
配
置
や
向
き
の
多
様
化

が
予
想
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
し
た
乗
員
保
護
の
あ
り
方
に
関

す
る
検
討
が
必
要
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞
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重
点
項
目
の
概
要
③

重
点
項
目

3.
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
重
視
す
べ
き
重
大
事
故
の
防
止

3.
 大
型
車
に
よ
る
事
故
の
防
止

○
大
型
車
に
お
け
る
対
歩
行
者
等
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
性
能
強
化
・
普
及
促
進

・
対
歩
行
者
及
び
対
自
転
車
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化
【
再
掲
】

○
事
故
リ
ス
ク
が
高
い
場
面
に
お
け
る
歩
行
者
や
死
角
に
あ
る
車
両
の
検
知
・
警
報
装
置
の
搭
載
加
速
化

・
特
に
事
故
リ
ス
ク
が
高
い
交
差
点
右
折
時
の
歩
行
者
及
び
自
転
車
等
、
車
線
変
更
時
の
後
方
車
両
の

検
知
・
警
報
装
置
の
搭
載
加
速
化

○
近
接
し
た
歩
行
者
等
の
事
故
防
止
に
有
効
な
視
界
確
保
等
を
目
的
と
し
た
安
全
基
準
の
強
化

・
車
両
周
辺
・
後
方
の
視
界
確
保
や
検
知
装
置
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化
【
再
掲
】

・
後
退
警
報
音
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

○
バ
ス
乗
員
・
乗
客
の
安
全
・
安
心
の
確
保

・
大
型
バ
ス
の
乗
客
乗
員
の
保
護
の
推
進
：
客
席
向
け
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
の
搭
載
拡
大

・
乗
合
バ
ス
の
乗
客
の
安
全
安
心
の
確
保
：
車
内
安
全
確
認
機
器
の
活
用
等
に
よ
る
車
内
事
故
防
止
の
促
進

○
先
進
安
全
技
術
搭
載
車
へ
の
代
替
促
進

・
先
進
安
全
技
術
が
搭
載
さ
れ
た
新
車
へ
の
代
替
を
促
進
す
る
施
策
の
継
続

○
輸
送
イ
ン
フ
ラ
を
担
う
大
型
車
は
、
事
故
発
生
時
の
致
死
率
が

高
く
な
り
、
社
会
的
に
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い
。

○
運
送
事
業
に
お
い
て
は
、
運
転
者
の
不
足
や
高
齢
化
が
深
刻
で

あ
り
、
疲
労
や
健
康
起
因
な
ど
に
よ
る
事
故
防
止
策
は
肝
要
。

○
大
型
車
の
主
要
な
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
運
送
事
業
者
は
中
小
零
細

企
業
が
多
く
、
安
全
装
備
の
充
実
に
よ
り
車
両
価
格
が
上
昇

す
る
と
、
新
車
代
替
の
ハ
ー
ド
ル
が
大
き
く
な
る
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

2.
危
険
な
運
転
の
防
止

○
最
高
速
度
等
の
道
路
標
識
に
係
る
情
報
提
供
装
置
の
普
及
促
進
等

・
最
高
速
度
や
一
時
停
止
な
ど
の
道
路
標
識
を
運
転
者
に
情
報
提
供
す
る
装
置
の
一
層
の
普
及
拡
大

○
IS
A（
自
動
速
度
制
御
装
置
）
の
実
用
化
促
進

・
社
会
的
受
容
性
の
向
上
等
に
よ
る

IS
Aの
早
期
実
用
化

○
車
載
装
置
活
用
に
よ
る
分
析
と
予
防
的
取
組
み
の
促
進

・
車
載
装
置
に
記
録
さ
れ
る
デ
ー
タ
活
用
に
よ
る
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
予
防
的
取
組
み
の
促
進

○
あ
お
り
運
転
対
策
と
し
て
の
映
像
記
録
型
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
の
普
及
・
適
正
利
用
促
進

・
映
像
記
録
型
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
適
正
利
用
の
促
進
、
搭
載
の
浸
透

1.
 高
齢
運
転
者
等
に
よ
る
運
転
操
作
ミス
や
健
康
起
因
に
よ
る
事
故
の
防
止

○
運
転
操
作
ミ
ス
に
よ
る
事
故
防
止
に
関
す
る
技
術
の
向
上
・
装
置
の
普
及
促
進
等

・
走
行
中
の
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急
加
速
事
故
防
止
装
置
の
普
及
促
進
と
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

○
ド
ラ
イ
バ
ー
異
常
時
対
応
シ
ス
テ
ム
の
普
及
促
進

・
異
常
の
自
動
検
知
技
術
向
上
に
よ
る
装
備
加
速
化

(特
に
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー

)と
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化

○
映
像
記
録
型
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
の
活
用
に
よ
る
運
転
行
動
変
容
の
促
進

・
日
々
の
運
転
傾
向
や
特
徴
を
分
析
す
る
な
ど
に
よ
り
安
全
運
転
行
動
を
促
す
予
防
的
取
組
み
の
促
進

○
高
齢
運
転
者
の
運
転
特
性
等
に
関
す
る
研
究
の
推
進

・
医
工
連
携
に
よ
る
高
齢
運
転
者
の
運
転
特
性
等
に
関
す
る
研
究
の
促
進

○
高
齢
運
転
者
が
引
き
起
こ
す
死
亡
事
故
に
お
い
て
、
運
転
操
作

ミ
ス
に
起
因
す
る
も
の
が
相
対
的
に
多
い
。

○
今
後
高
齢
化
が
一
段
と
進
む
こ
と
か
ら
、
健
康
起
因
事
故
に

対
す
る
更
な
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

○
高
齢
運
転
者
に
行
動
変
容
さ
せ
る
予
防
的
取
組
み
も
必
要
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
周
辺
の
道
路
交
通
に
関
す
る
情
報
か
ら

運
転
者
の
運
転
挙
動
に
至
る
ま
で
、
車
両
側
で
検
知
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
運
転
者
に
対
し
、
安
全
運
転
を
促
す
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。

○
あ
お
り
運
転
な
ど
の
異
常
な
運
転
行
動
及
び
そ
れ
に
起
因
す
る

事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
車
載
記
録
装
置
の
活
用
が
求
め
ら
れ
る
。＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞
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重
点
項
目
の
概
要
④

重
点
項
目

4.
 自
動
運
転
関
連
技
術
の
活
用
・適
正
利
用
促
進

1.
 安
全
運
転
支
援
装
置
等
の
搭
載
加
速
化
・性
能
向
上

○
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
の
夜
間
歩
行
者
や
自
転
車
検
知
な
ど
の
高
度
化
・
普
及
促
進
【
再
掲
】

○
車
線
維
持
や
車
線
変
更
支
援
装
置
の
性
能
向
上
・
対
象
車
種
拡
大

・
車
線
逸
脱
警
報

(L
DW

S)
や
車
線
維
持
支
援
装
置

(L
KA

S)
の
普
及
拡
大

・
車
線
変
更
支
援
装
置
の
搭
載
車
種
拡
大
・
普
及
促
進

○
多
様
な
先
進
技
術
の
開
発
・
実
装
の
促
進

・
画
像
認
識
技
術

(道
路
標
識
、
交
通
信
号
、
道
路
反
射
鏡
に
映
る
像
等
の
認
知
技
術

)や
拡
張
現
実

(A
R)
等
を
活
用
し
た
先
進
的
な
安
全
運
転
支
援
技
術
の
開
発
、
搭
載
の
検
討

○
事
故
自
動
通
報
装
置
の
普
及
拡
大
・
性
能
向
上
等

・
関
係
省
庁
連
携
に
よ
る
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
の
普
及
拡
大
、
通
報
先
の
体
制
整
備
等
の
課
題
解
決

・
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
の
対
象
事
象

(対
歩
行
者
事
故
な
ど

)拡
大
を
見
据
え
た
研
究
【
長
期
】

3.
 自
動
運
転
関
連
技
術
等
の
社
会
的
受
容
性
の
向
上

○
自
動
運
転
関
連
技
術
に
対
す
る
過
信
・
誤
解
防
止
対
策
及
び
適
正
利
用
の
推
進

・
動
画
や
イ
ラ
ス
ト
等
を
活
用
し
た
自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
目
線
か
ら
分
か
り
や
す
い
情
報
発
信
に
よ
る
啓
発

○
自
動
運
転
車
に
お
け
る
社
会
受
容
性
向
上
策
の
検
討

・
自
動
運
転
車
に
求
め
ら
れ
る
外
向
け

HM
Iな
ど
の
安
全
要
件
の
検
討

・
交
通
事
故
判
例
や
運
転
者
引
継
ぎ
等
の
研
究
に
よ
る
既
存
交
通
と
の
調
和
方
法
の
検
討
【
長
期
】

○
自
動
運
転
車
等
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

・
自
動
運
転
車
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
常
に
最
新
状
態
と
な
る
よ
う
な
体
制
構
築
の
推
進

○
安
全
運
転
支
援
装
置
の
事
故
削
減
効
果
に
関
す
る
情
報
発
信

・
様
々
な
装
置
の
事
故
削
減
効
果
に
関
す
る
情
報
発
信
の
強
化
を
通
じ
た
消
費
者
理
解
の
増
進
や
行
動
変

容
の
促
進

2.
 自
動
運
転
車
の
開
発
促
進
・安
全
確
保

○
高
度
な
自
動
運
転
機
能
に
係
る
安
全
基
準
の
策
定

・
高
速
域
な
ど
に
対
応
し
た
よ
り
高
度
な
自
動
運
転
機
能
に
係
る
安
全
基
準
の
策
定

○
自
動
運
転
車
に
対
す
る
認
証
・
審
査
方
法
等
の
検
討

・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
を
活
用
し
た
車
両
安
全
性
の
検
証
方
法
等
の
検
討

○
自
動
運
転
車
に
お
け
る
検
知
技
術
等
の
向
上

・
悪
天
候
時
や
突
発
的
な
イ
ン
シ
デ
ン
ト

(路
上
横
臥
、
落
下
物

)等
へ
の
対
応
技
術
の
向
上
【
長
期
】

○
自
動
運
転
車
に
係
る
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
に
よ
る
安
全
対
策
の
促
進

・
事
故
時
記
録
装
置

(E
DR

)や
作
動
状
態
記
録
装
置

(D
SS

AD
)に
係
る
安
全
基
準
の
拡
充
等
の
検
討

○
無
人
自
動
運
転
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
実
装

・
レ
ベ
ル
４
の
実
現
や
サ
ー
ビ
ス
の
全
国
展
開
に
向
け
た
実
証
実
験
や
技
術
要
件
の
策
定
等
の
検
討

○
自
動
運
転
車
の
普
及
に
は
一
定
の
年
月
を
要
す
る
た
め
、
当
面
、

ド
ラ
イ
バ
ー
責
任
の
下
で
作
動
す
る
、
よ
り
高
度
な
安
全
運
転
支

援
技
術
の
開
発
、
実
用
化
、
普
及
及
び
適
正
利
用
の
促
進
が
肝
要
。

○
安
全
運
転
支
援
技
術
の
コ
ス
ト
負
担
、
運
転
者
等
の
受
容
性
、
事

故
削
減
効
果
な
ど
に
留
意
す
る
必
要
あ
り
。

○
更
な
る
事
故
被
害
削
減
の
た
め
に
は
、
事
故
の
発
生
防
止
に
加

え
て
、
救
命
・
救
急
な
ど
と
の
連
携
に
よ
る
事
故
後
の
対
策
も

重
要
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
日
本
は
、
一
定
条
件
下
で
作
動
す
る
自
動
運
転
技
術
（
レ
ベ
ル

3）
を
搭
載
し
た
乗
用
車
を
、
世
界
初
で
型
式
指
定
し
、
市
場

投
入
。

○
今
後
、
走
行
環
境
条
件

(O
DD

)の
拡
大
や
、
無
人
移
動
サ
ー
ビ

ス
車
両
の
実
装
な
ど
に
対
応
し
た
安
全
確
保
の
検
討
が
必
要
。

○
20

25
年
目
途
に
レ
ベ
ル

4の
実
現
を
目
指
す
中
、
運
転
者
の
存

在
を
前
提
と
し
な
い
自
動
車
の
審
査
制
度
を
含
め
た
安
全
対
策

の
検
討
が
不
可
欠
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
自
動
運
転
関
連
技
術
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
運

転
者
が
正
し
く
技
術
を
理
解
し
、
適
切
に
使
用
す
る
こ
と
が
必

要
不
可
欠
。

○
今
後
の
自
動
運
転
車
の
普
及
に
あ
た
り
、
自
動
運
転
車
自
体
の

安
全
確
保
や
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
等
と
同
時
に
、
社
会

的
受
容
性
向
上
の
観
点
か
ら
も
課
題
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

5
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そ
の
他
車
両
安
全
対
策
等
の
概
要

そ
の
他
車
両
安
全
対
策
等

1.
 車
両
安
全
対
策
の
推
進
体
制

○
車
両
安
全
対
策
に
係
る
施
策
の
強
化

・
主
要
施
策
で
あ
る
「
安
全
基
準
の
拡
充
・
強
化
」
、
「

AS
V推
進
計
画
」
、
「
自
動
車
ア
セ
ス
メ

ン
ト
」
間
の
連
携
強
化

・
自
動
車
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
拡
充
：

aP
LI

*を
用
い
た
歩
行
者
脚
部
保
護
試
験
や
、

M
PB

D*
試
験
、

対
自
転
車

AE
BS
試
験
の
導
入
等

・
AS

V推
進
計
画
の
加
速
化
：
自
動
運
転
高
度
化
に
向
け
て
車
両
が
担
う
責
任
範
囲
等
の
検
討
等

○
自
動
運
転
車
等
の
公
道
走
行
実
証
に
関
す
る
実
施
体
制
の
強
化

・
実
証
実
験
を
安
全
か
つ
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
な
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
公
表

・
実
証
実
験
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
や
デ
ー
タ
に
基
づ
く
安
全
基
準
等
の
検
討

○
高
齢
運
転
者
の
運
転
特
性
等
の
把
握
や
車
載
記
録
装
置
の
活
用
の
推
進

・
高
齢
運
転
者
の
運
転
特
性
等
に
関
す
る
学
際
的
研
究
の
促
進

・
ED

Rや
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
か
ら
得
ら
れ
る
車
両
デ
ー
タ
の
事
故
分
析
等
で
の
活
用
の
促
進

・
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
デ
ー
タ
等
の
ド
ラ
イ
バ
ー
管
理
・
運
転
教
育
等
で
の
活
用
促
進

3.
 他
の
交
通
安
全
分
野
との

連
携
施
策

○
事
故
自
動
通
報
装
置
の
活
用
に
よ
る
死
亡
・
重
傷
化
リ
ス
ク
の
低
減

・
関
係
省
庁
連
携
に
よ
る
事
故
自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
の
普
及
拡
大
、
通
報
先
の
体
制
整
備
等
の
課
題

解
決
【
再
掲
】

○
通
信
技
術
や
デ
ー
タ
の
活
用
に
よ
る
安
全
対
策
の
推
進

・
V2

Xや
IT

Sな
ど
通
信
技
術
や
プ
ロ
ー
ブ
デ
ー
タ
の
活
用
に
よ
る
安
全
対
策
の
推
進
【
長
期
】

2.
 そ
の
他
車
両
安
全
対
策

○
使
用
過
程
時
に
お
け
る
安
全
運
転
支
援
装
置
の
機
能
維
持
(O
BD
検
査
)の
推
進

・
20

24
年

10
月
か
ら
の

O
BD
検
査
の
実
施
に
向
け
た
着
実
な
体
制
整
備
な
実
施

・
国
際
連
携
の
下
、
安
全
運
転
支
援
装
置
等
の

O
BD
に
関
す
る
安
全
基
準
の
策
定
や
、

O
BD
検
査

の
対
象
拡
大
の
検
討

○
自
動
車
タ
イ
ヤ
の
適
正
使
用
の
対
策
の
強
化

・
タ
イ
ヤ
の
使
用
限
度
、
タ
イ
ヤ
交
換
時
の
ボ
ル
ト
適
正
締
め
付
け
、
積
雪
時
の
冬
用
タ
イ
ヤ
等

の
適
切
使
用
の
啓
発

・
タ
イ
ヤ
空
気
圧
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

(T
PM

S)
の
搭
載
拡
大

○
電
気
自
動
車
等
の
安
全
対
策
の
強
化

・
国
際
連
携
の
下
、
車
載
電
池
の
熱
連
鎖
試
験
法
等
に
係
る
安
全
基
準
の
策
定
・
強
化
の
検
討

・
使
用
過
程
時
の
電
池
劣
化
が
車
両
安
全
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
の
促
進

○
既
販
車
に
対
す
る
車
両
安
全
対
策
の
推
進

・
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
急
発
進
抑
制
装
置
な
ど
の
事
故
防
止
効
果
の
高
い
後
付
け
装
置
の
普
及
促
進

○
効
果
的
か
つ
戦
略
的
な
車
両
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、

各
施
策
の
連
携
強
化
が
不
可
欠
。

○
全
国
で
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
自
動
運
転
の
実
証
実
験
を
通
じ

て
得
ら
れ
た
知
見
を
活
用
す
る
取
組
み
も
重
要
。

○
そ
の
他
、
高
齢
運
転
者
等
の
運
転
特
性
解
明
等
の
た
め
に
、
技

術
の
進
展
に
よ
り
利
用
可
能
性
が
高
ま
る
車
両
関
連
デ
ー
タ
の

収
集
・
活
用
方
法
等
の
検
討
も
必
要
。

＜
今
後
の
方
向
性
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
真
に
交
通
事
故
を
削
減
す
る
た
め
に
は
、
新
車
対
策
の
み
な
ら

ず
、
使
用
過
程
時
に
お
け
る
安
全
運
転
支
援
機
能
や
装
置
の
維

持
・
管
理
等
の
諸
対
策
も
重
要
。

○
今
後
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
る
電
動
車
や
燃
料
電
池
自
動
車
へ

の
安
全
対
策
の
検
討
も
不
可
欠
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞

○
更
な
る
事
故
被
害
削
減
を
目
指
す
に
あ
っ
て
は
、
各
分
野
を
所

掌
す
る
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
目
的
に
応
じ
て
一
体
的
な
施
策

を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

＜
今
後
の
対
策
の
例
＞

＜
現
状
・
課
題
な
ど
＞
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次
期
削
減
目
標

3,
41
6

（
人
）

日 以 内 死 者 数30

0

1,
00

0

2,
00

0

3,
00

0

4,
00

0

5,
00

0

27
32

37
42

47
平平
成成
27
年年

(2
01
5年年

)
令令
和和
2年年

(2
02
0年年

)
令令
和和
7年年

(2
02
5年年

)
令令
和和
12
年年

(2
03
0年年

)
令令
和和
17
年年

(2
03
5年年

)

令令
和和
12
年年
まま
でで
にに

車車
両両
安安
全全
対対
策策
にに
よよ
りり

1,
20
0人人
削削
減減

「
令
和
12
年
（
20
30
年
）
ま
で
に
、
車
両
安
全
対
策
に
よ
り
、
令
和
2年
（
20
20
年
）
比
で
、
30
日
以
内
交
通
事
故

死
者
数
を
1,
20
0人
削
減
及
び
重
傷
者
数
を
11
,0
00
人
削
減
す
る
。
」

車
両
安
全
に
お
け
る
新
た
な
削
減
目
標
（
30
日
以
内
交
通
事
故
死
者
数
）
の
イ
メ
ー
ジ

<新新
たた
なな
削削
減減
目目
標標
>

実
績
値

令令
和和
7年年
まま
でで
にに

2,
40
0人人
以以
下下

(*
換換
算算
値値
)

<第第
11
次次
交交
通通
安安
全全
基基
本本
計計
画画
>

次
期
削
減
目
標

7
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＜
参
考
＞
第
1
1
次
交
通
安
全
基
本
計
画
と
の
関
係

第
1
1
次
交
通
安
全
基
本
計
画

（
道
路
交
通
の
安
全
関
係
）

交
通
政
策
審
議
会
陸
上
交
通
分
科
会

自
動
車
部
会
報
告
書

位
置
付
け

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
決
定
（
令
和
3
年
3
月
2
9
日
）

交
通
政
策
審
議
会
陸
上
交
通
分
科
会

自
動
車
部
会
報
告
（
令
和
3
年
6
月
）

審
議
対
象

政
府
の
交
通
安
全
対
策
全
般

（
「
人
」
、
「
道
」
、
「
車
」
の
３
つ
の
要
素
）

交
通
安
全
対
策
の
う
ち
「
車
両
の
安
全
対
策
」

計
画
年
度

令
和
3
年
度
～
令
和
7
年
度

令
和
3
年
度
～
令
和
1
2
年
度

（
令
和
7
年
度
に
中
間
見
直
し
を
実
施
予
定
）

数
値
目
標

令
和
7
年
ま
で
に
、

○
2
4
時
間
死
者
数
2
,0
0
0
人
以
下
（
3
0
日
以
内
死
者
数
2
,4
0
0
以
下
）

※
令
和
２
年
比
で
8
3
9
人
以
上
削
減

○
重
傷
者
数
2
2
,0
00
人
以
下

※
令
和
２
年
比
で
5
,7
7
4
人
以
上
削
減

令
和
1
2
年
ま
で
に
、
車
両
安
全
対
策
に
よ
り
、

○
3
0
日
以
内
死
者
数
を
1
,2
0
0
人
削
減
（
令
和
2
年
比
）

○
重
傷
者
数
1
1
,0
00
人
削
減
（
令
和
2
年
比
）

対
策
の

方
向
性

＜
視
点
＞

①
高
齢
者
及
び
子
供
の
安
全
確
保

②
歩
行
者
及
び
自
転
車
の
安
全
確
保
と
遵
法
意
識
の
向
上

③
生
活
道
路
に
お
け
る
安
全
確
保

④
先
進
技
術
の
活
用
促
進

⑤
交
通
実
態
等
を
踏
ま
え
た
き
め
細
や
か
な
対
策
の
推
進

⑥
地
域
が
一
体
と
な
っ
た
交
通
安
全
対
策
の
推
進

＜
対
策
の
柱
＞

①
道
路
交
通
環
境
の
整
備

②
交
通
安
全
思
想
の
普
及
徹
底

③
安
全
運
転
の
確
保

④
車
両
の
安
全
性
の
確
保

⑤
道
路
交
通
秩
序
の
維
持

⑥
救
助
・
救
急
活
動
の
充
実

⑦
被
害
者
支
援
の
充
実
と
支
援

⑧
研
究
開
発
及
び
調
査
研
究
の
推
進

＜
視
点
＞

○
短
期
・
中
期
的
視
点

死
亡
・
重
傷
化
リ
ス
ク
が
高
い
場
面
に
対
し
、
よ
り
高
度
な
安
全
運
転
支
援

技
術
の
開
発
、
実
用
化
、
普
及
、
適
正
利
用
等
を
加
速

○
長
期
的
な
視
点

2
0
3
5
年
頃
ま
で
に
、
自
動
車
技
術
に
よ
り
対
策
が
可
能
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
、
新
た
に
市
場
に
投
入
さ
れ
る
車
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

死
亡
事
故
を
ゼ
ロ
と
す
る
こ
と
を
目
指
す

＜
対
策
の
柱
＞

①
歩
行
者
・
自
転
車
等
利
用
者
の
安
全
確
保

②
自
動
車
乗
員
の
安
全
確
保

③
社
会
的
背
景
を
踏
ま
え
て
重
視
す
べ
き
重
大
事
故
の
防
止

④
自
動
運
転
関
連
技
術
の
活
用
・
適
正
利
用
促
進

8
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国土交通省プレスリリース

	 令和３年８月24日

「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方検討会」の設置
～電動車や自動運転技術搭載車に関する安全確保策や

データ利活用方策の検討を行います～

電動車や自動運転技術搭載車の不具合情報や故障データ等を有効活用し、安全・安心を確保した

上で、ユーザーの利便性向上を図る取り組みについて検討するための検討会を設置し、第１回検討

会を８月26日㈭に開催します。

自動運転技術や電動車の普及等、自動車の変容・高度化に伴い、高電圧保護や各種センサーの作

動不良、サイバーセキュリティ等の新たな課題に対応すべく、電動車や自動運転技術搭載車（運転

支援技術搭載車両も含む）の不具合情報を収集することがより重要になっております。

また、車両のセルフチェック機能（いわゆる「OBD（On-Board	Diagnostics）機能」）の導入により、

今後、使用過程車に記録された故障データの更なる活用が可能となる見込みです。

こうした不具合情報や故障データ等を有効活用することにより、安全・安心を確保した上で、ユー

ザーの利便性を図る取り組みについて検討するため、「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方

検討会」を設置し、第１回検討会を下記のとおり開催します。

記

１．委　　員：別紙（略）のとおり

２．検討内容：	電動車や自動運転技術搭載車に関する安全確保策やデータの有効な利活用方策に

ついての検討

３．第 1 回検討会	 	

　　　	日　　時：８月26日㈭1５時	 	

開催方式：WEB 会議方式	 	

取 材 等：	会議は非公開ですが、冒頭のみ WEB 傍聴が可能です。傍聴人数に限りがある

ため、各社１名に限定させていただくとともに、傍聴人数が上限に達した場合

は先着順とします。WEB 視聴を希望される方は、８月2５日㈬14時までに以下

の送付先にメールにて名刺のスキャンデータを添付してご連絡ください。期日

までにご連絡頂いた方に WEB 会議の URL を送付致します。	 	

（送付先）hqt-koudoka-kentoukai@gxb.mlit.go.jp
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国土交通省プレスリリース

� 令和３年９月 30 日

事故時の車両情報を記録するための国際基準を導入します
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～

事故情報計測・記録装置（EDR：Event�Data�Recorder）に係る国連規則を国内の保安基準に導入
するため、所要の法令等の整備を行います。

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強
化を進めています。

今般、「事故情報計測・記録装置に係る国連規則（第 160 号）」が国際連合欧州経済委員会自動車基
準調和世界フォーラム（WP29）において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国においてもこれ
らの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的として
保安基準の改正等を行います。

なお、１．⑴及び⑵に関する国連規則策定においては、自動車局、交通安全環境研究所及び自動
車基準認証国際化研究センターが、それら規則策定のための国連の会議の議長等を務めながら、日
本としてその策定を主導してきたところです。

１．保安基準等の主な改正項目（詳細は別紙（略）参照）
⑴�乗用車等には、事故時に車両に関する情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を記録す

る事故情報計測・記録装置（EDR）を備えなければならないこととする。

令 和 ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自動車局審査・リコール課 

 

事事故故時時のの車車両両情情報報をを記記録録すするるたためめのの国国際際基基準準をを導導入入ししまますす  
～道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・
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車基準調和世界フォーラム（WP29）において新たに採択されたこと等を踏まえ、我が国におい

てもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなど

を目的として保安基準の改正等を行います。 

なお、１．（１）及び（２）に関する国連規則策定においては、自動車局、交通安全環境研究

所及び自動車基準認証国際化研究センターが、それら規則策定のための国連の会議の議長等を

務めながら、日本としてその策定を主導してきたところです。 

  

１１．．保保安安基基準準等等のの主主なな改改正正項項目目（詳細は別紙参照） 

⑴ 乗用車等には、事故時に車両に関する情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を
記録する事故情報計測・記録装置（ＥＤＲ）を備えなければならないこととする。 

      

                                        

⑵ 乗用車等には、対静止車両、対走行車両及び対歩行者の制動要件に加え、対自転車の制動
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国土交通省プレスリリース

	 令和３年 11 月 29 日

タカタ製エアバッグに関する車検停止措置の対象車両の追加について

国土交通省では、タカタ製エアバッグのリコール改修を促進するため、新たに届出があったリコー

ルの対象車両についても車検停止措置の対象として追加します。

１．背景
タカタ製エアバッグについては、異常破裂し、金属片が飛散する不具合が発生しているため、

平成 21 年以降、総台数 2,112 万台（令和３年５月末時点）のリコールを実施しています。

これらのリコール対象車のうち、特に異常破裂する危険性の高い車両（※）であって、届出から２

年以上未改修のものを対象に、平成 30 年５月１日より車検停止措置を講じているところです。
※	①エアバッグの製造管理が不適切であったもの又は②国内で異常破裂したエアバッグと同じタイプであっ

て生産から９年以上経過したものを搭載した車両

当該措置に関しては、生産から９年以上経過したものを順次対象に追加する必要があり、令和

２年１月に追加をしたところですが、その後、新たに上記措置の対象となるリコールが届出られ

たことから、当該リコールの対象車についても同様の措置を講ずる必要があります。

２．措置の概要
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の特例に関する告示の一部を改正する告示（令和

２年国土交通省告示第 27 号）について、以下の２件のリコールを車検停止措置対象として追加す

る改正を行います。

リコール
届出番号

車検停止
措置の開始日

改善措置未実施台数
（令和３年９月末時点）

4640 令和４年５月１日 1,412 台

外 -3271 令和６年５月１日   391 台

なお、お持ちの車が今回の措置の対象になるかどうかは、各自動車メーカーのウェブサイト又

は各自動車メーカー窓口（別紙３（略））で確認できます。確認にあたっては、「車台番号」が必要に

なりますので、お手元に車検証をご用意ください。
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国土交通省プレスリリース

	 令和４年３月４日

日野自動車㈱の排出ガス・燃費性能試験における不正行為について

本日、日野自動車より、トラック及びバス用のエンジンについて、排出ガス性能や燃費性能を確

認する国の試験において不正な行為があった旨の報告を受けました。

このような事態は、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行

為であり、極めて遺憾です。

国土交通省としては、日野に対して、事実関係の詳細な調査及び再発防止策の検討を実施し、速

やかに報告するよう指示しました。

引き続き、同社を指導し、環境性能の確保と再発防止の徹底について、厳正に対処して参ります。

１．日野自動車からの報告概要
○	　中型エンジン（１機種）の排出ガス性能に関し、排出ガス処理装置の長距離耐久試験において、

部品を途中で交換し試験を継続した。排出ガスを浄化する装置が経年劣化し、長距離走行後の

排出ガス性能が基準に満たない可能性がある。

○	　大型エンジン（２機種）の燃費性能に関し、不適切な試験機器の設定で燃料流量の測定を行い、

燃費性能が基準（諸元値）に満たない。

○	　小型エンジン（１機種・既に生産終了）の燃費性能に関し、燃費性能が基準（諸元値）に満たない。

（原因は調査中）

○	　不正行為のあったエンジンの搭載車については、自主的に出荷を停止するとともに、既に税

制優遇を受けている車両については、影響を精査し、追加納付が必要な場合は同社が負担する。

○　事案の全容解明及び再発防止策を検討するため、外部有識者による特別調査委員会を設置する。

２．国土交通省の対応
　○　同社の報告を踏まえて、以下のとおり同社に指示を行った。

　　・事実関係の詳細な調査及び再発防止策の検討を実施し、速やかに報告すること

　　・登録済みの車両について、リコールで対応可能なものについては速やかに実施すること

　　・ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
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詳しい評価結果は、別紙（略）及び NASVA ホームページをご参照ください。

NASVA ホームページ
　https://www.nasva.go.jp/mamoru/index.html#search_list2

国土交通省プレスリリース

　	 令和４年３月 10 日

チャイルドシートの安全性能の評価結果を公表します！！

チャイルドシートの安全性能を評価・公表する「チャイルドシートアセスメント」において、今般

５機種のチャイルドシートの評価を公表します。

国土交通省と（独）自動車事故対策機構（NASVA）では、ユーザーが安全性の高いチャイルドシー

トを選択しやすい環境を整備するとともに、メーカーに対してより安全な製品の開発を促すため、

毎年、販売台数の多い機種を中心に、チャイルドシートの安全性能に関する様々な評価試験を行い、

結果を公表する「チャイルドシートアセスメント」を実施しています。

この度、2021 年度分として５機種のチャイルドシートの評価結果を公表します。

 

令和 4年 3月 10日 

自動車局技術・環境政策課 

 

  

チチャャイイルルドドシシーートトのの安安全全性性能能のの評評価価結結果果をを公公表表ししまますす！！！！  
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 この度、2021年度分として 5機種のチャイルドシートの評価結果を公表します。 
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〔自動車機構関係〕
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自自
動動

ブブ
レレ
ーー
キキ
、、
自自

動動
車車

間間
距距

離離
制制
御御

（（
AA

CC
CC

))
新新

車車
（（
乗乗

用用
車車
））
搭搭

載載
率率

AC
C

自
動
ブ
レ
ー
キ

○
近

年
、
自

動
ブ
レ
ー
キ
な
ど
自自

動動
運運

転転
技技

術術
のの

進進
化化

・・
普普

及及
がが
急急

速速
にに
進進

展展
し
て
い
る
が

、
故

障
し
た
場

合
に
は

、
誤誤

作作
動動

にに
よよ
るる
重重

大大
事事

故故
等

に
つ
な
が

る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
自自

動動
車車

のの
検検

査査
等等
をを
通通

じじ
たた
機機

能能
確確

認認
がが

必必
要要

。。

○
現

在
の

自自
動動

車車
のの
検検

査査
((車車

検検
))は

、
外

観
や

測
定

器
を
使

用
し
た
機

能
確

認
に
よ
り
行

わ
れ

て
い
る
が

、
自

動
運

転
技

術
等

に
用

い
ら
れ

る
電電

子子
装装

置置
のの

機機
能能

確確
認認

にに
はは

対対
応応

しし
てて
いい
なな
いい
。

電電
子子

装装
置置

のの
不不

具具
合合
事事

例例


AA

CC
CC
を
使
用
し
て
高
速
道
路
を
走
行
中
、
突
然
、

機
能
が
停
止
し
、
強
い
回
生
ブ
レ
ー
キ
が
作
動
。

⇒ ⇒
前前

方方
監監

視視
用用

のの
カカ
メメ
ララ
がが

偏偏
心心

し
て
い
た


上
り
坂
を
走
行
中
、
自 自

動動
でで
ブブ
レレ
ーー
キキ
が
誤
作
動
し
、

急
減
速
し
た
。

⇒
自
動
ブ
レ
ー
キ
の
レ レ
ーー
ダダ
セセ
ンン
ササ
のの

取取
付付
角角

度度
がが

設設
計計

値値
よよ
りり
下下
向向

きき
に
な
っ
て
い
た
。

現 現
在在

のの
車車

検検
でで
はは

検検
出出

でで
きき
なな
いい
不不
具具

合合

最
近
の
自
動
車
に
は
、
電
子
装
置
の
状
態
を
監
視
し
、

故
障
を
記
録
す
る
「「
車車

載載
式式
故故

障障
診診

断断
装装

置置
（（
OO

BB
DD
：：
OO

nn
--
BB

oo
aarr

dd  
DD

iiaa
ggnn

oo
sstt

iicc
ss））
」」が

搭
載
さ
れ
て

い
る
。

車
載

式
故

障
診

断
装
置

（
O

B
D
）
を
活

用
し
た
自
動

車
検
査

手
法

ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

接
続

通
信

O
BD

ポ
ー
ト・
故
障
コ
ー
ド
読
出
に
必
要
な
技
術
情
報

（
EE
CC

UU
情情
報報

）
・
保
安
基
準
不
適
合
の
故
障
コ
ー
ド

（
特特

定定
DD

TT
CC
）

車車
載載

式式
故故

障障
診診

断断
装装

置置
（（
OO

BB
DD
））
とと
はは

O
BD

記
録
さ
れ
た
故
障
コ
ー
ド

（
D

T
C
）
は
、
スス
キキ
ャャ
ンン
ツツ
ーー

ルル
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
読

取
可
能
。

対対
象象

車車
両両

・・
装装

置置
及及

びび
検検

査査
開開

始始
時時

期期

対対
象象

2
0
2
1
年

1
0
月
以
降
の
新
型
の
乗
用
車
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク

※
1

①
運
転
支
援
装
置

※
2

ア
ン
チ
ロ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
シ
ス
テ
ム
（
A

B
S
）、

横
滑
り
防
止
装
置

（
E
S
C
）
、
ブ
レ
ー
キ
ア
シ
ス
ト
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
接
近
通
報

②
自
動
運
転
機
能

※
2

自
動
車
線
維
持
、
自
動
駐
車
、
自
動
車
線
変
更
な
ど

③
排
ガ
ス
関
係
装
置

検検
査査

開開
始始

時時
期期

2
0
2
4
年

1
0
月

※
3

自自
動動

車車
メメ
ーー
カカ
ーー

(独
)自

動
車
技
術
総
合
機
構
に
お
い
て
、

「
E
C

U
情
報
」
、
「
特
定

D
T
C
」
を
一
元
管
理
し
、

全
国
の
車
検
場
、
整
備
工
場
へ
提
供
。

諸諸
外外

国国
のの

状状
況況

OO
BB

DD
をを
活活

用用
しし
たた
自自

動動
車車
検検

査査
手手

法法

車車
検検

時時

特
定

D
T
C
を
検
出

し
た
場
合
は
不
合
格

接
続

※
1
型
式
指
定
自
動
車
・
多
仕
様
自
動
車
に
限
る
。
輸
入
車
は

2
0
2
2
年
以
降
の
新
型
車

※
2
保
安
基
準
に
規
定
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

※
3
輸
入
車
は

2
0
2
5
年

1
0
月

ＥＥ
ＵＵ


加
盟
国
に
対
し
て
電電

子子
装装

置置
を
含
め
た
検
査
実
施
を

推
奨
（
E
U
指
令

2
0
1
4
/
4
5
E
U
）
。


ド ド
イイ
ツツ
で
は

2
0
15

年
よ
り

O
B

D
を
用
い
た
検
査
を
開
始
、

段
階
的
に
拡
大
中
。

米米
国国 3
3
の
州
・
地
区
に
お
い
て

O
B

D
を
活

用
し
た

排 排
出出

ガガ
スス
検検

査査
を
実
施
中
。

提提
出出

１
．

O
BD
検
査
の
概
要

1

車
載

式
故

障
診

断
装

置
を
活

用
し
た
自

動
車
検

査
手

法
の

あ
り
方

に
つ
い
て
（
平

成
3
1
年

３
月
1
3
日

）
よ
り
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2

＜
O

BD
検
査
シ
ス
テ
ム
の
全
体
構
成
＞

O B D 検 査 用 サ ー バ ー

検
査
場
（
普
通
車
・軽
）

操
作
用
タブ
レ
ット

制
御
用

PC
O

BD
読
取
り用

VC
I

実
績
分
析

シ
ス
テ
ム

運
用
管
理

シ
ス
テ
ム

検
査
場
内
無
線

LA
N

検
査
場
サ
ー
バ
ー

専
用
シ
ス
テ
ム
（
普
通
車
用
・軽
自
動
車
用
）

・特
定

D
TC
照
会
ア
プ
リ（
表
示
部
）

※
出
張
検
査
場
で
の
検
査

に
も
対
応
可
能
な
構
成
を

検
討
中

・特
定

D
TC
照
会
ア
プ
リ（
処
理
部
）

専 用 回 線 （ Ｖ Ｐ Ｎ ）

整
備
工
場

検
査
用
ス
キ
ャン
ツー
ル

無
線

LA
N

・特
定

D
TC
照
会
ア
プ
リ

無
線
通
信

有
線
通
信

イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線

１
．

O
BD
検
査
の
概
要
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VC
I※

（
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
）

O
BD
検
査
用
端
末

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

US
B

VC
I

ド
ラ
イ
バ

通
信
制
御

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア

O
BD
検
査
用
サ
ー
バ

ク
ラ
ウ
ド
環
境

モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
等

事
業
者

登
録
機
能

合
否
判
定

機
能

特
定

D
TC

照
会
ア
プ
リ

W
EB

ブ
ラ
ウ
ザ

登
録
業
務
用
端
末

W
EB

ブ
ラ
ウ
ザ

２
．

O
BD
検
査
の
シ
ス
テ
ム
構
成

3

事
業

場
ID

申
請

、
利

用
者

登
録

・管
理

※※
  PP

CC
（（
端端

末末
））
はは

登登
録録

業業
務務

用用
とと

OO
BB

DD
検検

査査
用用

のの
端端

末末
をを

兼兼
用用

すす
るる

ここ
とと

がが
可可

能能

O
B

D
検

査

※
パ
ソ
コ
ン
と
車
両
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
装
置
。
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
一
部
。
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３
．

O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー
ル

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

マ
イル
ス
トー
ン

O
BD

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

O
BD
情
報
管
理
業
務

プ
レ
テ
ス
ト

O
BD
検
査

シ
ス
テ
ム

O
BD
検
査

用
サ
ー
バ

ス
キ
ャン

ツ
ー
ル

特
定

D
TC

照
会
ア
プ
リ

検
査
体
制

検
査
場

整
備
工
場

運
用
管
理

体
制

運
用
管
理

セ
ン
ター

コー
ル

セ
ン
ター

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

審
査
用
技
術
情
報
の
管
理

開
発

運
用
・保
守

プ
レ
運
用
準
備

(配
備
含
む

)

プ
レ
運
用
準
備

(配
布
含
む

)

研
修

研
修
準
備

周
知

特
定

D
TC
情
報
管
理
業
務
開
始
手
数
料
徴
収
開
始
・

運
用
管
理
セ
ン
ター
の
運
用
開
始
（

20
21

/1
0)

▼

O
BD
検
査
プ
レ
運
用
開
始

(2
02

3/
10

)
▼

合
否
判
定
開
始

(国
産
車

)
(2

02
4/

10
)

▼

合
否
判
定
開
始

(輸
入
車

)
(2

02
5/

10
)

▼

運
用
・保
守

【凡
例
】

：
O

BD
検
査
に
向
け
た
準
備
業
務

：
O

BD
検
査
の
運
用
に
か
か
る
業
務

問
い
合
わ
せ
対
応
（
電
話
・メ
ー
ル
、チ
ャッ
トボ
ット
）

運
用

シ
ス
テ
ム
リリ
ー
ス

コー
ル
セ
ン
ター
運
用
開
始

（
20

23
/0

4)
▼

１
R開

発

登
録

ﾌﾟ
ﾚﾃ
ｽﾄ
結
果
とり
ま
とめ

①
令
和
４
年
９
月
～

Ｏ
Ｂ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
登
録
の
周
知

②
令
和
５
年
４
月
～

Ｏ
Ｂ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
登
録
の
開
始

プ
レ
運
用

本
格
運
用

④
令
和
６
年

1
0
月
～

Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
本
格
運
用

③
令
和
５
年

1
0
月
～

Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
プ
レ
運
用

4
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O
BD

検
査

に
必

要
な
機

器
等

の
準

備


令

和
３
年

10
月

、
「
指

定
自

動
車

整
備

事
業

規
則

」
等

が
改

正
さ
れ
、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

者
等

に
、
新

た
に
電

子
的

な
検

査
を
行

う
た
め

の
機
器
（
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。


ま
た
、
同

月
に
「
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
に
係

る
国

土
交

通
大

臣
の

定
め
る
技

術
上

の
基

準
」
が

改
正

さ
れ

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

者
等
に
て
備
え
る
べ
き
検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
技
術
基
準
を
定
め
ら
れ
ま
し
た
。


令

和
４
年

６
月

、
「
自

動
車

検
査

用
機
械

器
具
の

基
準

適
合
性

試
験
要

領
（
通
達

）
」
が

改
正
さ
れ
、
当

該
通
達

に
基
づ
い
て
認

定
を
受
け
た
検

査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
が
、

O
B

D
検
査
に
使
用
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。


今
後
、
ス
キ

ャ
ン
ツ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
か

ら
、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン
ツ
ー
ル
の
開
発
や
基
準
適
合
性
の
要
件
確
認
が
行
わ
れ
、
検
査
用

ス
キ

ャ
ン
ツ
ー

ル
と
し
て
認
定
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

【
参

考
】
検

査
用

ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

の
準

備
状

況

検
査

用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

Ｐ
Ｃ
・
タ
ブ
レ
ッ
ト

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境

※
W

in
do

w
s1

0

5

必
要

に
応

じ
て

▲
Q

Rコ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

▲
IC
タ
グ
リ
ー
ダ
ー

※
特

定
DT

C照
会

ア
プ
リ【
Ｏ
Ｂ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
登
録
の
開
始
（令

和
５
年
４
月
～
）
】

３
．

O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー
ル

※※
車車

検検
証証
読読
取取
用用
。。
手手
入入
力力
もも
可可
。。
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事
業

場
の

認
証

・
指

定
（

国
へ

の
申

請
）

事
業

場
ID
申

請
（

自
動

車
機

構
へ

の
申

請
）

利
用

者
（

工
員

・
検

査
員

等
）

登
録

・
管

理

特
定

D
T
C
照

会
ア

プ
リ

イ
ン

ス
ト

ー
ル

事
前
準
備

（
令
和
５
年
４
月

～
）

受
入

点
検

整
備

完
成

検
査

検
査

用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

で
O

B
D
検

査
・
確

認
を
実

施
す
る
た
め
に
は

、
国

に
よ
る
認

証
を
受

け
て
い
る
事

業
場

で
あ
る

こ
と
を
前

提
に
、
事

前
準

備
と
し
て

O
B

D
検

査
シ
ス
テ
ム
の

利
用

の
た
め
に
認

証
番

号
（
指

定
事

業
者

の
場

合
は

指
定

番
号

）
等

を
入

力
し
て
利

用
申

請
し
た
う
え
で
、

O
B

D
検

査
に
用

い
る
ア
プ
リ
（
特

定
D

T
C
照

会
ア
プ
リ
）
を
使

用
す
る
工

員
や

検
査

員
の

登
録

を
す
る
必

要
が

あ
り
ま
す
。

【
Ｏ
Ｂ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
登
録
の
開
始
（令

和
５
年
４
月
～
）
】

6

検
査
開
始

（
令
和
６
年

1
0
月

～
）

プ
レ

運
用

（
令

和
５

年
1
0
月

～
６

年
９

月
）

３
．

O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー
ル
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○
指
定
・認

証
工
場
は
、
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
た
め
に
、
令
和
５
年
４
月
以
降
に
、
専
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
か
ら
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
等
を
登
録
し
て
事
業
場

ID
登
録
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

❶
申
請
受
付
メ
ー
ル

【【
①①

ポポ
ーー
タタ
ルル
ササ
イイ
トト
かか
らら
事事
業業
場場
ＩＩＤＤ

のの
申申
請請

】】

❷
申
請
完
了
メ
ー
ル
（
初
回
ロ
グ
イ
ン
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）

❸
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
証
明
書
の
招
待

コ
ー
ド

【 【
②②

クク
ララ
イイ
アア
ンン
トト
証証
明明
書書
をを
イイ
ンン
スス
トト
ーー
ルル
用用
ツツ
ーー
ルル
をを
ダダ
ウウ
ンン
ロロ
ーー
ドド
】】

【【
③③

クク
ララ
イイ
アア
ンン
トト
証証
明明
書書
をを
イイ
ンン
スス
トト
ーー
ルル
】】

【【
④④

ＯＯ
ＢＢ
ＤＤ
検検
査査
シシ
スス
テテ
ムム
へへ
のの
初初
回回
ロロ
ググ
イイ
ンン
】】

指 定 ・ 認 証 工 場

OBD 検 査 シ ス テ ム 運 用 管 理 セ ン タ ー

【 シ ス テ ム の 初 回 ロ グ イ ン ま で の 流 れ （ 予 定 ） 】

7

【
Ｏ
Ｂ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
登
録
の
開
始
（令

和
５
年
４
月
～
）
】

３
．

O
BD
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュー
ル

Ｏ
Ｂ
Ｄ
検

査
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト

試
作

中
画

面
イ
メ
ー
ジ

−　60　−



Co
py

rig
ht

©
 N

at
io

na
l A

ge
nc

y 
fo

r A
ut

om
ob

ile
 a

nd
 L

an
d 

Tr
an

sp
or

t T
ec

hn
ol

og
y

8

４
．

O
BD
検
査
の
導
入
に
向
け
て

1
.
令
和
５
年
４
月

か
ら
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検

査
シ
ス
テ
ム
が

リ
リ
ー
ス

※
さ
れ

ま
す
。

2
.
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検
査
シ
ス
テ
ム
に
は

利
用

者
登

録
等

の
準
備

が
必

要
で
す
。

3
.
利
用
者
登
録
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

ら
の

申
請

が
必

要
で
す
。

4
.
令
和
５
年

1
0
月

（
予

定
）
か

ら
Ｏ
Ｂ
Ｄ
検

査
の

プ
レ
運

用
が

可
能

で
す
。

5
.
令
和
６
年

1
0
月

か
ら

O
B

D
検

査
の

本
格

運
用

が
開

始
さ
れ

ま
す
。

整
備
事
業
者
の

皆
さ
ま
に
ご
確

認
い
た
だ
き
た
い
点

以
上

、
ご
理

解
ご
協

力
の

程
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

※
リ
リ
ー
ス
が

近
く
な
り
ま
し
た
ら
、
改

め
て
正

式
な
ご
案

内
を
い
た
し
ま
す
。
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自動車技術総合機構プレスリリース

	 令和 3 年 6 月 30 日

審査事務規程の一部改正について（第 37 次改正）

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11 年法律第 218

号）第 13 条第１項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査事務規程）の一部改正を行い、

令和３年７月１日（１．①については令和３年６月 30 日）から施行します。

主な改正の概要は、次のとおりです。

１．自動車の検査等関係
①	　並行輸入自動車の事前審査書面の技術基準等適合証明書のうち、電子署名されたものの提出

方法及び取扱いの明確化［別添３］

②	　その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。

２．自動車の型式の指定等関係
　今回は該当なし

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。

（https://www.naltec.go.jp/）

別添３　略
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自動車技術総合機構プレスリリース

	 令和３年８月 31 日

審査事務規程の一部改正について（第 39 次改正）

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成11年法律第218号）

第 13 条第１項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審査事務規程）の一部改正を行います。

主な改正の概要は、次のとおりです。

１．自動車の検査等関係
①	　道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基準の細目を

定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正

　○	　乗用車等の座席の衝突等により衝撃を受けた場合における、乗車人員の保護性能に係る基

準について、ダミーを搭載した動的試験の導入及び静的試験の要件を強化します。［7-42］

　○	　電力により作動する原動機を有する自動車（二輪自動車等を除く）の、感電防止装置に係る

基準について、冠水走行等の水に対する絶縁保護要件等を追加、前面及び側面衝突試験時の

要件を強化します。［7-26］

②　審査継続となる場合の明確化について

　○　審査継続となる場合の取扱いの範囲について明確化します。［4-7-3］

③　OBD 検査について

　○　OBD 検査に係る対象車等である旨の通知方法について規定します。［5-3-1５］

④　その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。

２．自動車の型式の指定等関係
今回は該当なし

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。

（https://www.naltec.go.jp/）
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自動車技術総合機構プレスリリース

	 令和３年９月 30 日

審査事務規程の一部改正について（第 40 次改正）

Ⅰ．改正概要
　１．自動車の検査等関係

⑴	　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細

目告示」という。）等の一部改正に伴う改正

○　燃料タンクの注入口等から排気管開口部までの距離の基準を削除します。［７-23、７-2５］

　２．自動車の型式の指定等関係
⑴　細目告示等の一部改正に伴う改正

　○　試験規程（TRIAS）の新規追加及び一部改正を行います。［別添１］

　①　細目告示に新たに採択された協定規則に対応した TRIAS の新規追加（１項目）

　　ア　TRIAS 46 ⑵ -R160-01	 事故情報計測・記録装置試験（協定規則第 160 号）

　②　細目告示に既に採用されている協定規則の改訂に伴う一部改正（９項目）

　　ア　TRIAS 09-R141-02	 タイヤ空気圧監視装置試験（協定規則第 141 号）

　　イ　TRIAS 09-R142-02	 	自動車に取り付けられる空気入ゴムタイヤ試験（協定規則

第 142 号）

　　ウ　TRIAS 11-R079-03	 かじ取装置試験（協定規則第 79 号）

　　エ　TRIAS 12-R1５2-02	 	乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置試験（協定規則第

1５2 号）

　　オ　TRIAS 17 ⑵ R100 ⑴ -02	 高電圧からの乗員保護試験（協定規則第 100 号（車両））

　　カ　TRIAS 17 ⑵ R100 ⑵ -02	 高電圧からの乗員保護試験（協定規則第 100 号（単品））

　　キ　TRIAS 22 ⑶ -R016 ⑶ -04	 座席ベルト試験（協定規則第 16 号（リマインダ））

　　ク　TRIAS 30-R041-03	 二輪自動車の騒音試験（協定規則第 41 号）

　　ケ　TRIAS 48-R1５7-01	 自動車線維持システム試験（協定規則第 1５7 号）

Ⅱ．関係する省令等
・	道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和３年９月 30 日国土交通省令第 ５9 号）

［２．⑴	①ア］

・	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和３年９月 30 日国土

交通省告示第 1294 号）［１．⑴、２．⑴	②ア～カ、ク、ケ］

・	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和２年 12 月 2５ 日国

土交通省告示第 1５77 号）［２．⑴	②キ］

Ⅲ．施行日
令和３年９月 30 日
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新
旧
対
照
表

「
審
査
事
務
規
程

」（
平
成

年
月

日
規
程
第

号
）
第

次
改
正
新
旧
対
照
表
（
そ
の
１
）

令
和

年
月

日
改
正

新
旧

独
立

行
政

法
人

自
動

車
技

術
総

合
機
構
審
査
事
務
規
程

目
次

（
略

）

第 第
章章

～
第第

章章
（

略
）

第 第
章章

新新
規規

検検
査査

、、
予予

備備
検検

査査
、、

継継
続続

検検
査査

又又
はは

構構
造造

等等
変変

更更
検検
査査

～
（

略
）

独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
審
査
事
務
規
程

目
次
（
略
）

第 第
章章

～
第第

章章
（
略
）

第 第
章章

新新
規規

検検
査査

、、
予予
備備

検検
査査

、、
継継
続続

検検
査査

又又
はは
構構

造造
等等
変変

更更
検検
査査

～
（
略
）

燃燃
料料
装装

置置

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる

審審
査査

（
）

ガ
ソ

リ
ン

、
灯

油
、

軽
油

、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の

他
の
引

火
し

や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る

自
動

車

の
燃

料
装

置
は

、
燃

料
へ

の
引

火
等

の
お

そ
れ

の
な

い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に

関
し

、
視

認
等
そ

の
他

適
切

な
方

法
に

よ
り

審
査

し
た

と
き
に
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。（

保
安

基
準

第
条

第
項

関
係
、
細
目
告
示
第

条
第

項
関
係
、
細
目

告
示

第
条
第

項
関

係
）

①
（

略
）

②
燃

料
タ

ン
ク

の
注

入
口

及
び

ガ
ス

抜
口

は
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ア
（

略
）

（
削

除
）

イ
～
ウ

（
略

）

（
）（

略
） （

略
）

～
（

略
）

従従
前前

規規
定定

のの
適適

用用
①①

昭
和

年
月

日
以

前
に

製
作

さ
れ

た
自

動
車
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ

れ
ば

よ
い

。（
適

用
関

係
告

示
第

条
第

項
関

係
）

性性
能能

要要
件件

（
）

ガ
ソ

リ
ン

、
灯

油
、

軽
油

、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の

他
の
引

火
し

や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る

自
動

車

の
燃

料
装

置
は

、
次

の
基

準
に

適
合

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

①
～

②
（

略
）

（
削

除
）

③
～

④
（

略
）

（
）（

略
） 従従

前前
規規
定定

のの
適適

用用
②②

昭
和

年
月

日
（

専
ら

乗
用

の
用

に
供

す
る
乗
車
定
員

人
以
下
の
自
動
車
で
あ
っ
て
輸

入
自

動
車

以
外

の
自

動
車

に
あ

っ
て

は
、
昭

和
年

月
日

、
輸
入
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和

年
月

日
）

以
前

に
製

作
さ

れ
た

自
動

車
に

つ
い

て
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば

燃燃
料料
装装

置置

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる

審審
査査

（
）

ガ
ソ
リ

ン
、
灯

油
、
軽

油
、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の
他

の
引

火
し

や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る
自

動
車

の
燃
料
装
置
は
、
燃
料
へ
の
引
火
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に

関
し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査
し
た
と
き
に
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
保

安
基
準
第

条
第

項
関
係
、
細
目
告
示
第

条
第

項
関
係
、
細
目

告
示
第

条
第

項
関

係
）

①
（
略
）

②
燃
料
タ
ン
ク
の

注
入
口
及
び
ガ
ス
抜
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ア
（
略
）

イ
排
気
管
の

開
口
先
に
な
く
、
か
つ
、
排
気
管
の
開
口
部
か
ら

以
上
離
れ
て
い
る

こ
と
。

ウ
～
エ
（
略
）

（
）（

略
） （

略
）

～
（
略
）

従従
前前

規規
定定

のの
適適
用用
①①

昭
和

年
月

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い

。（
適
用
関
係
告
示
第

条
第

項
関
係
）

性性
能能

要要
件件

（
）

ガ
ソ
リ

ン
、
灯

油
、
軽

油
、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の
他

の
引

火
し

や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る
自

動
車

の
燃
料
装
置
は
、
次
の

基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
～
②
（
略
）

③
燃
料
タ
ン
ク
の

注
入
口
及
び
ガ
ス
抜
口
は
、
排
気
管
の
開
口
先
に
な
く
、
か
つ
、
排
気
管
の

開
口
部
か
ら

以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

④
～
⑤
（
略
）

（
）（

略
） 従従

前前
規規
定定

のの
適適
用用
②②

昭
和

年
月

日
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員

人
以
下
の
自
動
車
で
あ
っ
て
輸

入
自
動
車
以
外
の
自
動
車

に
あ
っ
て
は
、
昭
和

年
月

日
、
輸
入
自
動
車
に
あ
っ
て
は
昭
和

年
月

日
）
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば

別
添

� （別　添）
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よ
い

。（
適

用
関

係
告

示
第

条
第

項
関

係
）

性性
能能

要要
件件

（
）

ガ
ソ

リ
ン

、
灯

油
、

軽
油

、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の

他
の

引
火

し
や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る

自
動

車

の
燃

料
装

置
は

、
次

の
基

準
に

適
合

し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。

①
～

③
（

略
）

（
削

除
）

④
～

⑤
（
略

）

（
）

～
（

）（
略

）

従従
前前

規規
定定

のの
適適
用用

③③

次
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

次
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で
あ

れ
ば

よ
い

。
（

適
用
関

係
告

示
第

条
第

項
関

係
）

①
～

②
（

略
）

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる

審審
査査

（
）

ガ
ソ

リ
ン

、
灯

油
、

軽
油

、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の

他
の

引
火

し
や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る

自
動

車

の
燃

料
装

置
は

、
燃

料
へ

の
引

火
等

の
お

そ
れ

の
な

い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に

関
し

、
視

認
等
そ

の
他

適
切

な
方

法
に

よ
り

審
査

し
た
と
き
に
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

①
（

略
）

②
燃

料
タ

ン
ク

の
注

入
口

及
び

ガ
ス

抜
口

は
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ア
（

略
）

（
削

除
）

イ
～
ウ

（
略

）

（
）（

略
）

（
略
）

～
（

略
）

（
略

）

よ
い

。（
適
用
関
係
告
示
第

条
第

項
関
係
）

性性
能能

要要
件件

（
）

ガ
ソ
リ

ン
、
灯

油
、
軽

油
、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の
他

の
引
火

し
や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る
自

動
車

の
燃
料
装
置
は
、
次
の
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
～
③
（
略
）

④
燃
料
タ
ン
ク
の

注
入
口
及
び
ガ
ス
抜
口
は
、
排
気
管
の
開
口
先
に
な
く
、
か
つ
、
排
気
管
の

開
口
部
か
ら

以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤
～
⑥
（
略
）

（
）
～
（

）（
略
）

従従
前前

規規
定定

のの
適適

用用
③③

次
に

掲
げ
る

自
動

車
に

つ
い
て

は
、

次
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で
あ

れ
ば

よ
い

。
（

適
用
関

係
告

示
第

条
第

項
関
係
）

①
～
②
（
略
）

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる
審審
査査

（
）

ガ
ソ
リ

ン
、
灯

油
、
軽

油
、
ア

ル
コ

ー
ル

そ
の
他

の
引

火
し

や
す

い
液

体
を

燃
料
と

す
る
自

動
車

の
燃
料
装
置
は
、
燃
料

へ
の
引
火
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に

関
し
、
視
認
等
そ
の
他

適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査
し
た
と
き
に
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
（
略
）

②
燃
料
タ
ン
ク
の

注
入
口
及
び
ガ
ス
抜
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

ア
（
略
）

イ
排
気
管
の

開
口
先
に
な
く
、
か
つ
、
排
気
管
の
開
口
部
か
ら

以
上
離
れ
て
い
る

こ
と
。

ウ
～
エ
（
略
）

（
）（

略
）

（
略
）

～
（
略
）

（
略
）

高高
圧圧

ガガ
スス

のの
燃燃

料料
装装

置置

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる

審審
査査

（
）（

略
）

（
）

液
化

石
油

ガ
ス

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
の

燃
料

装
置
は

、
爆

発
、

燃
料

へ
の

引
火
等

の
お

そ
れ

の

な
い

も
の

と
し

て
強

度
、
構

造
、
取

付
方

法
等

に
関

し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査

し
た

と
き

に
、（

）
の

基
準

及
び

次
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
保

安
基

準
第

条
第

項
関

係
、

細
目

告
示

第
条

第
項
関
係
、
細
目
告
示
第

条
第

項
関

係
）

高高
圧圧

ガガ
スス
のの

燃燃
料料

装装
置置

性性
能能

要要
件件

視視
認認

等等
にに

よよ
るる

審審
査査

（
）（

略
）

（
）

液
化
石

油
ガ
ス

を
燃
料

と
す
る

自
動

車
の

燃
料
装

置
は

、
爆

発
、

燃
料

へ
の

引
火
等

の
お
そ

れ
の

な
い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に
関
し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査

し
た
と
き
に

、（
）
の
基

準
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
保

安
基
準
第

条
第

項
関
係
、
細
目
告
示
第

条
第

項
関
係
、
細
目
告
示
第

条
第

項
関

係
）
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（
削

除
）

①
～

②
（
略

）

（
）

～
（

）（
略

）

（
略

）

～
（

略
）

従従
前前

規規
定定

のの
適適
用用

①①

昭
和

年
月

日
以

前
に

製
作

さ
れ

た
自

動
車

（
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を

除
く

。）
に

つ
い
て

は
、
次

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ
れ
ば
よ
い

。（
適
用
関
係
告
示
第

条
第

項
関

係
）

性性
能能

要要
件件

（
）（

略
）

（
）

液
化

石
油

ガ
ス

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
の

燃
料

装
置
は

、
爆

発
、

燃
料

へ
の

引
火
等

の
お

そ
れ

の

な
い

も
の

と
し

て
強

度
、
構

造
、
取

付
方

法
等

に
関

し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査

し
た

と
き

に
、（

）
の

基
準

及
び

次
に

掲
げ

る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
削

除
）

①
～

②
（
略

）

～
（

略
）

従従
前前

規規
定定
のの

適適
用用

⑧⑧

次
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、、

次
の

基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い

。（
適
用
関
係
告

示
第

条
第

項
、

第
項

関
係

）

①
～

③
（

略
）

性性
能能
要要

件件

視視
認認
等等

にに
よよ

るる
審審
査査

（
）（

略
）

（
）

液
化

石
油

ガ
ス

を
燃

料
と

す
る

自
動

車
の

燃
料

装
置
は

、
爆

発
、

燃
料

へ
の

引
火
等

の
お

そ
れ

の

な
い

も
の

と
し

て
強

度
、
構

造
、
取

付
方

法
等

に
関

し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査

し
た

と
き

に
、（

）
の

基
準

及
び

次
に

掲
げ

る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削

除
）

①
～

②
（
略

）

（
）

～
（

）（
略

）

（
略
）

従従
前前

規規
定定
のの

適適
用用

⑨⑨

次
に

掲
げ

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

次
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で
あ

れ
ば

よ
い

。
（

適
用
関

係
告

示
第

条
第

項
関

係
）

①
～

④
（

略
）

性性
能能
要要

件件

視視
認認
等等

にに
よよ

るる
審審
査査

①
ガ

ス
容

器
の

充
填

口
は

、
排

気
管

の
開

口
方

向
に

な
く

、
か

つ
、

排
気

管
の

開
口

部
か

ら

以
上
離
れ
て

い
る
こ
と
。

②
～
③
（
略
）

（
）
～
（

）（
略
）

（
略
）

～
（
略
）

従従
前前

規規
定定

のの
適適

用用
①①

昭
和

年
月

日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
圧
縮
水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を

除
く

。）
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い

。（
適
用
関
係
告
示
第

条
第

項
関
係
）

性性
能能

要要
件件

（
）（

略
）

（
）

液
化
石

油
ガ
ス

を
燃
料

と
す
る

自
動

車
の

燃
料
装

置
は

、
爆

発
、

燃
料

へ
の

引
火
等

の
お
そ

れ
の

な
い
も
の
と
し
て
強
度
、
構
造
、
取
付
方
法
等
に
関
し
、
視
認
等
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
審
査

し
た
と
き
に

、（
）
の

基
準
及
び
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
ガ

ス
容

器
の

充
填

口
は

、
排

気
管

の
開

口
方

向
に

な
く

、
か

つ
、

排
気

管
の

開
口

部
か

ら
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自動車技術総合機構プレスリリース

	 令和４年１月 31 日

審査事務規程の一部改正について（第 42 次改正）

１．改正概要
⑴　自動車の検査等関係
　①	　道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正
　　○	　自動車には後退時車両直後確認装置を備えなければならないものとして、対象とする自

動車及び審査方法を規定します。［6-108、7-108、8-108］
　　○	　圧縮水素ガスを燃料とする自動車には、協定規則に適合するラベルを車体の指定された

箇所に貼付しなければならないものとして、対象とする自動車及び審査方法を規定します。
［7-2５、8-2５］

　　○	　自動車のかじ取装置には、運転者の異常時に自動で停止することができる装置を備える
ことができることとします。［6-13、7-13］

　②	　受検車両と書面の同一性確認の明確化について
　　○	　ラベルにより標示された原動機（電動機に限る。）の型式の確認方法及び取扱いを明確化

します。［4-9］
　③	　新規検査等提出書面審査要領について［別添２］
　　○	　小型特殊自動車の構造装置を変更し、大型特殊自動車として新規検査等を受けるものに

ついて、事前提出書面審査の対象とします。
　④	　並行輸入自動車審査要領について［別添３］
　　○	　届出様式に後退時車両直後確認装置に係る項目を追加します。
　⑤	　改造自動車審査要領について［別添４］
　　○	　届出様式の記載事項について明確化します。
　⑥	　その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。
⑵　自動車の型式の指定等関係
　今回は該当なし

２．関係する省令等
・	道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和３年６月９日国土交通省令第 40 号）
・	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和３年６月９日国土

交通省告示第 ５21 号、令和３年９月 30 日国土交通省告示第 1294 号、令和４年１月７日国土交
通省告示第 10 号）

３．施行日
令和４年１月 31 日

（ただし、1. ⑴③、④及び⑤については令和４年３月 31 日まで従前規定とする経過措置を規定）

別添　略
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自動車技術総合機構プレスリリース

	 令和４年３月 29 日

審査事務規程の一部改正について（第 43 次改正）

１．改正概要
⑴　自動車の検査等関係
　①	　道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）及び道路運送車両の保安基準の細目

を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正に伴う改正

　　○	　自動車には、事故時に車両に関する情報（車速、加速度、シートベルト着用有無等）を記録

する事故情報計測・記録装置（EDR：Event	Data	Recorder）を備えなければならないものと

して、対象とする自動車及び審査方法を規定します。［６-110 の２、7-110 の２、８-110 の２］

　　○	　タイヤ空気圧監視装置を備えた場合の技術的な要件の適用対象が追加されたことに伴

い、対象とする自動車及び審査方法を規定します。［6-11、7-11］

　　○	　タイヤの取付けに関し技術的な要件の適用対象が追加されたことに伴い、対象とする自

動車及び審査方法を規定します。［6-11］

　②	　新規検査等提出書面審査要領について［別添２］

　　○	　後退時車両直後確認装置に係る提出書面等を規定します。

　③	　その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。

⑵　自動車の型式の指定等関係
　今回は該当なし

２．関係する省令等
・	道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令（令和３年９月 30 日国土交通省令第 ５9 号）

・	道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示（令和３年９月 30 日国土

交通省告示第 1294 号、令和４年１月７日国土交通省告示第 10 号）

３．施行日
令和４年３月 29 日
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マルチテスタに乗り入れようとした際に、ブレーキ
を操作したつもりで、アクセルペダルを強く踏み込み、
急加速して、前方で排気ガス検査をしようとしていた
受検車両に激しく追突して、受検者にけが及び受検車
両を大破させた。

検査場内は落ち着いて、
ゆっくりと操作をお願いします。

受検者のみなさまへ
事故防止に関するお知らせ
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令和３年１０月１日より

自動車検査の法定手数料変更のお知らせ

概要

• 令和３年10月１日より、自動車の検査の際に支払う法定手数料として、（独）自動
車技術総合機構の技術情報管理手数料が追加（１台あたり一律400円）されます。

• 技術情報管理手数料の納付は、既存の手数料と併せて行うこととなります。

何のための手数料ですか？
• 近年急速に普及しはじめている、衝突被害軽減ブレーキ等の電子制御がなされている

先進安全装置について、従来の点検や検査では検知できない故障による事故が発生
しています。

• このため、点検や検査（車検）のタイミングで、車載式故障診断装置（OBD）を活
用して電子的に故障診断をするように、制度が変わります。

• 手数料は、この制度の実施に必要となる、自動車メーカーが提供する故障診断に必
要な情報管理、全国の検査場（車検場）や整備工場が利用する情報システムを運
用していくための費用として納付いただくものです。

乗合自動車（バス）が上り坂の
右カーブを走行中、自動で急
ブレーキが作動し乗客が負傷

電子制御装置
の故障事例

電子的な点検・
検査のイメージ

自動車 情報システム

スキャンツール

インターネット接続により
自動で合否判定

自動車メーカー

故障診断に必要な技術
情報（車種毎）を提出

よくあるご質問

Q．電子的な検査の対象車両ではありません。なぜ手数料を払う必要があるのですか。
A．先進安全装置の機能維持は、事故低減効果によりクルマ社会全体の安全性向上に資

するため、既存の手数料同様に、電子的な検査対象車両でなくても負担をいただくことと
しております。また、リコール情報の提供等、自動車を安全にお使いいただくためのサービス
も提供していきます。

Q．自動車技術総合機構に持ち込まない指定整備工場（民間車検）や軽自動車検査
協会で受検する車両について、なぜ技術情報管理手数料を払う必要があるのですか。

A．自動車メーカーが提供する故障診断に必要な情報の管理、指定整備工場や軽自動車
検査協会が利用する情報システムの運用を、自動車技術総合機構が行うためです。

お問い合わせは、お近くの自動車技術総合機構又は運輸支局等まで
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令和３年１０月１日以降の手数料額 新旧表

継続検査 納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和３年10月１日以降）

手続きの種類 国/軽検協 機構 合計額 国/軽検協 機構 合計額

持
込
検
査

普通自動車

400 円

1,400 円 1,800 円

変更なし

1,800 円 2,200 円

小型自動車 1,300 円 1,700 円 1,700 円 2,100 円

小型自動車（二輪） 1,300 円 1,700 円 変更なし

大型特殊自動車 1,400 円 1,800 円 変更なし

軽自動車 1,400 円 - 1,400 円 400 円 1,800 円

指
定
整
備

普通自動車 1,200 円
（OSS）1,000円

- 1,200 円
（OSS）1,000円

変更なし

400 円
1,600 円

（OSS）1,400円小型自動車 -

小型自動車（二輪） 1,100 円 - 1,100 円 変更なし

大型特殊自動車
1,200 円

（OSS）1,000円
-

1,200 円
（OSS）1,000円

変更なし

軽自動車 1,100 円 - 1,100 円 400 円 1,500 円

新規検査 納付先・金額（現行） 納付先・金額（令和３年10月１日以降）

手続きの種類 国/軽検協 機構 合計額 国/軽検協 機構 合計額

持
込
検
査

普通自動車

400 円

1,700 円 2,100 円

変更なし

2,100 円 2,500 円

小型自動車 1,600 円 2,000 円 2,000 円 2,400 円

小型自動車（二輪） 1,600 円 2,000 円 変更なし

大型特殊自動車 1,700 円 2,100 円 変更なし

軽自動車 1,400 円 - 1,400 円 400 円 1,800 円

完
成
検
査
終
了
証
の
提
出

普通自動車 1,200 円
（OSS）1,000円

- 1,200 円
（OSS）1,000円

変更なし

400 円
1,600 円

（OSS）1,400円小型自動車 -

小型自動車（二輪） 1,100 円 - 1,100 円 変更なし

大型特殊自動車
1,200 円

（OSS）1,000円
-

1,200 円
（OSS）1,000円

変更なし

軽自動車 1,100 円 - 1,100 円 400 円 1,500 円

ここのの表表にになないい手手続続きき（（継継続続検検査査やや新新規規検検査査でで限限定定自自動動車車検検査査証証、、保保安安基基準準適適合合証証等等のの提提出出ががああるるもものの、、
予予備備検検査査、、構構造造等等変変更更検検査査））ににつついいててのの手手数数料料額額のの詳詳細細はは、、窓窓口口ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。
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技術情報管理手数料の納付方法について

令和３年１０月１日より追加される「技術情報管理手数料」
の具体的な支払い方法は、以下のとおりです。

②② OOSSSS申申請請以以外外のの場場合合（（持持込込検検査査、、指指定定整整備備等等のの窓窓口口申申請請のの場場合合））
窓口において自動車審査証紙※２によりお支払いください。

※２ 持込検査の窓口申請については、既存の手数料に加え、技術情報管理手数料（400円）をま
とめてお支払いください。なお、新たに400円、1,700円及び1,800円の自動車審査証紙を発
行することを予定しています。

①① OOSSSS申申請請のの場場合合
現行の検査登録手数料と同様、オンライン

決済※１によりお支払いください。

※１ 検査登録手数料の納付が確認されると、自動的に技術情報
管理手数料の納付画面へ遷移します。

１．登録車

①① OOSSSS申申請請のの場場合合
現行の検査手数料と同様、オンライン決済※３

によりお支払いください。

※３ 現行の検査手数料と技術情報管理手数料（400円）をまとめて
お支払いください。

②② OOSSSS以以外外にによよるる申申請請（（持持込込検検査査、、指指定定整整備備等等のの窓窓口口申申請請のの場場合合））
現行の検査手数料と同様、窓口において現金※４でお支払いください。

※４ 現行の検査手数料と技術情報管理手数料（400円）をまとめてお支払いください。

２．軽自動車

１00円 300円 1300円 1400円 1700円400円

新規発行

1800円

新規発行

見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本
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〔軽自動車検査協会関係〕
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令和３年度中部運輸局管内行政処分事例

〔一般・統計資料関係〕

業態別 発　端 事例の概要 処分内容

ディーラー 自主申告 同一性が相違する（乗車定員が

異なる）自動車に対し保安基準適

合証を交付した違反事実のほか、

保安基準適合証交付後に検査員が

側方反射器を取外す不正改造を実

施した違反などが確認された。

適合証等の交付停止

30日間

専業 計画監査 故意以外により検査の一部を実

施せず保安基準適合証等を交付

した違反が確認された。

適合証等の交付停止

60日間

専業 情報提供 登録識別情報等通知書に記載

された構造等に関する事項と相違

している自動車に適合証を交付

したこと、検査機器として届出さ

れていない排気ガステスタでの検

査、故意以外により保安基準不適

合状態で保安基準適合証等を交

付した違反が確認された。

適合証等の交付停止

25日間

専業 計画監査 黒煙の汚染度が基準を超える車

両に保安基準適合証等を交付した

ほか、指定整備記録簿の一部記載

誤りが確認された。

適合証等の交付停止

20日間
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業態別 発　端 事例の概要 処分内容

専業 自主申告 保安基準適合証等を交付した

車両の一部に保安基準不適合（前

照灯の照射方向不良及び制動力不

足）があったほか、故意に検査作

業と整備作業を分業していないこ

と、ホイール・ナット及びホイー

ル・ボルトの損傷にかかる点検を

実施していないこと、燃料タンク

の容量を確認していないことの違

反事実等が確認された。

取消

専業 情報提供 事業場において既に退職した整

備主任者の名前を使い、特定整備

記録簿を虚偽記載していたことの

違反事実等が確認された。

事業停止

15日間

専業 情報提供 整備主任者の一部は長期間勤

務していないにもかかわらず整備

主任者の変更を届出していない、

自動車特定整備事業において平成

31年から概算見積書を作成してい

ないこと、複数の整備主任者が研

修を複数回受けていないこと、指

定自動車整備事業において、整備

作業者が検査を実施したこと、保

安基準不適合（前照灯の照射光の

向き、駐車ブレーキの制動力不足、

CO・HC濃度）、検査未実施（ダン

プの容積比）及び自動車検査員が

研修を複数回受けていないことの

違反事実等が確認された。

適合証等の交付停止

165日間
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業態別 発　端 事例の概要 処分内容

ディーラー 自主申告 フルタイム4WD仕様車につい

て、速度計の指度誤差を検査車両

と違う車両（2WD仕様の車）で検

査した結果をもって保安基準に適

合する旨を証明した違反事実等が

確認された。

適合証等の交付停止

110日間

ディーラー 自主申告 同一性が相違する（車台番号が

自動車検査証と相違している）自

動車に対し保安基準適合証を交付

した違反事実が確認された。

適合証等の交付停止

25日間
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令和3年度自動車整備事業者行政処分等の件数の推移

行政処分等件数（平成28年度～令和３年度）
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検査員解任
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令和4年3月末現在
車種

運輸支局
札 幌 1,331,586         255,455           6,136              64,652             78,635             1,736,464         
函 館 237,629           54,478             1,018              10,523             9,687              313,335           
旭 川 356,318           95,675             1,849              21,929             21,158             496,929           
室 蘭 274,265           80,129             1,399              13,219             14,423             383,435           
釧 路 193,466           56,358             750                 13,742             8,672              272,988           
帯 広 226,356           70,581             879                 17,995             10,663             326,474           
北 見 174,731           56,707             868                 13,461             9,888              255,655           

計 2,794,351       669,383         12,899           155,521         153,126         3,785,280       
青 森 725,700           212,796           3,546              32,127             27,055             1,001,224         
岩 手 740,360           223,616           3,243              26,542             33,912             1,027,673         
宮 城 1,301,643         293,236           4,650              35,826             70,967             1,706,322         
秋 田 585,405           169,629           2,112              23,381             22,534             803,061           
山 形 690,969           183,918           2,373              23,886             27,765             928,911           
福 島 1,221,077         326,281           4,750              36,320             65,044             1,653,472         

計 5,265,154       1,409,476       20,674           178,082         247,277         7,120,663       
茨 城 1,992,689         483,644           6,579              50,289             99,266             2,632,467         
栃 木 1,343,416         288,379           4,233              31,355             76,294             1,743,677         
群 馬 1,381,249         317,456           3,646              33,045             70,585             1,805,981         
埼 玉 3,234,444         636,005           9,943              86,482             213,755           4,180,629         
千 葉 2,839,996         612,610           11,327             82,000             153,260           3,699,193         
東 京 3,140,929         669,581           15,720             104,331           485,555           4,416,116         
神 奈 川 3,066,469         566,384           11,448             87,394             314,911           4,046,606         
山 梨 560,152           154,281           1,993              16,175             33,525             766,126           

計 17,559,344     3,728,340       64,889           491,071         1,447,151       23,290,795     
新 潟 1,387,282         334,081           5,384              46,005             61,379             1,834,131         
富 山 708,595           145,941           1,815              20,268             23,621             900,240           
石 川 727,627           145,030           2,514              19,108             23,709             917,988           
長 野 1,380,162         417,549           4,833              37,660             71,072             1,911,276         

計 4,203,666       1,042,601       14,546           123,041         179,781         5,563,635       
福 井 514,034           122,740           1,798              16,211             17,073             671,856           
岐 阜 1,297,761         296,133           4,058              32,948             55,291             1,686,191         
静 岡 2,230,241         484,229           5,669              47,711             138,223           2,906,073         
愛 知 4,210,346         783,282           9,958              93,425             225,031           5,322,042         
三 重 1,162,957         276,076           3,201              28,694             55,444             1,526,372         

計 9,415,339       1,962,460       24,684           218,989         491,062         12,112,534     
滋 賀 813,391           176,966           2,501              18,683             40,608             1,052,149         
京 都 1,002,148         236,585           4,551              28,969             68,055             1,340,308         
大 阪 2,795,210         668,038           10,255             86,719             248,500           3,808,722         
奈 良 652,318           133,922           2,061              14,832             33,550             836,683           
和 歌 山 543,619           161,040           1,567              16,129             34,455             756,810           
兵 庫 2,321,272         490,822           7,693              64,496             164,517           3,048,800         

計 8,127,958       1,867,373       28,628           229,828         589,685         10,843,472     
鳥 取 346,392           98,936             1,107              9,791              11,486             467,712           
島 根 409,442           117,549           1,625              12,023             13,624             554,263           
岡 山 1,165,033         296,237           2,846              32,332             55,722             1,552,170         
広 島 1,466,059         323,293           4,910              39,789             82,173             1,916,224         
山 口 818,542           193,592           2,294              19,971             35,369             1,069,768         

計 4,205,468       1,029,607       12,782           113,906         198,374         5,560,137       
徳 島 456,887           128,565           1,445              11,945             20,129             618,971           
香 川 593,067           152,321           1,661              16,222             30,593             793,864           
愛 媛 746,220           216,883           2,108              22,140             38,588             1,025,939         
高 知 396,914           128,869           1,267              12,217             23,425             562,692           

計 2,193,088       626,638         6,481             62,524           112,735         3,001,466       
福 岡 2,633,441         575,707           9,757              64,612             154,976           3,438,493         
佐 賀 511,718           135,139           1,874              13,687             24,583             687,001           
長 崎 700,942           184,291           4,032              19,340             47,747             956,352           
熊 本 1,042,520         283,054           3,434              29,226             41,782             1,400,016         
大 分 695,046           182,749           2,189              17,562             29,506             927,052           
宮 崎 679,692           209,395           1,905              20,066             41,391             952,449           
鹿 児 島 959,298           310,683           4,110              33,696             50,806             1,358,593         

計 7,222,657       1,881,018       27,301           198,189         390,791         9,719,956       
880,127         210,624         3,532             22,009           60,714           1,177,006       

61,867,152     14,427,520     216,416         1,793,160       3,870,696       82,174,944     

中
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都都道道府府県県別別・・車車種種別別自自動動車車保保有有台台数数（（軽軽自自動動車車含含むむ））

局 乗用車 貨物車 乗合車 特種（殊）車 二輪車 合計
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海
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都道府県別・車種別自動車保有台数（軽自動車含む）
令和４年３月末現在
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ハイブリッド車・電気自動車の保有台数推移

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 3,428 -
平成11年 1999年 … … … … … 22,503 656.4%
平成12年 2000年 … … … … … 37,168 165.2%
平成13年 2001年 … … … … … 50,556 136.0%
平成14年 2002年 74,183 5 6 61 … 74,255 146.9%
平成15年 2003年 90,754 9 21 92 … 90,876 122.4%
平成16年 2004年 131,695 217 40 168 … 132,120 145.4%
平成17年 2005年 194,868 1,318 70 340 … 196,596 148.8%
平成18年 2006年 253,398 2,583 107 580 … 256,668 130.6%
平成19年 2007年 337,740 3,907 162 969 … 342,778 133.5%
平成20年 2008年 421,492 5,676 241 1,362 … 428,771 125.1%
平成21年 2009年 525,411 8,050 389 2,114 … 535,964 125.0%
平成22年 2010年 971,255 8,857 583 2,872 … 983,567 183.5%
平成23年 2011年 1,404,516 9,717 677 3,465 … 1,418,375 144.2%
平成24年 2012年 2,016,691 11,118 738 4,245 1 2,032,793 143.3%
平成25年 2013年 2,850,724 12,204 857 5,316 1 2,869,102 141.1%
平成26年 2014年 3,823,057 13,202 969 6,148 2 3,843,378 134.0%
平成27年 2015年 4,684,755 13,729 1,036 6,911 2 4,706,433 122.5%
平成28年 2016年 5,558,725 14,027 1,092 7,733 1 5,581,578 118.6%
平成29年 2017年 6,544,268 14,695 1,174 8,821 2 6,568,960 117.7%
平成30年 2018年 7,512,846 15,242 1,249 9,755 2 7,539,094 114.8%
平成31年 2019年 8,453,451 19,561 1,317 10,617 2 8,484,948 112.5%
令和2年 2020年 9,281,380 32,503 1,384 11,305 2 9,326,574 109.9%
令和3年 2021年 10,014,228 45,103 1,404 11,792 2 10,072,529 108.0%

※プラグインハイブリッド含む

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 638 -
平成11年 1999年 … … … … … 737 115.5%
平成12年 2000年 … … … … … 772 104.7%
平成13年 2001年 … … … … … 763 98.8%
平成14年 2002年 447 78 40 210 3 778 102.0%
平成15年 2003年 405 64 40 217 4 730 93.8%
平成16年 2004年 358 49 38 216 4 665 91.1%
平成17年 2005年 315 28 36 227 6 612 92.0%
平成18年 2006年 274 18 36 238 5 571 93.3%
平成19年 2007年 234 11 30 245 4 524 91.8%
平成20年 2008年 204 10 21 257 4 496 94.7%
平成21年 2009年 186 6 15 269 3 479 96.6%
平成22年 2010年 141 7 11 265 3 427 89.1%
平成23年 2011年 4,637 8 11 282 2 4,940 1156.9%
平成24年 2012年 13,267 12 15 303 2 13,599 275.3%
平成25年 2013年 24,984 26 22 302 2 25,336 186.3%
平成26年 2014年 38,796 32 28 309 3 39,168 154.6%
平成27年 2015年 52,641 385 37 307 3 53,373 136.3%
平成28年 2016年 62,136 1,271 39 311 3 63,760 119.5%
平成29年 2017年 73,380 1,568 36 306 4 75,294 118.1%
平成30年 2018年 91,359 1,420 55 307 4 93,145 123.7%
平成31年 2019年 105,921 1,394 68 322 4 107,709 115.6%
令和2年 2020年 117,317 1,408 101 329 4 119,159 110.6%
令和3年 2021年 123,708 1,688 125 328 6 125,855 105.6%

ハハイイブブリリッッドド車車・・電電気気自自動動車車のの保保有有台台数数推推移移

ハハイイブブリリッッドド車車

合　計

乗用車 貨物車 乗合車 特種（殊）車 二輪車
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各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 3,428 -
平成11年 1999年 … … … … … 22,503 656.4%
平成12年 2000年 … … … … … 37,168 165.2%
平成13年 2001年 … … … … … 50,556 136.0%
平成14年 2002年 74,183 5 6 61 … 74,255 146.9%
平成15年 2003年 90,754 9 21 92 … 90,876 122.4%
平成16年 2004年 131,695 217 40 168 … 132,120 145.4%
平成17年 2005年 194,868 1,318 70 340 … 196,596 148.8%
平成18年 2006年 253,398 2,583 107 580 … 256,668 130.6%
平成19年 2007年 337,740 3,907 162 969 … 342,778 133.5%
平成20年 2008年 421,492 5,676 241 1,362 … 428,771 125.1%
平成21年 2009年 525,411 8,050 389 2,114 … 535,964 125.0%
平成22年 2010年 971,255 8,857 583 2,872 … 983,567 183.5%
平成23年 2011年 1,404,516 9,717 677 3,465 … 1,418,375 144.2%
平成24年 2012年 2,016,691 11,118 738 4,245 1 2,032,793 143.3%
平成25年 2013年 2,850,724 12,204 857 5,316 1 2,869,102 141.1%
平成26年 2014年 3,823,057 13,202 969 6,148 2 3,843,378 134.0%
平成27年 2015年 4,684,755 13,729 1,036 6,911 2 4,706,433 122.5%
平成28年 2016年 5,558,725 14,027 1,092 7,733 1 5,581,578 118.6%
平成29年 2017年 6,544,268 14,695 1,174 8,821 2 6,568,960 117.7%
平成30年 2018年 7,512,846 15,242 1,249 9,755 2 7,539,094 114.8%
平成31年 2019年 8,453,451 19,561 1,317 10,617 2 8,484,948 112.5%
令和2年 2020年 9,281,380 32,503 1,384 11,305 2 9,326,574 109.9%
令和3年 2021年 10,014,228 45,103 1,404 11,792 2 10,072,529 108.0%

※プラグインハイブリッド含む

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 638 -
平成11年 1999年 … … … … … 737 115.5%
平成12年 2000年 … … … … … 772 104.7%
平成13年 2001年 … … … … … 763 98.8%
平成14年 2002年 447 78 40 210 3 778 102.0%
平成15年 2003年 405 64 40 217 4 730 93.8%
平成16年 2004年 358 49 38 216 4 665 91.1%
平成17年 2005年 315 28 36 227 6 612 92.0%
平成18年 2006年 274 18 36 238 5 571 93.3%
平成19年 2007年 234 11 30 245 4 524 91.8%
平成20年 2008年 204 10 21 257 4 496 94.7%
平成21年 2009年 186 6 15 269 3 479 96.6%
平成22年 2010年 141 7 11 265 3 427 89.1%
平成23年 2011年 4,637 8 11 282 2 4,940 1156.9%
平成24年 2012年 13,267 12 15 303 2 13,599 275.3%
平成25年 2013年 24,984 26 22 302 2 25,336 186.3%
平成26年 2014年 38,796 32 28 309 3 39,168 154.6%
平成27年 2015年 52,641 385 37 307 3 53,373 136.3%
平成28年 2016年 62,136 1,271 39 311 3 63,760 119.5%
平成29年 2017年 73,380 1,568 36 306 4 75,294 118.1%
平成30年 2018年 91,359 1,420 55 307 4 93,145 123.7%
平成31年 2019年 105,921 1,394 68 322 4 107,709 115.6%
令和2年 2020年 117,317 1,408 101 329 4 119,159 110.6%
令和3年 2021年 123,708 1,688 125 328 6 125,855 105.6%

ハハイイブブリリッッドド車車・・電電気気自自動動車車のの保保有有台台数数推推移移
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ハイブリッド車
各年３月末現在

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 3,428 -
平成11年 1999年 … … … … … 22,503 656.4%
平成12年 2000年 … … … … … 37,168 165.2%
平成13年 2001年 … … … … … 50,556 136.0%
平成14年 2002年 74,183 5 6 61 … 74,255 146.9%
平成15年 2003年 90,754 9 21 92 … 90,876 122.4%
平成16年 2004年 131,695 217 40 168 … 132,120 145.4%
平成17年 2005年 194,868 1,318 70 340 … 196,596 148.8%
平成18年 2006年 253,398 2,583 107 580 … 256,668 130.6%
平成19年 2007年 337,740 3,907 162 969 … 342,778 133.5%
平成20年 2008年 421,492 5,676 241 1,362 … 428,771 125.1%
平成21年 2009年 525,411 8,050 389 2,114 … 535,964 125.0%
平成22年 2010年 971,255 8,857 583 2,872 … 983,567 183.5%
平成23年 2011年 1,404,516 9,717 677 3,465 … 1,418,375 144.2%
平成24年 2012年 2,016,691 11,118 738 4,245 1 2,032,793 143.3%
平成25年 2013年 2,850,724 12,204 857 5,316 1 2,869,102 141.1%
平成26年 2014年 3,823,057 13,202 969 6,148 2 3,843,378 134.0%
平成27年 2015年 4,684,755 13,729 1,036 6,911 2 4,706,433 122.5%
平成28年 2016年 5,558,725 14,027 1,092 7,733 1 5,581,578 118.6%
平成29年 2017年 6,544,268 14,695 1,174 8,821 2 6,568,960 117.7%
平成30年 2018年 7,512,846 15,242 1,249 9,755 2 7,539,094 114.8%
平成31年 2019年 8,453,451 19,561 1,317 10,617 2 8,484,948 112.5%
令和2年 2020年 9,281,380 32,503 1,384 11,305 2 9,326,574 109.9%
令和3年 2021年 10,014,228 45,103 1,404 11,792 2 10,072,529 108.0%

※プラグインハイブリッド含む

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 638 -
平成11年 1999年 … … … … … 737 115.5%
平成12年 2000年 … … … … … 772 104.7%
平成13年 2001年 … … … … … 763 98.8%
平成14年 2002年 447 78 40 210 3 778 102.0%
平成15年 2003年 405 64 40 217 4 730 93.8%
平成16年 2004年 358 49 38 216 4 665 91.1%
平成17年 2005年 315 28 36 227 6 612 92.0%
平成18年 2006年 274 18 36 238 5 571 93.3%
平成19年 2007年 234 11 30 245 4 524 91.8%
平成20年 2008年 204 10 21 257 4 496 94.7%
平成21年 2009年 186 6 15 269 3 479 96.6%
平成22年 2010年 141 7 11 265 3 427 89.1%
平成23年 2011年 4,637 8 11 282 2 4,940 1156.9%
平成24年 2012年 13,267 12 15 303 2 13,599 275.3%
平成25年 2013年 24,984 26 22 302 2 25,336 186.3%
平成26年 2014年 38,796 32 28 309 3 39,168 154.6%
平成27年 2015年 52,641 385 37 307 3 53,373 136.3%
平成28年 2016年 62,136 1,271 39 311 3 63,760 119.5%
平成29年 2017年 73,380 1,568 36 306 4 75,294 118.1%
平成30年 2018年 91,359 1,420 55 307 4 93,145 123.7%
平成31年 2019年 105,921 1,394 68 322 4 107,709 115.6%
令和2年 2020年 117,317 1,408 101 329 4 119,159 110.6%
令和3年 2021年 123,708 1,688 125 328 6 125,855 105.6%

ハハイイブブリリッッドド車車・・電電気気自自動動車車のの保保有有台台数数推推移移
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電気自動車の保有台数
各年３月末現在

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 3,428 -
平成11年 1999年 … … … … … 22,503 656.4%
平成12年 2000年 … … … … … 37,168 165.2%
平成13年 2001年 … … … … … 50,556 136.0%
平成14年 2002年 74,183 5 6 61 … 74,255 146.9%
平成15年 2003年 90,754 9 21 92 … 90,876 122.4%
平成16年 2004年 131,695 217 40 168 … 132,120 145.4%
平成17年 2005年 194,868 1,318 70 340 … 196,596 148.8%
平成18年 2006年 253,398 2,583 107 580 … 256,668 130.6%
平成19年 2007年 337,740 3,907 162 969 … 342,778 133.5%
平成20年 2008年 421,492 5,676 241 1,362 … 428,771 125.1%
平成21年 2009年 525,411 8,050 389 2,114 … 535,964 125.0%
平成22年 2010年 971,255 8,857 583 2,872 … 983,567 183.5%
平成23年 2011年 1,404,516 9,717 677 3,465 … 1,418,375 144.2%
平成24年 2012年 2,016,691 11,118 738 4,245 1 2,032,793 143.3%
平成25年 2013年 2,850,724 12,204 857 5,316 1 2,869,102 141.1%
平成26年 2014年 3,823,057 13,202 969 6,148 2 3,843,378 134.0%
平成27年 2015年 4,684,755 13,729 1,036 6,911 2 4,706,433 122.5%
平成28年 2016年 5,558,725 14,027 1,092 7,733 1 5,581,578 118.6%
平成29年 2017年 6,544,268 14,695 1,174 8,821 2 6,568,960 117.7%
平成30年 2018年 7,512,846 15,242 1,249 9,755 2 7,539,094 114.8%
平成31年 2019年 8,453,451 19,561 1,317 10,617 2 8,484,948 112.5%
令和2年 2020年 9,281,380 32,503 1,384 11,305 2 9,326,574 109.9%
令和3年 2021年 10,014,228 45,103 1,404 11,792 2 10,072,529 108.0%

※プラグインハイブリッド含む

各年3月末現在
　　　　　車種

　　年
平成10年 1998年 … … … … … 638 -
平成11年 1999年 … … … … … 737 115.5%
平成12年 2000年 … … … … … 772 104.7%
平成13年 2001年 … … … … … 763 98.8%
平成14年 2002年 447 78 40 210 3 778 102.0%
平成15年 2003年 405 64 40 217 4 730 93.8%
平成16年 2004年 358 49 38 216 4 665 91.1%
平成17年 2005年 315 28 36 227 6 612 92.0%
平成18年 2006年 274 18 36 238 5 571 93.3%
平成19年 2007年 234 11 30 245 4 524 91.8%
平成20年 2008年 204 10 21 257 4 496 94.7%
平成21年 2009年 186 6 15 269 3 479 96.6%
平成22年 2010年 141 7 11 265 3 427 89.1%
平成23年 2011年 4,637 8 11 282 2 4,940 1156.9%
平成24年 2012年 13,267 12 15 303 2 13,599 275.3%
平成25年 2013年 24,984 26 22 302 2 25,336 186.3%
平成26年 2014年 38,796 32 28 309 3 39,168 154.6%
平成27年 2015年 52,641 385 37 307 3 53,373 136.3%
平成28年 2016年 62,136 1,271 39 311 3 63,760 119.5%
平成29年 2017年 73,380 1,568 36 306 4 75,294 118.1%
平成30年 2018年 91,359 1,420 55 307 4 93,145 123.7%
平成31年 2019年 105,921 1,394 68 322 4 107,709 115.6%
令和2年 2020年 117,317 1,408 101 329 4 119,159 110.6%
令和3年 2021年 123,708 1,688 125 328 6 125,855 105.6%

ハハイイブブリリッッドド車車・・電電気気自自動動車車のの保保有有台台数数推推移移
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� 令和４年１月 24 日

令和３年度　自動車特定整備業実態調査結果の概要について

� 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

� 調査企画部　調査企画課

この度、令和３年度の自動車特定整備業実態調査の結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。

１．目的
本調査は、自動車整備業の現状及び経営状況等の実態を把握し、同事業の健全な発達に資する

方策の基礎資料として活用することを目的として実施するものです。

２．調査時点
令和３年６月末現在。整備売上高については、令和２年７月１日から令和３年６月末までに決

算が終了した事業実績であり、会計年度では「令和２年度」実績となります。

３．調査結果の概要（別紙参照）
道路運送車両法に規定する自動車整備事業者（令和３年６月末時点 91,454 事業場）のうち約２

割を対象として調査を行いました。（有効回答数は全事業場の約１割）

令和３年度調査における総整備売上高は５兆 5,510 億円となり、前年度と比較すると1,051 億円

（1.9％）減と５年ぶりの減少となりました。

なお、詳細の分析は３月発刊予定の「令和３年度版自動車整備白書」に掲載する予定です。

注）１． 専　　　業：自動車整備業の売上高が総売上高の 50% をこえる事業場

　 ２． 兼　　　業：�兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売

上高の 50% 以上を占める事業場（ディーラーを除く）

　 ３． ディーラー：�自動車製造会社又は国内一手卸売販売会社と特約販売店契約を結んでいる

企業の事業場

　 ４． 自　　　家：主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場
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⑴　総整備売上高
�　直近６年間の総整備売上高の推移をみると、近年増加が続いていましたが、令和３年度は５

年ぶりに減少しました。

�　業態別に前年度と比較すると、専・兼業が 107 億円（0.4％）増、ディーラーが 1,330 億円（4.8％）

減、自家が 172 億円（8.0％）増となり、ディーラーのみ減少しました。

�　作業内容別では、「車検整備」が 2.6％増、「定期点検整備」が 2.3％増、「事故整備」が 7.7％減、

「その他整備」が 4.7％減と、「事故整備」及び「その他整備」が減少しました。

＋1.7％
＋0.8％

0％

－5％

5％
対前年度増減率

＋0.6％

－2.2％ －1.9％

＋1.7％
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56,216 56,561 55,51053,944 54,875 55,295

専・兼業

ディーラー

自家

60,000
（億円）

総整備売上高

調査年度
業　態 平成2８ 平成29 平成30 令和元

（平成31） 令和２ 令和３ R３-R２

専・兼業
26,285 26,558 26,077 26,274 26,650 26,757

+107
－4.1% +1.0% －1.8% +0.8% +1.4% +0.4%

専　業
19,751 19,947 19,364 19,444 19,854 20,144

+290
－2.3% +1.0% －2.9% +0.4% +2.1% +1.5%

兼　業
6,534 6,611 6,713 6,830 6,796 6,613

－1８3
－9.0% +1.2% +1.5% +1.7% －0.5% －2.7%

ディーラー
25,355 26,147 26,927 27,672 27,749 26,419

+1,330
－0.04% +3.1% +3.0% +2.8% +0.3% －4.8%

自　家
2,304 2,170 2,291 2,270 2,162 2,334

+172
－2.7% －5.8% +5.6% －0.9% －4.8% +８.0%

合　計
53,944 54,875 55,295 56,216 56,561 55,510

－1,051
－2.2% +1.7% +0.8% +1.7% +0.6% －1.9%

（単位・億円）
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作業内容
業　態

車検整備 定期点検整備
事故整備 その他

整備 合計
2年 １年 小計 １年 ６か月 ３か月 小計

専・兼業
売上高 8,289 4,247 12,536 576 141 423 1,140 4,951 8,130 26,757
増減額 +92 +81 +173 +49 －12 +77 +114 －10 －170 +107
増減比 +1.1% +1.9% +1.4% +9.3% －7.8% +22.3% +11.1% －0.2% －2.0% +0.4%

専　業
売上高 5,842 3,586 9,428 403 101 383 887 3,827 6,002 20,144
増減額 +64 +72 +136 +46 －18 +85 +113 +35 +6 +290
増減比 +1.1% +2.0% +1.5% +12.9% －15.1% +28.5% +14.6% +0.9% +0.1% +1.5%

兼　業
売上高 2,447 661 3,108 173 40 40 253 1,124 2,128 6,613
増減額 +28 +9 +37 +3 +6 －8 +1 －45 －176 －183
増減比 +1.2% +1.4% +1.2% +1.8% +17.6% －16.7% +0.4% －3.8% －7.6% －2.7%

ディーラー
売上高 7,556 1,770 9,326 2,272 370 238 2,880 4,253 9,960 26,419
増減額 +397 －6 +391 －31 +37 －39 －33 －881 －807 －1,330
増減比 +5.5% －0.3% +4.4% －1.3% +11.1% －14.1% －1.1% －17.2% －7.5% －4.8%

自　家 売上高 642 367 1,009 39 44 61 144 455 726 2,334

合　計
売上高 16,487 6,384 22,871 2,887 555 722 4,164 9,659 18,816 55,510
増減額 +537 +50 +587 +3 +46 +43 +92 －805 －925 －1,051
増減比 +3.4% +0.8% +2.6% +0.1% +9.0% +6.3% +2.3% －7.7% －4.7% －1.9%

（単位・億円）

⑵　事業場数
�　調査時点における事業場数は 91,454 事業場で、前年度と比較すると 79 事業場（0.09%）減と

６年連続の減少となりました。

　指定工場数は 30,0８3 事業場で、前年度と比較すると２事業場（0.01％）減となりました。
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⑶　整備関係従業員数
　整備関係従業員数は 544,670 人で、前年度と比較すると 5,5８4 人（1.0％）増となっています。

⑷　整備要員数及び整備士数
�　整備要員数は 39８,952 人で、前年度と比較すると 266 人（0.07％）減となっています。

�　整備士数は 334,319 人で、前年度と比較すると 5,274 人（1.6％）減となり、整備要員数に対す

る整備士数の割合（整備士保有率）は ８3.8％で 1.3 ポイント減少しています。

　※参考：�内数として、女性整備要員数は 1８,605 人（467 人減）、女性整備士数は 10,930 人（19８

人減）、整備要員数に占める女性整備要員数の割合は 4.7％、総整備士数に占める女

性整備士数の割合は 3.3％

⑸　整備要員１人当り年間整備売上高
�　整備要員１人当り売上高（自家除く）は 13,9８1 千円で、前年度と比較すると 2.1％減となって

います。なお、業態別では、専・兼業は 10,190 千円（0.7％増）、ディーラーは 22,440 千円（5.1％

減）となりました。

⑹　整備要員平均年齢
　整備要員平均年齢（自家を除く）は 46.4 歳で、前年度と比較すると 0.7 歳上昇しました。

⑺　整備要員年間平均給与
�　整備要員の年間平均給与（自家を除く）は 3,9８7 千円となり、前年度と比較すると 24 千円

（0.6％）増加しています。
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� （別　紙）
自動車整備業の概要

調査年度
項目 平成2８ 平成29 平成30 令和元

（平成31） 令和２ 令和３ R３/R２

１．総整備売上高※（億円） 53,944 54,875 55,295 56,216 56,561 55,510 9８.1％
専・兼業

（比率・％）
26,285

（48.7）
26,558

（48.4）
26,077

（47.2）
26,274

（46.7）
26,650

（47.1）
26,757�

（47.3） 100.4％

専　　業
（比率・％）

19,751
（36.6）

19,947
（36.3）

19,364
（35.0）

19,444
（34.6）

19,854
（35.1）

20,144�
（35.6） 101.5％

兼　　業
（比率・％）

6,534
（12.1）

6,611
（12.0）

6,713
（12.1）

6,830
（12.1）

6,796
（12.0）

6,613�
（11.7） 97.3％

ディーラー
（比率・％）

25,355
（47.0）

26,147
（47.6）

26,927
（48.7）

27,672
（49.2）

27,749
（49.1）

26,419�
（46.7） 95.2％

自　　家
（比率・％）

2,304
（4.3）

2,170
（4.0）

2,291
（4.1）

2,270
（4.0）

2,162
（3.8）

2,334�
（4.1） 10８.0％

２．企業数 73,371 73,083 73,018 72,845 72,523 72,214 99.6％
３．事業場（工場）数 92,061 92,001 91,883 91,605 91,533 91,454 99.9％

専・兼業 72,211 72,200 71,993 71,734 71,654 71,585 99.9％
専　　業 56,735 56,868 56,270 56,032 56,156 56,075 99.9％
兼　　業 15,476 15,332 15,723 15,702 15,498 15,510 100.1％

ディーラー 16,213 16,180 16,252 16,349 16,315 16,305 99.9％
自　　家 3,637 3,621 3,638 3,522 3,564 3,564 100.0％

４．指定工場数 29,855 29,983 30,075 30,087 30,085 30,083 100.0％
５．整備関係従業員数（人） 537,880 534,279 535,418 536,493 539,086 544,670 101.0％
６．整備要員（工員）数（人） 400,713 399,717 399,374 399,135 399,218 398,952 99.9％

うち整備士数（人） 334,655 336,360 338,438 336,897 339,593 334,319 9８.4％
整備士保有率（％） 83.5 84.1 84.8 84.4 85.1 83.8 ―

７．１事業場当り整備要員数（人） 4.4 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 ±0.0人
８．保有車両数（３月末、千台） 80,901 81,260 81,563 81,789 81,850 82,078 100.3％
９．技術料（工賃）の値上率（％） +0.8 +0.7 +1.0 +1.5 +2.0 +2.0 ―

10．��整備要員
1 人当り
年間整備
売上高

　　※（千円）

専・兼業 9,900 10,021 9,866 9,963 10,115 10,190 100.7％
専　　業 9,654 9,751 9,581 9,647 9,817 10,007 101.9％
兼　　業 10,731 10,929 10,794 10,982 11,097 10,790 97.2％

ディーラー 21,867 22,639 23,212 23,635 23,646 22,440 94.9％
平均（自家を除く） 13,539 13,850 13,936 14,166 14,284 13,981 97.9％

11．��整備要員
平均年齢

（歳）

専・兼業 48.4 49.3 49.7 49.9 50.2 50.8 +0.6歳
専　業 49.4 50.3 50.8 50.9 51.2 51.8 +0.6歳
兼　業 45.1 46.1 46.3 46.8 47.0 47.7 +0.7歳

ディーラー 34.8 35.0 35.3 35.5 35.7 36.4 +0.7歳
平均（自家を除く） 44.3 45.0 45.3 45.5 45.7 46.4 +0.7歳

12．��整備要員
１人当り
年間平均
給与�

（千円）

専・兼業 3,542 3,573 3,582 3,622 3,653 3,674 100.6％
専　業 3,501 3,523 3,539 3,571 3,604 3,624 100.6％
兼　業 3,679 3,742 3,722 3,786 3,814 3,840 100.7％

ディーラー 4,495 4,569 4,661 4,606 4,660 4,685 100.5％
平均（自家を除く） 3,831 3,875 3,911 3,924 3,963 3,987 100.6％

注��　各項目の数値は、各年６月現在のものである。ただし、※印の数値は、各事業場の６月に最も近い決算期の数値に
よるものである。なお、平成 2８ 年度は全事業場を対象に調査を実施し、その年度以外は２割の抽出調査である。
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令和３年度路上故障の実態調査結果

国土交通省では、自動車の不具合に対するユーザーの関心を高め、適切な使用や保守管理及び不

具合発生時の適切な対応が促進されることを目的として、（一社）日本自動車連盟（JAF）の協力のも

と、令和３年９月から11月までの間に発生した自動車の路上故障について、装置別及び部位別の故

障発生状況の分析を行いましたので、その分析結果を表１～表３及び図１に示します。

道路別の路上故障発生件数及び割合についてまとめたものを表１及び図１に示します。表１の「一

般道路」の装置別故障発生件数の割合をみると、①電気装置40.0％（前年41.3％）、②走行装置32.4％

（前年31.7％）、③燃料装置8.4％（前年7.9％）と、電気装置による故障発生件数の割合が最も高くなっ

ています。また、表１の「高速道路」では、①走行装置49.4％（前年54.0％）、②燃料装置13.5％（前

年12.5％）、③電気装置10.8％（前年6.0％）と、走行装置による故障発生件数の割合が最も高くなっ

ています。

このように、「一般道路」と「高速道路」では路上故障の発生状況に違いがみられます。

No. 装置名
発生件数（件）

一般道路 高速道路 全体

1 電気装置 33,674  （40.0） 67  （10.8） 33,741  （39.8）

2 走行装置 27,304  （32.4） 307  （49.4） 27,611  （32.6）

3 燃料装置 7,034   （8.4） 84  （13.5） 7,118   （8.4）

4 エンジン本体 6,919   （8.2） 66  （10.6） 6,985   （8.2）

5 動力伝達装置 3,498   （4.2） 30   （4.8） 3,528   （4.2）

6 冷却装置 2,834   （3.4） 36   （5.8） 2,870   （3.4）

7 電子制御装置 1,083   （1.3） 6   （1.0） 1,089   （1.3）

8 潤滑装置 812   （1.0） 23   （3.7） 835   （1.0）

9 制動装置 649   （0.8） 2   （0.3） 651   （0.8）

10 かじ取り装置 362   （0.4） 1   （0.2） 363   （0.4）

総計 84,169 （100.0） 622 （100.0） 84,791 （100.0）

※表１内の（　）は、各総計に対する発生件数割合（％）を示す。

表１ 道路別装置別故障発生件数及び割合
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図１ 道路別装置別故障発生件数の割合

次に、道路別に路上故障部位別発生件数の割合をまとめたものを表２及び表３に示します。

表２の「一般道路」についてみると、①タイヤ32.1％（前年31.4％）、②バッテリー27.7％（前年

30.8％）、③オルタネータ4.9％（前年4.8％）となっており、表３の「高速道路」については、①タイ

ヤ49.0％（前年53.5％）、②オルタネータ4.3％（前年2.6％）、③冷却水4.0％（前年5.0％）となってい

ます。

「一般道路」、「高速道路」どちらにおいてもタイヤの故障発生件数の割合が高く、過去の統計から

もタイヤの故障発生件数の割合が高いことから、走行前にタイヤの摩耗量や外観の傷の確認及び空

気圧の確認等の日常点検を確実に実施することにより、このような路上故障の発生を未然に防ぐ事

ができると考えられます。

また、「一般道路」については、バッテリーの故障発生件数の割合も高くなっています。

その中でも、過放電の割合がバッテリー故障全体の74.3％（前年75.1％）を占めており、バッテリー

の長期使用による劣化、あるいは電装品の複数同時使用等によりオルタネータからの発電量を超え

て電力を消費する状況が続くことで、バッテリーが過放電状態になったことが原因であると考えら

れます。
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表２ 一般道路における故障部位別発生件数の割合

順位 部位 発生率 主な故障状況

1 タイヤ 32.1%
■パンク、バースト
■空気圧不足

2 バッテリー 29.7%

■過放電
■破損、劣化
■端子部接続不良
■液不足

3 オルタネータ 4.9%

■ブラシ不良
■レギュレータ不良
■ダイオード不良
■コイル断線

4 冷却水 1.8%
■不足、水漏れ
■汚れ
■凍結

5 クラッチ 1.3%

■すべり
■オイル漏れ
■ワイヤ（リンク）不良
■切れ不良

6 トランスミッション（A/T） 1.2%
■ギヤ操作不能
■オイル漏れ・不足
■異音

7 スタータ 1.0%

■リレー不良
■端子部接続不良
■かみ合い不良
■イグニッションスイッチ不良

8 潤滑油 1.0%
■オイル不良
■オイルパンからの漏れ

9 ファンベルト 0.7%

10 ラジエータファン 0.6%

その他 25.8%
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表３ 高速道路における故障部位別発生率

順位 部位 発生率 主な故障状況

1 タイヤ 49.0%
■パンク、バースト
■空気圧不足

2 オルタネータ 4.3%

■ブラシ不良
■レギュレータ不良
■ダイオード不良
■コイル断線

3 冷却水 4.0%
■不足、水漏れ
■汚れ

■凍結

4 潤滑油 3.7%
■オイル不良
■オイルパンからの漏れ

5 トランスミッション（A/T） 2.4%
■ギヤ操作不能
■オイル漏れ・不足
■異音

6 バッテリー 1.1%

■過放電
■破損、劣化
■端子部接続不良
■液不足

7 ラジエータファン 0.8%

8 クラッチ 0.8%

■すべり
■オイル漏れ
■ワイヤ（リンク）不良
■切れ不良

9 ファンベルト 0.6%

10 IGコイルイグナイタ 0.6%

その他 32.5%
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のの

11
日日

以以
後後

にに
受受

けけ
るる

検検
査査

か
ら

適
用

さ
れ

ま
す

。

②
検検

査査
対対

象象
軽軽

自自
動動

車車
（（
二二

輪輪
をを

除除
くく
））
のの

場場
合合

原
則

と
し

て
、

初
度

検
査

年
か

ら
1
3年

を
経

過
し

た
年

の
1
2月

以
後

に
自

動
車

検
査

証
の

交
付

等
を

受
け

る
場

合
、

「「
1133

年年
経経

過過
」」と

な
り

ま
す

。
（
租

税
特

別
措

置
法

施
行

令
：第

五
十

一
条

の
三

）

2
0
2
1
年

（
1
3
年

経
過

し
た

年
）

2
0
0
8
年

に
初

度
検

査
を

受
け

た
自

動
車

の
適

用
日

は
、

2
0
2
1
年

1
2
月

1
日

か
ら

で
す

。
初

度
検

査
の

際
に

自
動

車
検

査
証

の
交

付
を

受
け

た
「
月

日
」
に

関
係

な
く
、

当当
該該

交交
付付

年年
かか

らら
11
33
年年

経経
過過

しし
たた

年年
のの

11
22
月月

11
日日

以以
後後

にに
受受

けけ
るる

検検
査査

か
ら

適
用

さ
れ

ま
す

。

新
車

新
規

登
録

等
か

ら
1
3
・
1
8
年

経
過

す
る

自
動

車
の

経
過

年
数

の
考

え
方

（
参

考
）

2
0
0
9
年

5
月

（
1
年

経
過

す
る

月
）

2
0
2
0
年

5
月

（
1
2
年

経
過

す
る

月
）

2
0
0
9
年

（
1
年

経
過

し
た

年
）

2
0
2
0
年

（
1
2
年

経
過

し
た

年
）

2
0
0
8
年

起起
算算

日日

6
月

○
日

初
度

検
査

例例
：：
22
00
00
88
年年

66
月月

にに
初初

度度
登登

録録
（（
小小

型型
二二

輪輪
車車

のの
場場

合合
はは

初初
度度

検検
査査

））
をを

受受
けけ

たた
自自

動動
車車

のの
場場

合合

例例
：：
22
00
00
88
年年

にに
初初

度度
検検

査査
をを

受受
けけ

たた
自自

動動
車車

のの
場場

合合

※
 「

1
8
年

経
過

」
の

考
え

方
も

同
様

。
※

 離
島

に
使

用
の

本
拠

の
位

置
を

有
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

①
に

あ
っ

て
は

1
3
年

（
1
8
年

）
を

経
過

す
る

月
の

前
月

か
ら

、
②

に
あ

っ
て

は
1
3年

（
18

年
）を

経
過

し
た

年
の

1
1
月

か
ら

適
用

さ
れ

ま
す

。
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エ
コ
カ
ー
（
本
則
税
率
）

※
「
エ
コ
カ
ー
」
に
該
当

免
税
※※
１１

（
初
回
継
続
検
査
等
の
み
※
２
）

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
自
動
車
重
量
税
の
税
額
の
基
本
的
な
考
え
方
（
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
）
そ
の
２
①

○○
22
00
22
11
年年
55
月月
11
日日
かか
らら
22
00
22
22
年年
44
月月
33
00
日日
まま
でで
にに
クク
リリ
ーー
ンン
デデ
ィィ
ーー
ゼゼ
ルル
乗乗
用用
車車
のの
継継
続続
検検
査査
、、
中中
古古
車車
のの
新新
規規
登登
録録

等等
をを
行行
うう
場場
合合

①①
、、
②②
にに
該該
当当
すす
るる

③③
にに
該
当
す
る

①
22
00
22
11年年
44月月
3300
日日
まま
でで
に
新
車
新
規
登
録
を
し
て
い
る

②
22
00
22
11年年
55月月
11日日
かか
らら
22
0022
22年年
44月月
3300
日日
まま
でで
のの
間間
に

新
車
新
規
登
録
を
し
、
令
和
1２
年
度
燃
費
基
準
12
0
％

以
上
達
成
し
て
い
る

③
22
00
22
11年年
55月月
11日日
かか
らら
22
0022
22年年
44月月
3300
日日
まま
でで
のの
間間
に

新
車
新
規
登
録
を
し
、
令
和
12
年
度
燃
費
基
準
12
0
％
未

満
で
あ
る

※
１
新
車
新
規
登
録
時
に
免
税
で
あ
っ
た
車
両
に
お
い
て
も
、
車
検
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
日
を
経
過
し
た
場
合
、
初
回
継
続
検
査
等
は
本
則
税
率
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

※
２
２
回
目
以
降
の
継
続
検
査
等
に
つ
い
て
は
、
本
則
税
率
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

−　99　−



エ
コ
カ
ー
（
本
則
税
率
）

※
「
エ
コ
カ
ー
」
に
該
当

免
税
※※
１１

（
初
回
継
続
検
査
等
の
み
※
２
）

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
自
動
車
重
量
税
の
税
額
の
基
本
的
な
考
え
方
（
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
）
そ
の
２
②

○ ○
22
00
22
22
年年
55
月月
11
日日
かか
らら
22
00
22
33
年年
44
月月
33
00
日日
まま
でで
にに
クク
リリ
ーー
ンン
デデ
ィィ
ーー
ゼゼ
ルル
乗乗
用用
車車
のの
継継
続続
検検
査査
、、
中中
古古
車車
のの
新新
規規
登登
録録

等等
をを
行行
うう
場場
合合

該該
当当
すす
るる

令 和 ２ 年 度 燃 費 基 準 を 達 成 し て い る

該該
当当

しし
なな
いい

22
00
22
11
年年
44
月月
33
00
日日
まま

でで
に
新
車
新
規
登
録

を
し
て
お
り
、
初
回
継

続
検
査
等
で
あ
る
。

①
令
和
1
2
年
度
燃
費
基
準

1
2
0
％
以
上
達
成
し
て
い
る

②
令
和
1
2
年
度
燃
費
基
準

1
2
0
％
未
満
で
あ
る

エ
コ
カ
ー
減
税
適
用

な
し

（
当
分
の
間
税
率
）

該該
当当
しし
なな
いい

該該
当当

すす
るる

②②
にに

該該
当当

すす
るる

①①
にに

該該
当当

すす
るる

※
１
新
車
新
規
登
録
時
に
免
税
で
あ
っ
た
車
両
に
お
い
て
も
、
車
検
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
１
５
日
を
経
過
し
た
場
合
、
初
回
継
続
検
査
等
は
令
和
２
年
度
基
準
を
達
成
し
て
い
る
場
合
は
本
則
税

率
、
達
成
し
て
い
な
い
場
合
は
当
分
の
間
税
率
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

※
２
２
回
目
以
降
の
継
続
検
査
等
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
則
税
率
の
適
用
と
な
り
ま
す
。
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＜＜新新車車新新規規登登録録等等時時ににおおけけるる自自動動車車重重量量税税のの税税額額＞＞
１１．．乗乗用用車車 （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

0.5ﾄﾝ以下

～１

～1.5

～２

～2.5

～３

２２．．特特種種用用途途車車 （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～2.5

～３

～４

～５

～６

～７

～８

～９

～10

～11

～12

～13

～14

～15

～16

～17

～18

～19

～20

～21

～22

～23

～24

～25

３３．．トトララッックク（（車車両両総総重重量量88トトンン以以下下）） （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～2.5

～３

～４

～５

～６

～７

～８

（本則税率から軽減）
エコカー外

エコカー

（本則税率から軽減）
エコカー外

22,500

33,700

エコカー

15,000

18,700

エコカー外

エコカー

（本則税率から軽減）

エコカー

（本則税率から軽減）

エコカー

（本則税率から軽減）

エコカー

（本則税率から軽減）

1年事業用2年事業用

エコカー

7,500

18,700

22,500

25％減

免税

エコカー

67,500

71,200

75,000

78,700

82,500

1,200

2,500

2,500 3,700

エコカー

（本則税率から軽減）

1年自家用

49,200

61,500

73,800

エコカー エコカー

免税 免税

5,000

7,500

37,500

41,200

48,700

86,200

90,000

93,700

16,200

60,000

46,800

31,800

25％減

26,200

5,00015,000

18,700

7,500

11,200

11,200

軽減なし

免税

30,000

25％減 75％減

10,000

93,700

12,500

15,000 22,500

52,500

3,700

41,000

130,000

119,600

62,400

67,600

72,800

180,400

26,000

31,200

36,400

2年自家用

10,000

1,200

114,400

78,000

83,200

88,400

6,200

5,200

2,500

124,800

86,200

90,000

82,500

93,600

98,800

104,000

109,200

164,000

41,600

22,500

26,200

30,000

18,700

52,500

57,200

46,800

52,00037,500

71,200

56,200

63,700

3,700

8,700 17,500

41,200

45,000

48,700

33,700

43,100

45,000

94,300

98,400

10,400

15,600

15,600

20,800

75,000

78,700

67,500

45,000

42,500

45,000

41,000

45,100

26,200

28,100

8,100

8,700

エコカー

（本則税率から軽減）

50％減

エコカー

21,200

22,500

30,000

31,200

59,800

15,000 30,000 62,400

13,100

15,600 31,200 65,000

13,700 27,500 57,200

14,300 28,700

エコカー外

49,400

12,500 25,000 52,000

26,200 54,600

35,600

37,500

39,300

11,800

10,600 21,200 44,200

11,200 22,500 46,800

31,800

9,300 18,700 39,000

10,000 20,000 41,600

28,100

30,000

8,100 16,200 33,800

8,700 17,500 36,400

13,700 28,600

7,500 15,000 31,200

20,800

5,600 11,200 23,400

6,200 12,500 26,000

10,000

18,700

13,000

3,700 7,500 15,600

4,300 8,700 18,200

3,100 6,200

7,800

1,800 3,700 7,800

2,500 5,000 10,400

5,6001,800

1,200 2,500 5,200

600 1,200 1,800

3,700

5,000

6,800

3,700

3,700

2,500

28,700

12,500

3,700

11,200

7,500

2,500

13,700

15,000

56,200

60,000

32,500

35,000

37,500

40,000

18,700

20,000

3,700

　　　 区分

車両重量

11,200

23,700

25,000

75％減

5,000

75％減

13,200

3,700

3,7002,500

50％減

23,700

25％減

1,200

2,500

軽減なし

2,600

　　　 区分

車両
総重量

5,000

7,500

16,200

17,500

6,200

7,500

5,200

10,4005,000

11,2007,500 15,600

8,700

10,000

26,200

27,500

7,500

22,500

25,000

27,500

30,000

47,500

50,000

52,500

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

55,000

57,500

60,000

62,500

8,200

16,400

24,600

24,600

32,800

49,200

57,400

65,600

73,800

82,000

90,200

98,400

188,600

106,600

114,800

123,000

147,600

172,200

131,200

139,400

196,800

205,000

600

1,200

1,800

1,800

2,500

3,100

3,700

155,800

4,300

5,000

5,600

6,200

6,800

7,500

75％減

11,800

12,500

13,100

13,700

14,300

15,000

82,000

86,100

90,200

9,300

10,000

15,600

18,700

37,500

39,300

35,60023,700

30,000

31,200

19,800

1,800

3,700

5,600

5,600

7,500

2年自家用

75％減

1,200 6,600

73,800

61,500

65,600

8,200

12,300

24,600

28,700

32,800

36,900

20,500

11,200

13,100

15,000

16,800

49,200

30,000

75％減

12,300

41,200

20,600

22,500

24,300

9,300

16,400

11,200

26,200

軽減なし25％減

53,300

57,400

10,600

28,700

77,900

20,600

22,500

24,300

26,200

33,700

41,200

43,100

45,000

エコカー外

46,800

3,700

エコカー

102,500

3,700

7,500

11,200

11,200

15,000

12,500

12,500

15,0007,500

　　　 区分

車両
総重量

2021年5月1日からの自動車重量税の税額表

25％減50％減

2年事業用

3年自家用 2年自家用 1年事業用

63,700

11,200

13,100

15,000

16,800

69,700

4,100

50％減

1,200

2,500

5,600

7,500

9,300

50％減

免税

エコカー

33,700

3,700

3,700

5,000

6,200

7,500

8,700

10,000

11,200

12,500

13,700

15,000

16,200

17,500

18,700

20,000

21,200

22,500

27,500

免税

軽減なし

エコカー
エコカー外

軽減なし25％減

25,000

11,200

15,000

13,700

50％減

2,500

5,000

7,500

7,500

10,000

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

52,500

55,000

57,500

60,000

32,500

35,000

37,500

40,000

42,500

45,000

62,500

エコカー外

軽減なし

26,200

27,500

28,700

30,000

31,200

47,500

50,000

17,500

18,700

20,000

21,200

22,500

23,700

25,000

50％減

3,700

7,500

11,200

15,000

5,600

11,200

16,800

22,500

28,100

33,700

エコカー外

軽減なし

12,300

24,600

36,900

エコカー

（本則税率から軽減）

50％減

2,500

5,000

軽減なし

8,200

16,400

24,600

25％減

3,700

7,500

11,200

49,200

50％減

1,200

2,500

3,700

5,000

6,200

7,500

免税

エコカー

1,800

3,700

5,600

7,500

9,30041,000

32,800

11,200

エコカー外

軽減なし

2,600

5,200

7,800

10,400

13,000

15,600

25％減

3,700 7,500 11,200 24,600 3,700 7,500 11,200 15,600

5,000 10,000 15,000 32,800 5,000 10,000 15,000 20,800

6,200 12,500 18,700 41,000 6,200 12,500 18,700 26,000

7,500 15,000 22,500 49,200 7,500 15,000 22,500 31,200

30,000 41,600

8,700 17,500 26,200 57,400 8,700 17,500

免税 免税

26,200 36,400

10,000 20,000 30,000 65,600 10,000 20,000
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＜＜新新車車新新規規登登録録等等時時ににおおけけるる自自動動車車重重量量税税のの税税額額＞＞

４４．．ババスス、、トトララッックク（（トトララッッククはは車車両両総総重重量量88トトンン超超かからら適適用用）） （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～2.5

～３

～４

～５

～６

～７

～８

～９

～10

～11

～12

～13

～14

～15

～16

～17

～18

～19

～20

～21

～22

～23

～24

～25

～26

～27

～28

～29

～30

５５．．検検査査対対象象軽軽自自動動車車（（二二輪輪をを除除くく）） （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

６６．．小小型型二二輪輪車車 （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

７７．．検検査査対対象象外外軽軽自自動動車車 （（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

（注） 2回目以降の届出の際に「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」の提出がある場合は非課税

エコカー エコカー

10,000

11,200

12,500

（本則税率から軽減）

75％減

2,500

1,200

2,500

エコカー

（本則税率から軽減）

エコカー

（本則税率から軽減） （本則税率から軽減） （本則税率から軽減）

エコカー

6,200

6,800

7,500

8,100

22,500

3,700

4,300

5,000

5,600

エコカー

20,600

75％減

1,800

2,500

3,100

その他事業用

13,100

15,000

6,800

7,500

8,100

11,200

1,800

9,900

5,600

7,800

75％減 25％減

9,900

16,800

18,700

28,100

12,500

3,700

4,900

8,700

9,300

10,000

10,600

二輪事業用

4,100

4,300

6,200

18,700

13,700

二輪自家用 その他自家用

18,100

18,700

13,700

14,300

11,200

1,800

11,800

3,100

1,800

5,000

6,200

3,700

3,700

5,600

600

1,200

免税

50％減

5,600

7,500

3,700

4,100

25％減

16,400

13,100

5,000

7,500

49,200

8,700

53,300

24,600

15,000

15,600

30,000

31,200

16,200

16,800

17,500

30,000

31,800

33,70022,500

23,700

25,000

26,200

27,500

28,700

20,000

21,200

24,300

26,200

8,200

12,300

28,700

12,300

20,5009,300

90,200

98,400

102,500

69,700

73,800

77,900

94,300

1,200

2,500

3,700

3,700

免税

600

1,200

1,800

17,500

18,700

5,000

6,200

7,500

8,700

10,000

11,200

33,700

20,000

21,200

22,500

23,700

25,000

26,200

27,500

28,700

30,000

31,200

32,500

12,500

13,700

15,000

16,200

35,600

24,300

26,200

1,800

3,700

5,600

5,600

7,500

9,300

11,200

13,100

15,000

16,800

18,700

20,600

22,500

30,000

31,800

56,200

45,000

43,100

41,200

39,300

37,500

54,300

46,800

52,500

50,600

48,700

2,600

5,200

7,800

7,800

10,400

13,000

28,100

36,200

37,500

39,000

41,600

65,000

62,400

59,800

44,200

46,80033,700

75％減

5,700

3年自家用

3,800 4,500

2年自家用 3年事業用

50％減

3,700

118,900

123,000

57,400

61,500

65,600

106,600

110,700

114,800

82,000

86,100

　　　 区分

車両
総重量

1年自家用 1年事業用

1,200 3,700

25％減

6,600 1,200

35,000

75,400

78,000

25％減

70,200

67,600

72,800

49,400

54,600

57,200

36,400

　 エコカー減税対象外

50％減

2,5005,6001,800

50％減

31,200

エコカー減税対象外

2年自家用 2年事業用3年自家用

2021年5月1日からの自動車重量税の税額表

52,000

33,800

15,600

18,200

54,300

56,200

35,600

37,500

39,300

41,200

43,100

45,000

46,800

48,700

50,600

32,500

33,700

52,500

37,500

36,200

35,000

エコカー
エコカー外

軽減なし

15,000

16,200

17,500

32,800

36,900

41,000

45,100

15,000

15,600

8,700

9,300

10,000

10,600

11,200

11,800

エコカー外

軽減なし

12,500

13,100

13,700

14,300

20,800

23,400

26,000

28,600

免税

エコカー

16,200

16,800

17,500

18,100

18,700

エコカー外

軽減なし

免税

エコカー外

軽減なし

エコカー

25％減

免税 3,700 5,200

75％減50％減

2,500

エコカー外

軽減なし

エコカー
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＜＜継継続続検検査査等等時時ににおおけけるる自自動動車車重重量量税税のの税税額額＞＞

１１．．乗乗用用車車
（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

0.5ﾄﾝ以下

～１

～1.5

～２

～2.5

～３

２２．．特特種種用用途途車車
（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～３

～４

～５

～６

～７

～８

～９

～10

～11

～12

～13

～14

～15

～16

～17

～18

～19

～20

～21

～22

～23

～24

～25

３３．．トトララッックク（（車車両両総総重重量量88トトンン以以下下））
（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～2.5

～３

～４

～５

～６

～７

～８

19,60018,900

（本則税
率）

（本則税
率）

エコカー

（本則税率）

エコカー

（本則税率）

7,500

10,000

13年経過

40,000

エコカー

（本則税率）

エコカー

（本則税率）

エコカー

（本則税率）18年経過

エコカー外

右以外 13年経過

45,100

61,500

65,600

69,700

73,800

77,900

82,000

40,000

右以外 13年経過 18年経過

右以外

エコカー外 エコカー外 エコカー外

6,300

12,600

右以外

エコカー エコカー エコカー
エコカー外 エコカー外

18年経過13年経過右以外 右以外 13年経過

10,000

25,200

31,500

37,800

5,700

11,400

17,100

22,800

28,500

34,200

12,600

25,200

37,800

50,400

63,000

11,400

8,100

10,800

13,500

4,100

8,200

免税

41,000

15,000
免税

22,800

34,200

8,200

16,400

49,200 68,400 75,600

5,000

28,700

32,800

20,500

24,600

2,500 3,300

45,000

68,400

53,300

147,600

12,300

16,400

4,100

【【初初回回継継続続検検査査がが免免税税ととななるる車車両両ににつついいてて】】
　　新新車車新新規規登登録録等等でで免免税税をを受受けけたた電電気気自自動動車車等等（（※※））又又はは令令和和1122年年度度燃燃費費基基準準をを112200%%以以上上をを達達成成ししてていいるる乗乗用用車車。。
　　　　※※電電気気自自動動車車、、燃燃料料電電池池自自動動車車、、ププララググイインンハハイイブブリリッッドド車車、、天天然然ガガスス自自動動車車（（平平成成3300年年度度排排出出ガガスス規規制制適適合合））

5,400

エコカー

（本則税率）

16,800

14,000

11,200

8,400

13,000

10,400

7,800

60,000 62,400 64,800 67,200

エコカー

7,500

10,000

12,500

15,000 15,600

2,600 2,700 2,800

36,900

20,000 20,800 21,600 22,400

5,6005,000

62,500 65,000 67,500 70,000

55,000 57,200 59,400 61,600

57,500 59,800 62,100 64,400

50,000 52,000 54,000 56,000

52,500 54,600 56,700 58,800

48,600 50,400

47,500 49,400 51,300 53,200

46,800

41,600 43,200 44,800

42,500 44,200 45,900 47,600

35,000 36,400 37,800 39,200

37,500 39,000 40,500 42,000

30,000 31,200 32,400 33,600

32,500 33,800 35,100 36,400

25,000 26,000 27,000 28,000

27,500 28,600 29,700 30,800

22,500 23,400 24,300 25,200

15,000 15,600 16,200 16,800

17,500 18,200 18,900 19,600

10,000 10,400 10,800 11,200

12,500 13,000 13,500 14,000

5,600

7,500 7,800 8,100 8,400

2,500 2,600 2,700 2,800

5,000

　　　区分

車両重量

2021年5月1日からの自動車重量税の税額表

右以外 13年経過 18年経過

2年自家用 1年自家用 1年事業用

5,200

2,500

16,400

20,500

45,600

57,000

5,200 5,400

免税

16,200

免税
18,900

（本則税率）

10,000

12,500

24,600

32,800

41,000

18年経過

5,000

2,500

エコカー

20,000

25,000

30,000

2年事業用

18年経過

エコカー エコカー

50,400

75,600

22,500

25,000

27,500

30,000

34,200

28,500

2,500

5,000

4,100

8,200

15,000 24,600

12,3007,500

エコカー

12,500

15,000

17,500

20,000

20,000

15,000

10,000

31,500

30,000

　　　区分

車両
総重量

2年自家用 1年自家用

11,400 12,600

22,800 25,200

17,100 18,900

免税

6,600

9,900

18年経過

11,400 12,600 6,300 5,000 5,2005,700

13年経過

5,400 5,600

22,800 25,200

15,600 16,200

免税

16,800

45,600

60,000

20,800 21,600 22,400

28,000

10,400 10,800 11,200

25,000

31,200 32,400 33,600

26,000 27,000

12,300

5,000

7,500

79,800 88,200 44,100

免税

45,600

37,800

75,600

36,400 37,800 39,200

91,200 100,800 50,400 40,000 41,600 43,200

35,000

51,300 56,700

57,000 63,000

62,700 69,300

142,500 157,500

39,900

50,000

125,400 138,60055,000

196,800

90,000

108,300

44,800

102,600 113,400

52,500

55,000

46,800 48,600 50,400

114,000 126,000 50,000 52,000 54,000 56,000

8,800

98,400

102,500

81,900

49,200

4,400

45,000

72,800

59,400 61,60055,000 57,200

60,000 62,400 64,800 67,200

70,200 72,800

88,200 70,000

115,000

67,600

75,600

83,200 86,400

120,000

125,000

68,400136,800 151,200

95,000 155,800

105,000

110,000

139,400

205,200 226,800

89,600

108,000

216,600

90,200

47,500

50,000

95,20088,40096,900

113,400

205,000

18年経過

78,400

171,000 189,000

180,400

35,000

37,500

42,500

84,00078,000

193,800 214,200

91,200182,400 201,600

85,500 94,500

エコカー外

90,000 93,600 97,200 100,800

102,600 106,400

112,000

45,000

95,000

102,600

107,100

114,000 126,000 100,000 104,000228,000 252,000

エコカー

100,000 164,000

144,900

106,600

114,800

123,000

131,200

239,400 119,700

100,800

32,500 65,000

57,400

148,200 163,800

159,600 176,400

74,100

79,800

85,000

118,800

98,800

91,800

81,000

80,000

75,000

123,200

113,400 117,600

250,800 277,200

105,000 109,200239,400 264,600 86,100

82,000

90,200

125,400 138,600 110,000 114,400

172,200 119,700 132,300

98,400

124,200 128,800

273,600 302,400

131,100

13,200

エコカー外
エコカー

8,200

115,000 119,600262,200 289,800 94,300

136,800 151,200 120,000 124,800

57,500

7,800

129,600 134,400

285,000 315,000

エコカー

25,000

30,000

35,000

40,000

右以外 13年経過

45,000

65,600

130,00062,500 135,000 140,000

188,600

125,000

18年経過

2,800

5,000

7,500

　　　区分

車両
総重量

1年自家用 1年事業用

2,500 2,600 2,700

5,6005,200

8,400

5,400

8,100

1年事業用

13年経過
エコカー

73,800

5,000

10,000

15,000

20,000

41,000

49,200

57,400

57,000 63,000

エコカー外

右以外

8,200

16,400

24,600

32,800

37,80034,200

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

10,800 11,200

7,500 12,300 17,100 18,900 7,500 7,800

12,500 13,000

8,100 8,400

10,000 16,400 22,800 25,200 10,000 10,400

13,500 14,000

15,000 24,600 34,200 37,800 15,000 15,600 16,200 16,800

21,600 22,400

17,500 28,700 39,900 44,100 17,500 18,200

20,80020,000

免税 免税

20,000 32,800 45,600 50,400

12,500 20,500 28,500 31,500
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＜＜継継続続検検査査等等時時ににおおけけるる自自動動車車重重量量税税のの税税額額＞＞

４４．．ババスス、、トトララッックク（（トトララッッククはは車車両両総総重重量量88トトンン超超かからら適適用用））
（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

１ﾄﾝ以下

～２

～３

～４

～５

～６

～７

～８

～９

～10

～11

～12

～13

～14

～15

～16

～17

～18

～19

～20

～21

～22

～23

～24

～25

～26

～27

～28

～29

～30

５５．．検検査査対対象象軽軽自自動動車車（（二二輪輪をを除除くく））
（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

６６．．小小型型二二輪輪車車

（本則税率） （本則税率）

エコカー エコカー

（本則税率） （本則税率）

エコカー エコカー

右以外

70,000

免税 免税

【【初初回回継継続続検検査査がが免免税税ととななるる車車両両ににつついいてて】】
　　新新車車新新規規登登録録等等でで免免税税をを受受けけたた電電気気自自動動車車等等（（※※））又又はは令令和和1122年年度度燃燃費費基基準準をを112200%%以以上上をを達達成成ししてていいるる乗乗用用車車。。
　　　　※※電電気気自自動動車車、、燃燃料料電電池池自自動動車車、、ププララググイインンハハイイブブリリッッドド車車、、天天然然ガガスス自自動動車車（（平平成成3300年年度度排排出出ガガスス規規制制適適合合））

免税 5,600

13年経過

5,4005,2005,000

エコカー エコカー
エコカー外

1年自家用 1年事業用

2021年5月1日からの自動車重量税の税額表

　　　区分

車両
総重量 13年経過 18年経過右以外

118,900

123,000

62,500

65,000

57,500

60,000

114,800

67,500

72,500

32,500

77,900

82,000

86,100

90,200

50,000

52,500

55,000

53,300

28,700

32,800

12,500

15,000

65,600

69,700

20,500

24,600

45,100

49,200

34,200

132,300

138,600

157,500

163,800

119,700

125,400

131,100

136,800

119,700

39,900

45,600

108,300

114,000

107,100

113,400

51,300

57,000

96,900

102,600

94,500

100,800

79,800

85,500

91,200

74,100 81,900

88,200

56,700

63,000

69,300

75,600

151,200

6,300

44,100

50,400

126,000

12,600

18,900

25,200

31,500

37,800

55,000

52,500

7,500

10,000

15,000

12,500

19,600

25,200

22,400

47,600

37,800

50,000 52,000

49,400

17,500

20,000

70,200

72,800

75,60072,900

70,200

64,400

67,200

70,000

78,400

81,200

84,000

72,800 75,600

72,500

75,000 78,000

75,400

70,000

56,700

65,000

60,000 62,400

65,000

47,500

64,800

62,10057,500

67,600

2,600 2,700 2,800

5,000 5,200 5,400 5,600

2,500

8,100 8,400

11,200

14,000

16,800

7,800

15,600 16,200

13,500

10,80010,400

13,000

18,200

20,800

23,400 24,300

21,600

18,900

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

45,000

42,500 44,200 45,900

46,800 48,600

42,000

44,800

40,500

43,200

36,400

37,500

40,000 41,600

39,000

29,700

27,000 28,000

30,800

36,400

33,60032,400

39,200

56,000

53,200

50,400

51,300

54,000

26,000

28,600

31,200

33,800 35,100

58,800

2年自家用

1年自家用2年自家用

免税

67,50062,500

78,300

81,000

67,500

右以外

54,600

59,800

57,200 59,400 61,600

170,100

176,400

182,700

189,000

13年経過

5,700

11,400

17,100

22,800

144,900

142,500

148,200

153,900

159,600

28,500

61,500

62,700

68,400

36,900

41,000

57,400

94,300

98,400

102,500

106,600

110,700

73,800

エコカー外

2,500

5,000

7,500

10,000

4,100

8,200

12,300

16,400

18年経過

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

35,000

37,500

40,000

42,500

45,000

47,500

75,000

エコカー エコカー
13年経過 18年経過右以外

171,000

2年事業用

エコカー外

18年経過

165,300

4,600

13年経過

6,600

エコカー外

5,000

13年経過 右以外

8,200 8,800

3,2002,300

右以外

1,900

18年経過

2,500 3,000

（（表表中中のの税税額額単単位位：：円円））

エエココカカーー減減税税対対象象外外

3,800

右以外 18年経過

5,000

2年事業用

18年経過

3,400

13年経過
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13年、18年経過の早見表

年 月 年 月

9 R4.８.1 9 R4.８.1

10 R4.９.1 10 R4.９.1

11 R4.10.1 11 R4.10.1

12 R4.11.1 12 R4.11.1

不明 R4.12.1 不明 R4.12.1

1 R4.12.1 1 R4.12.1

2 R5.１.1 2 R5.１.1

3 R5.２.1 3 R5.２.1

4 R5.３.1 4 R5.３.1

5 R5.４.1 5 R5.４.1

6 R5.５.1 6 R5.５.1

7 R5.６.1 7 R5.６.1

8 R5.７.1 8 R5.７.1

9 R5.８.1 9 R5.８.1

10 R5.９.1 10 R5.９.1

11 R5.10.1 11 R5.10.1

12 R5.11.1 12 R5.11.1

不明 R5.12.1 不明 R5.12.1

1 R5.12.1 1 R5.12.1

2 R6.１.1 2 R6.１.1

3 R6.２.1 3 R6.２.1

4 R6.３.1 4 R6.３.1

5 R6.４.1 5 R6.４.1

6 R6.５.1 6 R6.５.1

7 R6.６.1 7 R6.６.1

8 R6.７.1 8 R6.７.1

9 R6.８.1 9 R6.８.1

10 R6.９.1 10 R6.９.1

11 R6.10.1 11 R6.10.1

12 R6.11.1 12 R6.11.1

不明 R6.12.1 不明 R6.12.1

１３年、１８年経過の早見表

初度登録(検査) １８年経過車
となる日

初度登録(検査) １３年経過車
となる日

Ｈ17Ｈ22

Ｈ18Ｈ23

Ｈ21 Ｈ16
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自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表

点
検
区
分
等対

象
車
種

定期点検の間隔 検査証の
有効期間

備　　　考
（車種の一例）

（
別
表
３
）

３
ヶ
月

（
別
表
４
）

３
ヶ
月

（
別
表
５
）

６
ヶ
月

（
別
表
５
の
２
）

６
ヶ
月

（
別
表
６
）

１　

年

（
別
表
７
）

１　

年

初　
　
　

回

二
回
目
以
降

運
送
事
業
用

旅客自動車 ○ １年 ← バス、タクシー、ハイヤー
軽自動車 ○ ２年 ← 福祉タクシー

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ←
貨物運送事業者のトラック

（三輪車を含む）GVW８t未満 ○ ○ ２年 １年
軽自動車 ● ２年 ←
二輪自動車 ● ３年 ２年

霊
柩

通常タイプ ○ ２年 ← 霊柩車
定員11人以上 ○ １年 ← 霊柩車（バス形状）
軽自動車 ● ２年 ←

レ
ン
タ
カ
ー

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ←
トラック（三輪を含む）GVW８t未満 ○ ○ ２年 １年

軽自動車 ○ ２年 ←
定員11人以上 ○ １年 ← バス
幼児専用車 ○ １年 ← 園児送迎車

乗
用

普通・小型自動車 ○ ２年 １年
軽自動車 ○ ２年 ←
三輪自動車 ○ ２年 １年

二
輪

小型自動車 ○ ２年 １年 250ccを超えるバイク（三輪バイクを含む）
検査対象外軽自動車 ○ なし ← 250cc以下のバイク（三輪バイクを含む）

特
種（
※
）

普通・小型自動車 ○ ○ ２年 １年 キャンピング車
貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ←
冷蔵冷凍車、タンク車GVW８t未満 ○ ○ ２年 １年

軽自動車 ○ ２年 ←

大
特（
※
）

GVW８t以上 ○ ２年 １年 ホイール・クレーン
GVW８t未満 ○ ２年 １年 フォーク・リフト

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ← ポール・トレーラ
ストラドル・キャリヤGVW８t未満 ○ ○ ２年 １年

検査対象外軽自動車 ○ なし ← そり付、カタピラ付軽自動車

自
家
用
自
動
車

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ←
トラック（三輪車を含む）GVW８t未満 ○ ２年 １年

軽自動車 ● ２年 ←
定員11人以上 ○ １年 ← バス
幼児専用車 ○ １年 ← 園児送迎車

乗
用

普通・小型自動車 ● ３年 ２年
軽自動車 ● ３年 ２年
三輪自動車 ○ ２年 ←

二
輪

小型自動車 ● ３年 ２年 250ccを超えるバイク（三輪バイクを含む）
検査対象外軽自動車 ● なし ← 250cc以下のバイク（三輪バイクを含む）

特
種（
※
）

GVW８t以上 ○ ○ ２年 ← 消防車、医療防疫車、採血車
救急車、車いす移動車、キャンピング車GVW８t未満 ○ ２年 ←

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ← コンクリートミキサー車、タンク車、
冷蔵冷凍車、塵芥車、ボート・トレーラGVW８t未満 ○ ２年 １年

軽自動車 ● ２年 ← 冷蔵冷凍車、車いす移動車

大
特（
※
）

GVW８t以上 ○ ２年 ← ホイール・クレーン
GVW８t未満 ○ ２年 ← フォーク・リフト

貨
物

GVW８t以上 ○ ○ １年 ← ポール・トレーラ
ストラドル・キャリヤGVW８t未満 ○ ２年 １年

検査対象外軽自動車 ○ なし ← そり付、カタピラ付軽自動車

（注）�１．点検整備記録簿の保存期間　●印：２年、○印：１年� �
２．GVWとは車両総重量を示す� �
３．別表４は被けん引自動車（トレーラ）に限る

（※）積載量が指定されている車両の有効期間は、車両総重量８t未満の車両のみ、初回が２年となる
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手数料の納付を要しない「独立行政法人」と「国立大学法人等」

道路運送車両法施行令第14条（法第102条第１項の政令）で定める独立行政法人

� 令和４年４月現在

所　管 独立行政法人

経産省

経済産業研究所

工業所有権情報・研修館

製品評価技術基盤機構

国交省

海技教育機構

航空大学校

自動車技術総合機構

財務省 酒類総合研究所

総務省 統計センター

内閣府 国立公文書館

農水省
農林水産消費安全技術センター

家畜改良センター

防衛省 駐留軍等労働者労務管理機構

文科省

国立特別支援教育総合研究所

国立青少年教育振興機構

国立女性教育会館

国立科学博物館

国立美術館

国立文化財機構

教職員支援機構

国立高等専門学校機構

所　管 国立研究開発法人

環境省 国立環境研究所

経産省 産業技術総合研究所

厚労省

国立がん研究センター

国立循環器病研究センター

国立精神・神経医療研究センター

国立国際医療研究センター

国立成育医療研究センター

国立長寿医療研究センター

国交省

土木研究所

建築研究所

海上・港湾・航空技術研究所

総務省 情報通信研究機構

農水省

農業・食品産業技術総合研究機構

国際農林水産業研究センター

森林研究・整備機構

水産研究・教育機構

文科省
物質・材料研究機構

防災科学技術研究所

国立大学法人法施行令第25条第１項９号により国とみなす

文科省
国立大学法人

大学共同利用機関法人

※�法令改正状況は以下にて確認のこと。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000254_20170615_
429CO0000000159&openerCode=1
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ー
カ
ー
に
な
り
ま
す
。
 

※
１

 お
持
ち
の
車
が
今
回
の
措
置
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
、
検
索
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
ご
確
認
頂
く
か
、
各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
窓
口
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

※
２

 
各
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
検
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、
お
持
ち
の
車
の
リ
コ
ー
ル
届
出
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
で
き
ま
す
。
「
車
台
番
号
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
手
元
に
車
検
証
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
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つ
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検
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ド
を
読
み
取
って
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ー
ル
の
対
象
が
検
索
で
き
る
ア
プ
リで
す
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す
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排出ガス規制値等一覧

　　アイドルCO・HC規制

成分 対象自動車（二輪自動車は除く） Ｈ10年規制前
Ｈ10年規制 Ｈ17年規制以降

数　値 記　号 数　値 記　号

CO

①　②、③、④以外の自動車

4.5％以下

１％以下 GC、GE、GF等

３桁の記号②　��４サイクルエンジンの軽自動車 ２％以下 GD、GF等

③　２サイクルエンジンの自動車

④　４サイクルエンジンの特殊自動車
　　（定格出力19kW以上560kW未満）

１％以下
（19年規制）

EBT
（19年規制）

HC

①　②、③、④以外の自動車
1200ppm以下

300ppm以下 GC、GE、GF等

３桁の記号②　��４サイクルエンジンの軽自動車 500ppm以下 GD、GF等

③　２サイクルエンジンの自動車 7800ppm以下

④　特殊エンジンの自動車 3300ppm以下

⑤　４サイクルエンジンの特殊自動車
　　（定格出力19kW以上560kW未満）

500ppm以下
（19年規制）

EBT
（19年規制）

成分 対象自動車（二輪自動車（含側車付）） Ｈ10年規制前
Ｈ11年規制 Ｈ19年規制

数値 記号 数値 記号

CO
①　��４サイクルエンジンの小型二輪自動車

4.5％以下 BC
BD ３％以下

EAL
EBL
ELL②　��２サイクルエンジンの小型二輪自動車

HC
①　��４サイクルエンジンの小型二輪自動車 2000ppm以下 BC

BD 1000ppm以下
EAL
EBL
ELL②　��２サイクルエンジンの小型二輪自動車 7800ppm以下

成分 対象自動車（二輪自動車（含側車付）
Ｈ28年規制 R２年規制

数値 記号 数値 記号

CO
①　��４サイクルエンジンの小型二輪自動車

３％以下
2AL
2BL
2LL

0.5％以下
8AL
8BL
8LL②　��２サイクルエンジンの小型二輪自動車

HC
①　��４サイクルエンジンの小型二輪自動車

1000ppm以下
2AL
2BL
2LL

8AL
8BL
8LL②　��２サイクルエンジンの小型二輪自動車
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オパシメータによる排出ガスの測定及び指定整備記録簿の記載方法について

中部運輸局自動車技術安全部整備課

１．継続検査及び構造変更等検査における判定方法

オパシメータ測定車は、平成 22 年 10 月１日以降、オパシメータによる測定が必要です。

｢ オパシメータ測定車 ｣ の判別方法について

①　自動車検査証備考欄に ｢ オパシメータ測定 ｣ と記載があるもの

②　自動車検査証備考欄の型式指定番号 ｢16000｣ 以降のもの

③　平成 21 年規制車（３桁のガス記号で１桁目がＬ、Ｍ、Ｆ、Ｒ、Ｑの車両）

④　平成 22 年規制車（３桁のガス記号で１桁目がＳ、Ｔの車両）

⑤　平成 28 年規制車（３桁のガス記号で１桁目が２の車両）

「オパシメータ測定車の自動車の種類・規制値別の閾値（しきいち）一覧」

オパシメータ測定車の検査
光吸収係数

規制値 閾値【しきいち】

平成 21 年規制車（３桁のガス記号で１桁目がＬ、Ｍ、Ｆ、Ｒ、Ｑの車両） 0.50m-1 0.40m-1

平成 22 年規制車（３桁のガス記号で１桁目がＳ、Ｔの車両） 0.50m-1 0.40m-1

平成 28 年規制車以降（３桁のガス記号で１桁目が２、３、４、５、６、７の車両） 0.50m-1 0.40m-1

その他のオパシメータ測定車 0.80m-1 0.64m-1

※Fはディーゼル乗用PHP

黒煙測定車をオパシメータにより検査
光吸収係数

スクリーニング値 閾値【しきいち】

黒煙 25％規制車 0.80m-1 0.64m-1

黒煙 30％規制車（特殊自動車のみ） 1.01m-1 0.80m-1

黒煙 35％規制車（特殊自動車のみ） 1.27m-1 1.01m-1

黒煙 40％規制車 1.62m-1 1.29m-1

黒煙 50％規制車 2.76m-1 2.20m-1
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Ｑ１「閾値（しきいち）」とは、何ですか？

Ａ１��　オパシメータを使用した検査における「閾値（しきいち）」とは、本来３回測定し、その平均

値により合否を判定するところ、１回目又は２回目の測定値により合格と判定することがで

きる値です。オパシメータ（黒煙測定車をオパシメータにより検査する場合を含みます。）で

は、１回目又は２回目の測定値が閾値以下であれば、その時点で基準に適合するものとみな

し、検査を終了することができます。

Ｑ２「スクリーニング値」とは、何ですか？

Ａ２��　黒煙測定車をオパシメータを使用して検査することを「スクリーニング検査」と言います。

その検査の際の判定値を「スクリーニング値」と言います。スクリーニング値は、黒煙の規制

値に応じて前表のとおりです。（例えば、黒煙 25％規制車は、光吸収係数が０．80m-1 以下

であれば基準適合となります。）

２．指定整備記録簿の記載例

規制値 0.80m-1（閾値 0.64m-1）のディーゼル車をオパシメータにより検査する場合

1１回目の測定で閾値以下の結果が得られた場合

１回目　0.633m-1　　　0.63 ≦ 0.64（閾値）

��　表示値の小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位までを判定値として記載して

ください。（未記入箇所には、斜線を入れてください。）

黒
煙
・
粒
子
状
物
質

％
表
示
・
m-1

表
示

１回目

％

ｍ-1

２回目

％

ｍ-1

３回目

％

ｍ-1

平均

％

ｍ-1

0.63
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2２回目の測定で閾値以下の結果が得られた場合

１回目　0.681m-1　　　0.68 ＞ 0.64（閾値）

２回目　0.633m-1　　　0.63 ≦ 0.64（閾値）

���　表示値の小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位までを判定値として記載して

ください。（未記入箇所には、斜線を入れてください。）

黒
煙
・
粒
子
状
物
質

％
表
示
・
m-1

表
示

１回目

％

ｍ-1

２回目

％

ｍ-1

３回目

％

ｍ-1

平均

％

ｍ-1

0.68 0.63

3１回目及び２回目の測定で合格判定できなかった場合（３回測定平均値による合否判定）

１回目　0.841m-1　　　0.84 ＞ 0.64（閾値）

２回目　0.823m-1　　　0.82 ＞ 0.64（閾値）

３回目　0.630m-1　　　３回平均＝（0.841 ＋ 0.823 ＋ 0.630）÷３＝ 0.7646…

　　　　　　　　　　　0.76 ≦ 0.80（規制値）

��　平均値は、表示値（小数点以下第３位）を加算し、平均した値の小数点以下第３位を四捨五

入し、小数点以下第２位まで判定値として記載してください。

黒
煙
・
粒
子
状
物
質

％
表
示
・
m-1

表
示

１回目

％

ｍ-1

２回目

％

ｍ-1

３回目

％

ｍ-1

平均

％

ｍ-1

0.84 0.82 0.63

0.76
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継続検査に係る広告等の適正化について

景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）では、消費者に誤解される不当な表示を禁止しています。

優良誤認
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

◦内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
◦�内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると
一般消費者に示す表示

有利誤認
商品・サービスの価値その他の取引条件についての不当表示

◦��取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消
費者に誤認される表示
◦��取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であ
ると一般消費者に誤認される表示

【不当表示の例】
　◦「地域初」、「業界初」の表示があるが、事実と異なる。

　◦「車検料金10,000円ポッキリ」等の表示があり、別途請求を表示していない。

　◦「市内で一番安い」等の表示があるが、実際は他の業者の方が安い。

詳しくは、消費者庁のホームページをご確認ください

http://www.caa.go.jp/
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記載事項変更

「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査の取扱い」
に関係するＱ＆Ａ

問　１

　��　「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査の取扱い」（以下「構造取扱通達」という。）は使用

過程車が対象となっているが、新規検査や予備検査の場合如何に取扱いが異なるのですか。

 （答）  　新規検査、予備検査及び自動車検査証の交付を申請する者については、これから当該自動

車を使用しようとするものであり、自動車部品の一時的な装着、補修部品への交換等を十分

に知りうる立場にないことから、この範囲までユーザーの自己責任による管理を求めること

は不合理であります。このため、当該自動車を使用しようとする者を保護する観点から、諸

元の確定を行う必要があるので、構造等変更検査等の緩和の取扱いをすることはできない。

問　２

　��　自動車部品が装着されている場合の手続き要否の判断はどのように行うのですか。

 （答）� �　自動車部品を装着した場合の取扱いフローチャートを次に示します。

問　３

　��　自動車部品が装着されている場合の寸法及び重量の測定方法はどうすればいいのですか。

 （答）  　新規検査、予備検査又は構造等変更検査（以下「新規検査等」という。）の場合は諸元の確定を

行うため、簡易な取付方法の自動車部品（注：灯火が簡易な取付方法で取付けられていても配

線されている場合は固定的な取付方法となります。）を除き、自動車部品が装着された状態で

寸法及び車両重量を測定することとなります。

　　 また、継続検査の場合は構変取扱通達により、

　　 ①��　自動車部品を装着したときに寸法（長さ、幅及び高さ）及び車両重量が一定範囲内にある場合

　　 ②��　指定部品を溶接又はリベット以外の取付方法により装着した場合に該当するものである

のかどうか確認することが必要です。
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　　　 ��この場合における自動車検査証に記載されているそれぞれの値と現車との比較は以下のよ

うに確認し判断します。

　　 ①　簡易な取付方法の自動車部品は「ない」ものとして判断します。

　　 ②　全長、全幅、全高及び車両重量は目視等により確認します。

　　　 この場合において、目視により判断できない場合にあっては、

　　　 ａ��　現車の全長、全幅又は全高を巻尺等により測定し、自動車検査証のそれぞれの値との

差を求める。

　　　 ｂ��　車両重量については、部品カタログ等を参考にして重量の算出を行うか、または現車

の空車状態における車両重量の測定を行い、自動車検査証記載の値との差を求める。

◎：記載事項の変更又は構造等変更検査の手続きが不要
●：記載事項の変更又は構造等変更検査が必要
注１　��「固定的取付方法」とは、簡易的な取付方法（手により容易に着脱できる取付方法）又は恒久的取付方法以外の取付方法

をいう。
　　　例：ボルト・ナット、接着等
注２　��「恒久的取付方法」とは、リベットで装着される取付方法をいう。
注３　��変更内容中「一定範囲」とは、自動車の種別毎に、自動車の寸法（長さ、幅及び高さ）及び車両重量が次表の範囲内のも

のをいう。

自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等
における取扱いの概要（参考）

変更内容
部品の種類・取付方法

寸法、重量が変化
一定範囲内 一定範囲外

指 定 部 品
固定的取付方法 ◎ ◎
恒久的取付方法 ◎ ●

指定外部品
固定的取付方法 ◎ ●
恒久的取付方法 ◎ ●

項目
種別

長さ 幅 高さ
車両重量

a'−a b'−b c'−c
検査対象軽自動車、小型自動車

±３㎝ ±２㎝ ±４㎝
±50㎏

普通自動車、大型特殊自動車 ±100㎏
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中古車の新規検査及び予備検査に係る
保安基準適合証等の取扱いについて

注₁　「構造等に関する事項」とは、次の事項をいう。
①車名及び型式　②普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別　③長さ、幅及び高さ�
④車体の形状　⑤原動機の型式　⑥燃料の種類　⑦原動機の総排気量又は定格出力　⑧人の運送の用
に供する自動車であって乗車定員11人以上のものにあっては、自家用又は事業用　⑨用途　⑩牽引自
動車にあっては、牽引重量又は第５輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャン
ピングトレーラ等の車両総重量　⑪被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名及び型式　⑫乗車定員
又は最大積載量　⑬車両重量及び車両総重量　⑭空車状態における軸重　⑮タンク自動車であって爆発
性液体又は高圧ガスを運送するものにあっては、積載物品名　⑯貨物の運送の用に供する普通自動車で
あって車両総重量が７トン以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンク容量

　₂　��限定自動車検査証の交付を受けた後に、「構造等に関する事項」に変更がある場合、限定保安基準適合証は
交付できません。

　₃　「関係書類の表示」については、 又は㊥と朱書きすること。

　₄　＊印について
＊₁　次に示す用途の変更のみがあった場合は、「構造等に関する事項と同一」に該当として取り扱われます。
　　　◦貸渡乗用自動車 ←→ 乗用自動車
　　　◦貸渡乗合自動車 ←→ 乗合自動車（自家用に限る。）
　　　◦貸渡貨物自動車 ←→ ��貨物自動車（道路運送車両法施行規則第２条の３第２号に掲げるもの及び検査対象軽

自動車に限る。）
　　　◦貸渡特種自動車 ←→ 特種自動車（検査対象軽自動車に限る。）
＊₂　��最大積載量が１トン以下で登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されてい

るものに限る。
＊₃　継続検査に係る場合に限る。
＊₄　��自賠責保険は、保安基準適合証等の「保険期間」欄に記載する必要ありませんが、申請時に窓口で確認

しますので、必ず関係書類に添付して下さい。
＊₅　指定整備記録簿（特定整備記録簿）については、検査時に提示して下さい。

項　目　（種　類）　等 扱 い 限定保適証 ㊥ 扱 い

対
象
自
動
車

当該自動車が登録識別情報等
通知書又は自動車検査証返納
証明書の「構造等に関する事
項」と同一の場合＊1

①��乗用自動車（軽除く） ○ ○ ×
②��小型貨物自動車＊2 ○ ○ ×
③��軽 自 動 車 ○ ○ ×
④��二 輪 自 動 車 ○ ○ ×
⑤��そ の 他 の 自 動 車�
（①～④以外の自動車） × ○ ○

現 車
提 示

新 規 検 査 省 略 省 略 必 要
予 備 検 査 省 略 省 略 必 要

保
安
基
準
適
合
証
の
記
載

自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号 × ○＊3 ×
車 台 番 号 ○ ○ ○

使用者（所有者）
氏 名 又 は 名 称 ○ ○ ○
住 所 ○ ○ ○

乗 車 定 員 ○ × ○
最 大 積 載 量 ○ × ○
用 途 ○ × ○
車 両 総 重 量 ○ × ○
保 険 期 間 ×＊₄ ×＊₄ ×＊₄

関
係
書
類
の
表
示
等

保安基準適合証（同控） ㊥
指 定 整 備 記 録 簿 ㊥＊₅

申 請 書 ㊥
手 数 料 納 付 書 ㊥
自 動 車 検 査 票 添付しない 添付しない ㊥
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自動車検査証の有効期間のある自家用自動車から、
事業用または貸渡に変更する際の取扱いについて

変更後
変更前

自 家 用 事 業 用 貸 渡
構造等変更検査 有効期間更新 構造等変更検査 有効期間更新 構造等変更検査 有効期間更新

自

家

用

乗用車 × ×＊１ × ×＊₂

貨　物 × × × ×
乗　合 ○ ○ × ×
二　輪 × ×＊１ × ×＊２

事

業

用

乗用車 × × × ×
貨　物 × × × ×
乗　合 × × × ×
二　輪 × × × ×＊₂

貸

渡

乗用車 × × × ×＊１

貨　物 × × × ×
乗　合 × × ○ ○
二　輪 × × × ×

○：実施又は更新を示す。　×：実施しない又は更新しないを示す。

※１　��有効期間の残存期間が、変更後の有効期間を超えている場合は、自動車検査証の記載事項の

変更のあった日を起算日とし、有効期間を付すものとする。

※₂　��有効期間の残存期間が１年を超えている場合は、自動車検査証の記載事項の変更のあった日

を起算日とし、その日から１年間の有効期間を付すものとする。（ただし、初回有効期間の

残存期間が２年を超えている場合には、申請日を起算日とし、その日から２年間の有効期間

を付すものとし、２年未満の場合は、そのままとする。）
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